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人材育成に関するアンケート調査 平成２７年10 月30 日までに、メールにて回答をお願いします 

今年度実施する各種研修会等事業お伺いします。 

ご回答者（協会名・お名前）

【回答に当たっての留意事項】 

・研修会については、研修会毎にご回答をお願いします。複数の研修会を開催している場合は、本ページをコピーして回答してください。 

・開催していない研修会については、予定でご回答をお願いします。 

・安全衛生に関する研修会及び連合会委託の電子マニフェスト運用支援業務説明会は、別途アンケート調査等を行っていますので、本調査

から除外してください。 

１．研修会について 

研修会名・内容 設問１．実施時期・定員数について 

開催時期・回数をご回答ください 

設問２．参加費用について 

 有料・無料のいずれかに○をお願いします

設問３． 試験・資格認定の有無 
合否を問う試験をしますか？受講することで

何らかの認定が得られますか？ 

研修会名： 

内容（100 字程度・カ

リキュラムを中心とし

て書いてください） 

１ 開催時期：年     回 

２ 開催月  ：  月に開催 

３ 定員数：      名/1 回 

有料 

--会員・非会員の区別：あり・なし 
１ 試験の実施： する・しない 

２ 資格認定：あり・なし 

 認定の名称（  ） 無料 

設問４．受講対象者の設定について 
   会員・非会員、排出者・処理業者対象か、対象

は？いずれかに□をお願いします

設問５．主催について 
いずれかに□、その他の場合は記入をお願いし

ます。

設問6．過去の開催実績 
（例）今回が初めて・毎年行っている・不定期

だが、状況により開催 等自由記入

１  会員のみ ・ 非会員も受講可 

２  排出事業者・処理業者・両方想定 

３対象   実務担当者・経営者・ 

対象者を限定していない・ 

その他（      ） 

協会独自開催 

県からの委託 

その他（     ） 

設問7．テキストの作成について 
研修会で使用するテキストについて教えてくださ

い。いずれかに□

設問8．講師の選任について 
  講師はどのような方をどのような方法で選定し

ていますか。（例）自治体、有識者を自治体から紹介

を受けて選任等

設問9．７で協会でテキストを作成

と答えた場合 
執筆はどなたがしていますか。（例）研修会の講

師、協会で組織する委員会等

・協会で独自に作成 

・他団体から入手（団体名：  ） 

・その他（   ） 

・過去に依頼した実績に基づき依頼 

・団体に依頼 

・その他（ ） 

２．過去に開催をした研修会でニーズが高かった内容や研修の仕組みがありましたら、ご記入ください。 

３．研修が必要と考えられる業務（業種・業態・対象者を含め）を3 つまで、ご記入ください。 

４．レベルアップが常に必要と考えられる研修対象者・研修分野がありましたら、ご記入ください 

５．研修会を企画する際に、課題と思うことがありましたら、ご記入ください。 

６．最後に、人材育成制度において期待する連合会の役割がありましたら、ご記入ください。 

（例１）収集運搬担当者や中間処理等、処理業務に直接関係する管理者の方

（例２）営業や法令担当、委託契約・マニフェストに関わる実務担当、会社の運営に関わる職種など

（例１）新入社員、中途採用の方、配置転換された方

（例２）廃掃法の改正が行われた場合など

（例）排出事業者と有効な関係を築き上げられるような営業担当への研修会 等

（例）良いカリキュラムが見当たらない。講師の手配が難しいなど。
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№ 都道府県 研修会名 回数/年 定員数 参加費用 資格名称 受講対象者 主催団体 開催実績 テキスト作成 講師選任 テキスト執筆方法

1 北海道 実務者研修会（基礎コース） 2 100人/回
有料
会員・非会員の区別あり

ＣＰＤＳ登録
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施
他団体から入手
（全産廃連）

協会職員

1 北海道
産業廃棄物処理業（収集運搬業）許可事務
説明会

2 20人/回
有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 昨年度より実施 道庁及び協会で作成 道庁及び協会職員 協会担当分は、事務局職員が作成

1 北海道 適正処理マイスター養成講座 1 15人/回
有料
会員・非会員の区別あり

携帯用マイスター
カードを交付

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 昨年度より実施 道庁及び協会で作成 道庁及び協会職員 協会担当分は、事務局職員が作成

1 北海道 産業廃棄物地域別研修会 11
50～150程度

人/回
有料
会員・非会員の区別あり

必要に応じてＣＰ
ＤＳを登録

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施 道庁及び協会で作成 道庁及び協会職員 協会担当分は、事務局職員が作成

1 北海道 講演会「経営改善の進め方」 1 なし 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自
毎年、定時総会開催日に合わ
せて様々なテーマで実施。

講師作成 団体に依頼

1 北海道
講演会「２０１５産業廃棄物処理の現状と課
題」

1 なし 無料
1.会員のみ
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自
毎年、青年部定時総会開催
日に合わせてテーマを変えて
実施。

講師作成 テーマに沿った講師を自ら選定

2 青森
※今年度の研修会は、安全衛生がテーマの
ため該当なし。

3 岩手 産業廃棄物処理実務者研修会 基礎コース 2 150人/回
有料
会員・非会員の区別なし

1.非会員も受講可
2処理業者
3.実務担当者

県委託 毎年実施 他団体から入手（全産廃連） 団体に依頼

3 岩手 産業廃棄物適正処理推進研修会 1 120人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.実務担当者、経営者

協会独自 毎年実施 講師のプレゼンデータを資料とする 過去に依頼した実績に基づき依頼 研修会講師

3 岩手
排出事業者を対象としたステップアップ研修
会

1 150人/回
有料
会員・非会員の区別なし

1.非会員も受講可
2排出事業者
3.実務担当者

県委託 毎年実施 他団体から入手（日廃振セ） 団体に依頼

4 宮城 産業廃棄物処理実務者研修会 100人/回
有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 2～3年おきに実施 他団体から入手（全産廃連）
過去に依頼した実績に基づき依頼
連合会と相談

4 宮城 平成27年度電子マニフェスト講習会 1 30人/3回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託 平成25年度から毎年実施してい他団体から入手（日廃振セ） 団体に依頼（日廃振セ）

5 秋田 産業廃棄物実務者研修会 1 120人/回
有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自
昨年度までは連合会主催で
あったが、今年度から協会主
催で実施する。

他団体から入手（全産廃連） 過去に依頼した実績に基づき依頼

5 秋田 優良事業所視察研修会 1 20人/回 有料
1.会員のみ
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施 他団体から入手（全産廃連） 受入先に依頼

5 秋田 協会会員研修会 1 120人/回 無料
1.会員のみ
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施 他団体から入手（全産廃連） 委員会で決定

6 山形 トップセミナー 1 決めていない 無料
1.非会員も受講可
3.経営者

県委託
平成19年度から実施（10回
開催）

協会で独自に作成 県と相談して決めている
講師が準備するものは、テキストではなくレ
ジュメであるため、パワーポイントデータをプ
リントしている。

7 福島
放射性物質汚染廃棄物の処理に関する講習
会

1 150人/回
有料
会員・非会員の区別あり

1.会員のみ ・ 非会員も受講
可

日廃振セ主
催
協会が共催

平成24年度より毎年実施 他団体から入手（日廃振セ） 団体に依頼

8 茨城 適正処理実務担当者研修会 1 80人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.実務担当者

協会独自 今回が初めて 講師が作成したものを使用
会員であり他団体でも講師をしている実
績がある為

9 栃木 トップセミナー 1 100人/回
有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2処理業者
3.経営者

協会独自 平成21年度より毎年実施 協会で独自に作成 過去に依頼した実績に基づき依頼 研修会講師

9 栃木
産業廃棄物の適正処理等に係る実務者研修
会

2 100人/回
有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者

協会独自 平成17年度より毎年実施 協会で独自に作成 過去に依頼した実績に基づき依頼 研修会講師

10 群馬 4ブロック研修会 4 100～150人/回 無料 受講者に修了証
1.非会員も受講可
3.対象者を限定していない

行政と共催

廃棄法改正時から、適時・公
益法人移行後からは、県内を
4つのﾌﾞﾛｯｸに区切って研修
会を毎年実施。

産官学の団体講師より
過去に依頼した実績に基づき依頼
団体に依頼

12 千葉 産業廃棄物処理業者セミナー 2 500人/回 無料
2.排出事業者・処理業者・両
方想定
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施（9月～11月） 千葉県等からの通知文 県職員

13 東京 産業廃棄物処理実務者研修会 1 70人/回 7,000円 1.非会員も受講可
全産連事業
の独自実施

今回が初めて 他団体から入手（日廃振セ） 日廃振セ講師確保

13 東京 団体提案型中小企業処遇改善サポート事業 78 1300人/合計 無料
1.会員のみ
3.対象者を限定していない
その他（主に若手従業員  ）

都採択事業 今回が初めて 研修実施コンサルが確保した講師が作成 研修実施コンサルが確保した講師
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№ 都道府県 研修会名 回数/年 定員数 参加費用 資格名称 受講対象者 主催団体 開催実績 テキスト作成 講師選任 テキスト執筆方法

14 神奈川 医療廃棄物適正処理講習会 2 100人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者、経営者

協会独自 毎年実施、例年6月・10月を予依頼講師から提供 協会独自に講師を選定

14 神奈川 横浜地区セミナー 1 70人/回 無料
1.非会員も受講可
2.処理業者
3.実務担当者、経営者

協会独自 毎年実施、例年11月を予定 依頼講師から提供 協会独自に講師を選定

14 神奈川
マイナンバー導入に向けて各社で準備すべき
実務

1 40人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者、経営者

協会独自 今回が初めて 依頼講師から提供 協会独自に講師を選定

14 神奈川 湘南・県西地区経営者向けセミナー 1 24人/回 無料
1.非会員も受講可
2処理業者
3.経営者

協会独自 今回が初めて 依頼講師から提供 協会独自に講師を選定

14 神奈川 県央地区セミナー 1 60人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 内容を変えて毎年開催 講師作成 担当委員会で決定

14 神奈川 青年部会セミナー 1 25人/回 無料
1.会員のみ
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 内容を変えて毎年開催 講師作成 担当委員会で決定

14 神奈川 川崎地区セミナー 1 70人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 内容を変えて毎年開催 講師作成 担当委員会で決定

14 神奈川 建設廃棄物の適正処理に関する研修会 1 30人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施 協会で独自に作成 自治体及び有識者 研修会講師

14 神奈川 建設廃棄物の適正処理に関する研修会 1 150人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 不定期だが、状況により開催 協会で独自に作成 自治体及び有識者 研修会講師

15 山梨 甲斐の国廃棄物処理研修会 1 120人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施 講師から原稿を入手し、協会で印刷 テーマに応じた講師を、協会で選定

16 新潟 産業廃棄物排出事業所管理者講習会 7 60～200人/回無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託

県の委託事業であり、25年度
から実施し、今年で3回目であ
る。
協会の地区協ごとに7地区で
開催

行政から、専門講師の資料
自治体、有識者を自治体から紹介を受
けて選任

16 新潟 産業廃棄物処理実務者研修会 1 120人/回
有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者

協会独自 毎年実施 他団体から入手（全産廃連） 団体に依頼（全産廃連）

16 新潟
産業廃棄物の収集運搬業新規許可申請説
明会

1 30人/回
有料
会員・非会員の区別なし

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施 県廃棄物対策課担当者が作成 県廃棄物対策課担当者

16 新潟
優良産業廃棄物処理業者認定制度に係る
説明会

1 100人/回 無料
1.非会員も受講可
2処理業者
3.対象者を限定していない

県と協会の
共催

今回が初めて 県及び日廃振セ 県及び日廃振セ

17 富山 産業廃棄物適正処理講習会 1 500人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施 協会で独自に作成 協会で選定 研修会講師

17 富山 産業廃棄物処理からリサイクルビジネスへ 1 60人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.対象者を限定していない

協会独自 不定期だが2～3年ごとに実施 協会で独自に作成 協会で選定 研修会講師

17 富山 廃棄物処理施設技術管理者研修会 1 150人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者

県委託 毎年実施 協会で独自に作成 過去に依頼した実績に基づき依頼 研修会講師

18 石川 会員資質向上のための研修会 1 50～70人/回 無料
1.会員のみ
2.両方想定
3.実務担当者

主催は協会
（県・市から
の補助金で
開催）

協会で独自に作成

一部：時々に合ったテーマを選び、それ
で講師を選任する。
二部：行政トピックス（石川県・金沢市・
石川県警）

講師からデータを入手し、校正は協会で
行う。

19 福井 許可申請書作成事務研修会 1 100人/回
会員：無料
非会員：有料（資料代）

2.処理業者
3.申請実務を担当するもの

協会独自

毎年実施、本年で６回目
（会員は毎年案内、非会員は
原則として次年度に更新を迎
えるもの）

協会で独自に作成 行政機関の許可事務担当者 行政の担当者と協会で協議して執筆

20 長野 産業廃棄物処理技術等研修会 2 200人/回
無料
（テキスト代有料）

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施 県に依頼 県に依頼

20 長野 産業廃棄物処理実務者研修会 2 100人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者

連合会に共
催を依頼

毎年実施 他団体から入手（全産廃連） 連合会に依頼

21 岐阜 産業廃棄物関係法令等研修会 1 120人/回 無料
1.会員のみ
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施 講師提供の資料 岐阜県担当者に依頼
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22 静岡 環境管理講座 1 300人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

関係団体3
団体で共催

平成26年度から毎年行ってい
る。

共催団体で作成
他団体の研修情報等を収集し、講師に
直接依頼

22 静岡 スキルアップ研修会 1 30人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.実務担当者

協会独自 平成24年のみ開催 協会で独自に作成 関係団体から紹介 研修会講師

22 静岡
産業廃棄物処理実務者研修会-基礎コース
-

1 150人/回
有料
会員・非会員の区別なし

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者

全産廃連と
共催

毎年実施 他団体から入手（全産廃連） 団体に依頼

23 愛知 実務者研修会 2 150人/回
有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者

協会独自
平成18年度から年2回開催。
平成27年9月1日に第19回実
務者研修会を実施。

全産廃連作成テキスト及び協会独自作成資料 協会職員が対応 協会事務局で作成

24 三重 産業廃棄物処理実務者研修会 1 90人/回

有料
会員・非会員の区別あり
（会員は有料・非会員は無
料）

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者

協会独自
毎年行っているが、主催は一
年おきに全産連と協会で交互
に開催。

他団体から入手（全産廃連）
レジュメは協会で独自に作成

過去に依頼した実績に基づき依頼
団体に依頼（全産廃連）

24 三重 産業廃棄物処理初任者研修会 1 90人/回

有料
会員・非会員の区別あり
（会員は有料・非会員は無
料）

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.入社１～6年程度の初任者

協会独自 毎年実施
他団体から入手（全産廃連）
レジュメは協会で独自に作成

当協会専務理事 研修会講師

25 滋賀
産業廃棄物処理実務者研修会（連合会共
催）

1 100人/回
有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

大津市から
の委託
連合会との
共催

毎年実施 他団体から入手（全産廃連） 過去に依頼した実績に基づき依頼

25 滋賀 産業廃棄物処理実務者研修会 2 100人/2回
有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施 協会で独自に作成 過去に依頼した実績に基づき依頼
山陽図書出版(株)の手持ち原稿
にて

26 京都 産業廃棄物処理業研修会 3 50～80人/回
有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.担当者・経営者別

協会独自 毎年開催
協会で独自に作成
実務者には全産連テキスト

研修内容により選任 研修会講師

26 京都 産業廃棄物適正処理業者講習会 1 300人/回 無料
1.非会員も受講可
2.処理業者
3.対象者を限定していない

京都府と共
催

京都府との共催は初めて。来
年度以降は未定

協会で独自に作成 研修内容により選任 研修会講師

27 大阪 廃棄物管理士講習会 6 100人/回
有料
会員・非会員の区別あり

 廃棄物管理士
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自
平成18年度以降、毎年、同
程度の規模・頻度で実施

協会で独自に作成
団体に依頼＋協会事務局の専門職員
１名

８で示した団体＋協会事務局により構成さ
れる「環境教育研究会」（任意組織）
（考査の作成についても同様）

27 大阪 産廃塾・標準コース（なにわサンパイ塾） 2 20人/回
無料
（ただし非会員は実費負
担）

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者

協会独自
平成13年度以降、毎年、同
程度の規模・頻度で実施

協会で独自に作成
協会内にある組織広報委員会＋協会
事務局

協会事務局の専門職員

27 大阪 廃棄物収集作業向上研修会 1 40人/回
無料
（ただし非会員は実費負
担）

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者

協会独自
平成20年度以降、毎年、同
程度の規模・頻度で実施

協会で独自に作成 協会内にある収集運搬部会 ８で示した収集運搬部会

28 兵庫 産業廃棄物処理業研修会 6 100～150人/回
有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県からの委託 毎年実施 各年の内容に応じて作成又は他団体から入手する 過去に依頼した実績に基づき依頼
担当の各講師がそれぞれの内容を作成す
る

ビジネススキルアップ研修 3 30～50人/回
有料
会員・非会員の区別なし

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者・経営者

協会独自
昨年度より開始、状況によって
開催される

担当講師が作成する 過去に依頼した実績に基づき依頼

29 奈良 産業廃棄物排出事業所管理者研修会 1 120人/回 無料 1.非会員も受講可 県委託 毎年実施 講師が作成、協会はコピー 過去に依頼した実績に基づき依頼

29 奈良 優良処理事業者育成研修会 1 120人/回 無料 1.非会員も受講可 県委託 毎年実施 講師が作成、協会はコピー 過去に依頼した実績に基づき依頼
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30 和歌山 産業廃棄物処理実務者研修会 1 150人/回
有料
会員・非会員の区別あり

CPDS
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者

協会独自 毎年実施（今年は三年目） その他（全産廃連） その他（全産廃連）

30 和歌山 災害廃棄物処理研修会 1 100人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.対象者を限定していない

協会独自

ＢＣＰに関する研修会は今回
が初めて。
（昨年は、災害廃棄物処理研
修会として 紀伊半島大水害

講師 和歌山県

30 和歌山 災害廃棄物処理研修会 1 50人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.対象者を限定していない

協会独自 講師
事業継続推進機構（ＢＣＡＯ）認定
事業継続主任管理者

30 和歌山 建設廃棄物部会研修会 1 30人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.建設廃棄物部会員

協会独自 毎年実施 全産廃連や行政より送付の資料から抜粋 部会長・事務局

30 和歌山 支部研修会 4 20～50人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施 講師
過去に依頼した実績に基づき依頼
団体に依頼
和歌山県

30 和歌山 県外視察研修会 1 20人/回 有料
1.会員のみ
2.処理業者
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施

31 鳥取 産業廃棄物処理に関する会員研修会 1 80人/回 無料
1.会員のみ
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施 県ほか 県ほか

32 島根
”従事者研修会”
”経営セミナー”

4 30～70人/回 無料 1.会員のみ 協会独自 毎年実施
協会で独自に作成
講師から提供

自治体、有識者から選考している 事務局長が県と協力して作成

33 岡山 優良業者育成研修会 1 100人/回 無料 （修了書交付）
1.会員のみ
2.処理業者
3.対象者を限定していない

協会独自
（県費補助
対象事業）

毎年実施 協会で独自に作成 過去に依頼した実績に基づき依頼 研修会講師

33 岡山 実務担当者研修会 2 50人/回 無料 （修了書交付）
1.会員のみ
2.処理業者
3.実務担当者

協会独自
（県費補助
対象事業）

毎年実施
協会で独自に作成
他団体から入手（全産廃連）

過去に依頼した実績に基づき依頼 協会事務局

33 岡山
（優良育成研修）
優良認定手続き説明会

2 15人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.対象者を限定していない

協会独自
（県費補助
対象事業）

今回が初めて 協会で独自に作成 過去に依頼した実績に基づき依頼 研修会講師

33 岡山
（優良育成研修）
エコアクション２１個別相談会

2 4組程度人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.対象者を限定していない

協会独自
（県費補助
対象事業）

今回が初めて 不要 過去に依頼した実績に基づき依頼

33 岡山 排出事業者研修会 1 100人/回 無料
1.非会員も受講可
2.排出事業者
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施 協会で独自に作成 過去に依頼した実績に基づき依頼 研修会講師

33 岡山 電子マニフェスト操作説明会 1 35人/回 無料
1.非会員も受講可
2.排出事業者
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施 協会で独自に作成 過去に依頼した実績に基づき依頼 研修会講師

33 岡山
（排出事業者研修）
電子マニフェスト個別相談会

1 5組程度人/回 無料
1.非会員も受講可
2.排出事業者
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施 不要 過去に依頼した実績に基づき依頼

34 広島 業界団体等講習会 10 30～50人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託
平成22年の法改正後、毎年
行っている。

広島県作成の資料に、契約書、管理票等の
雛形を追加して使用

過去に依頼した実績に基づき依頼

34 広島 産業廃棄物適正処理講習会 3 500･1000人/回無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託
平成22年の法改正後、毎年
行っている。

原稿は講師が作成 自治体、及び自治体ＯＢ

34 広島 電子マニフェスト操作体験セミナー 3 20人/回 無料
協会独自
（県からの補
助あり）

毎年実施 協会で独自に作成 過去に依頼した実績に基づき依頼 研修会講師

34 広島 電子マニフェスト操作体験セミナー 1 40人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施 他団体から入手（日廃振セ） 団体に依頼

34 広島 優良産業廃棄物処理業者認定制度講習会 1 20人/回 無料
1.非会員も受講可
2.処理業者
3.対象者を限定していない

県委託
この制度が出来て以来、毎年
実施している。

研修会講師
過去に依頼した実績に基づき依頼
団体に依頼

35 山口 優良産業廃棄物処理業者育成支援講習会
6

（6ヶ所）
450人/6回

有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施
協会で独自に作成
（県、特別講演者から資料提供を得て、協会で編
集）

協会、保健所、特別講演者
（弁護士等の有識者から選任）

協会職員が県及び特別講演者から資料
提供を受け、協会が編集

35 山口 合同研修会 1 80人/回
有料
会員・非会員の区別あり

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施
協会で独自に作成
（講演者から資料提供を得て、協会で編集）

協会が独自に選定
協会職員が県及び特別講演者から資料
提供を受け、協会が編集

35 山口 先進地視察研修会等（県外、県内）
県内1回
県外1回

100人/2回
有料
会員・非会員の区別あり
（会員は実費のみ徴収）

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施 協会で独自に作成 協会が視察場所を選定 協会職員
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36 徳島
微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等適正処理講習
会

1
（午前・午
後の部で
１日で２
回開催）

100人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施 講師の指示 自治体から紹介を受けて

36 徳島
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物適正処理
講習会

1 150人/回
有料
会員・非会員の区別なし

※徳島県の優良
認定業者は受講
必須・許可業者
名簿に受講回数
が掲載

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施 講師の指示 過去に依頼した実績に基づき依頼

37 香川 産業廃棄物処理実務者講習会 1 110人/回
会員：無料
非会員：有料（資料代）

3.対象者を限定していない 協会独自 毎年実施
他団体から入手（全産廃連）
一部講師作成

過去に依頼した実績に基づき依頼

38 えひめ 産業廃棄物処理の実務者研修 1 100人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託
毎年実施しているが、研修内
容については、変更します。

講師から入手
団体に依頼
知人を通じて依頼

38 えひめ 行政への許可手続き研修

2
（午前午
後各1回
述べ4回）

25人/回 無料
1.非会員も受講可
2処理業者
3.対象者を限定していない

県及び市か
らの委託

平成25年度から毎年実施して
いる。

他団体から入手（愛媛県） 過去に依頼した実績に基づき依頼

38 えひめ 電子マニフェスト加入促進概要研修 3 50人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託
不定期実施（前回平成21年
度）

講師から入手 団体に依頼

38 えひめ 電子マニフェスト加入促進操作研修

2
（午前午
後各1回
述べ4回）

20人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託 今回が初めて 講師から入手 団体に依頼

39 高知 産業廃棄物適正処理 4 40～150人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託
高知市から
の委託

平成5年度から毎年開催
協会で独自に作成
県が原稿を作成

自治体職員及び協会
・協会：専務理事作成
・行政：高知県・高知市作成

40 福岡 産業廃棄物マネジメント研修会 2 70人/回 無料
1.非会員も受講可
2.排出事業者
3.対象者を限定していない

協会独自

・昨年度は建設系のみ1回開
催。
・今年度は建設系（8/19）と医
療系（1/16）の2回開催

他団体から入手（日廃振セ） 団体に依頼

40 福岡
産業廃棄物実務従事者研修会
（レベルアップ研修会）

8 70人/回
有料
会員・非会員の区別あり
（非会員から徴収）

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者

県からの補
助

平成17年より毎年実施 協会で独自に作成 協会の青年部会役員等 協会の青年部会幹事会

40 福岡 適正処理マネジメント研修会 2 70人/回
有料
会員・非会員の区別あり
（非会員から徴収）

1.非会員も受講可
2.処理業者
3.経営者、管理者

県からの補
助

平成17年より毎年実施 協会で独自に作成 過去に依頼した実績に基づき依頼

・研修会の講師
・優良産廃処理業者認定制度説明会では
環境省作成の『制度運用マニュアル』をそ
のまま使用

40 福岡
適正処理マネジメント研修会「産業廃棄物ス
テップアップ研修会」

2 70人/回
有料
会員・非会員の区別あり
（非会員から徴収）

1.非会員も受講可
2.処理業者
3.実務担当者、経営者、管
理者

県からの補
助

平成26年より実施 協会で独自に作成
過去に依頼した実績に基づき依頼
来年度実施分は現在の講師からの紹
介を予定

研修会講師

40 福岡 適正処理マネジメント研修会「環境セミナー」 1 250人/回 無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.経営者、管理者

県からの補
助

平成22年より6回実施 協会で独自に作成
過去に依頼した実績に基づき依頼
他団体等の研修会での実績

研修会講師

41 佐賀 産廃セミナー 1 50人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.対象者を限定していない

協会独自
（県からの補
助あり）

毎年実施 講師作成 インターネット等で検索

41 佐賀 適正処理の確保に関する研修 1 70人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.対象者を限定していない

協会独自
（県からの補
助を予定）

毎年実施 講師作成 協会から直接依頼

42 長崎 適正処理推進研修会 1 50人/回 無料 1.会員のみ 協会独自 行政が作成する 行政が講師をする

43 熊本 マイナンバー制度研修会 2 100人/回 無料 協会独自
今回のみの開催（マイナンバー
制度開始時）

協会で独自に作成
県主催の講習会の講師をされていて話
が分かりやすかったので依頼

内閣府のＨＰ上にあるパワーポイントなどか
ら必要なところをコピーしました。

44 大分 産業廃棄物適正処理講習会 1 100人/回 無料
1.会員のみ
(注)過去排出事業者団体と
の合同開催実績もある

県委託
毎年実施、
過去20回超開催実績あり

その都度、講師の指示による
専門委員会等で講演内容を協議決定
し、対応可能な有識者に依頼
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№ 都道府県 研修会名 回数/年 定員数 参加費用 資格名称 受講対象者 主催団体 開催実績 テキスト作成 講師選任 テキスト執筆方法

45 宮崎 支部研修会 1～2 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.実務担当者、経営者

協会独自 毎年実施 協会で独自に作成 会員の希望を聴き、協会で手配 講師が執筆

45 宮崎 処理業者講習会 1
会場によって異

なる
無料

2.処理業者
3.実務担当者

県委託 毎年実施
他団体から入手（全産廃連 ）
　「産業廃棄物処理実務者研修会基礎コーステキ
スト」

団体に依頼（全産廃連）

45 宮崎 青年部研修会 2～3 40人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者
3.実務担当者、経営者

協会独自 毎年実施 協会で独自に作成 協会で独自に手配 講師が資料を提供

45 宮崎 総会研修会 1 100人/回 無料
1.会員のみ
2.処理業者、両方想定
3.経営者

協会独自 平成27年度に初めて実施した 協会で独自に作成 協会で独自に選定 講師が資料を提供

45 宮崎 排出事業者講習会 1
会場によって異

なる
無料

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施 協会で独自に作成 団体に依頼（全産廃連）
岡山県のＪＰＰ研究所（山陽図書出版㈱
内）作成のテキストをベースに宮崎県版に
置き換えて内容を修正

46 鹿児島 産業廃棄物適正処理講習会 14
35～200

(各会場により
異なる)

有料
CPDS・CPD認定
講習会

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

協会独自 毎年実施 県及び協会にて分担し作成 例年、県及び鹿児島市が講師 協会事務局の各担当者

46 鹿児島 産業廃棄物排出抑制・リサイクル講習会 11
35～200

(各会場により
異なる)

有料
会員・非会員の区別あり
（会員、行政関係者は無
料）

CPDS・CPD認定
講習会

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託 毎年実施
原則として、講師が使用するﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄﾃﾞｰﾀを印刷
し配布。
その他、県が作成したﾃｷｽﾄを配布

県からの紹介を受けて選任

46 鹿児島 優良産業廃棄物処理業者育成研修会 2

１２
（２回とも継続し
て受講する必

要がある）

無料
1.非会員も受講可
2.両方想定
3.実務担当者

協会独自 毎年実施
他団体から入手
（産業廃棄物処理事業振興財団)）
県及び協会にて分担し作成

過去に依頼した実績に基づき依頼

46 鹿児島
太陽光発電設備の普及とリサイクルについて
（仮称）

1 100人/回 無料
CPDS・CPD認定
講習会

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託
県の委託事業としては毎年実
施しているが、この内容ははじ
めて。

他団体から入手（講師等より（講師調整中））
県及び協会にて分担し作成

団体に依頼

46 鹿児島
建設廃棄物の現状と今後のリサイクル推進に
ついて（仮称）

1 100人/回 無料
CPDS・CPD認定
講習会

1.非会員も受講可
2.両方想定
3.対象者を限定していない

県委託
県の委託事業としては毎年実
施しているが、この内容ははじ
めて。

他団体から入手（講師等より（講師調整中））
県及び協会にて分担し作成

団体に依頼

47 沖縄 沖縄県産業廃棄物協会研修会 1 60人/回 無料
1.会員のみ
3.対象者を限定していない

協会独自 不定期だが状況により実施
内閣府総合事務局、沖縄県が作成したものを使用
した

内閣府、沖縄県から紹介を受けて選任

試験実施は全研修会「なし」
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回答数

基礎知識・実務
産業廃棄物処理実務 6
産業廃棄物の基礎知識 3
各種契約書について 1

廃掃法関係
制度改正に合わせた研修会 7
廃棄物処理法に関する内容（実務担当者からの「法律（廃棄物処理法）を詳しく解説してもらえるような機会が
ない」という声）

2

法令順守に関する内容 1
県の指導要綱の設置改正について→処理業者の業務に影響を及ぼす項目 1

実演・事例紹介
行政処分事例に基づく研修 3
電子マニフェスト操作体験研修会 1

対象者限定研修会
初任者研修会 1
次世代経営者に対する産廃処理業の成功例、先進的な実践事例等の紹介 1
環境経営研修会 1
環境ビジネス研修会 1
ある程度の知識を有する実務担当者のステップアップにつながる内容の研修（「レベルアップ研修会の内容では
簡単すぎる」という声）

1

管理者に対する法令研修、優良認定、エコアクション２１認証登録等に関する研修 1
医療廃棄物適正処理講習会 1

その他テーマ
産業廃棄物処理技術等研修会 1
消費税８％に上がる前に公認会計士を講師として招いた講習会 1
放射能とは？放射能による健康影響、PM2.5とは 1
暴力団対策及び対応について 1
優良事業者認定制度 1
産廃塾標準コース（女性限定） 1
廃棄物管理士講習会について、定例とは別に、企業単位での出張講義を求める要望が増加傾向にある。 1
環境省課長を講師として招いた講習会 1
立入検査についての内容等。 1
《先進地視察研修会等（県外、県内）》 1
「テーマ」八ッ場ダム湖面に映える橋梁群について前橋工科大学教授＊城田会長推薦 1

しくみ
CPDS認定講習会 3
受講済証、あるいは修了証の発行 2
参加者同士で意見や情報を交換できる場を設けること。 1
（研修の仕組み）事例に基づき、経緯等詳しく解説したこと 2
マニフェスト・契約書・産業廃棄物管理票交付等状況報告書などの具体的な記入・実演 3
（研修の仕組み）廃棄物と有価物の区別委託契約欠格要件等について、具体的事例を用いた説明 1
グループ討議形式の事例研究 1

コメント等
行政機関及び排出事業者、処理業者を対象とした廃棄物処理における研修会を各地区で開催したが、廃棄物
処理法における排出事業者の責務や処理業者の適正処理など、それぞれの立場により共通認識を得られるこ
とができた。よって、すべての立場が同じ研修会を受ける仕組みは有効ではないか。

1

研修の仕組みに関しては、“講義は受講者にとって効果的な研修となるよう講義内容に則した講師が行うべき”（例：経営に
関する講義は経営者が講義すべき）という考えのもと、研修内容によって適切な講師を選定するようにしている。（例：優良
認定制度に関する講義を協会事務局で行った場合、「実務も行ったことのない人間が偉そうに」と受講者から少しでも思わ
れてしまえば、以後その受講者にとっては効果的な研修とはならない。この点、実際に優良認定を取得している処理業者の
方に講師をお願いし、取り組んだ際に苦労した点等の説明を交えて説明してもらうことで、「同業者の方から同じ目線での話
を聞くことができて良かった」という評価をもらうことが可能となる。）

1

《横浜地区セミナー》
横浜地区では産業廃棄物処理業の中で保管中継業に係る違反事例や保管場所からの火災事例が年末にか
けて多く発生していることから、横浜市の行政機関（産業廃棄物許認可担当、消防局予防担当）から各担当者
を招き講演をお願いした。

1

「申請書作成事務研修会」は比較的参加希望者が多い。そのほか、法律改正時の改正項目要点等の説明な
ど、許可申請時に必要な内容の研修には参加希望者が多いように感ずる。今の振興センターの研修体制に問
題があるとは思うのだが、廃棄物処理の講習制度を設けるのなら事業者じゃなく処理実務者に対する資格制度
（土木の施工管理士制度のような）を設けて、有資格者じゃないと処理実務ができないようにしなければならな
い時代にはいってきたのではないかと感じています。

1
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回答数

実務担当者
産業廃棄物処理業務にかかわる実務担当者及び管理者(委託契約・管理票・帳簿等の業務) 12

営業担当等 9
実務担当者（受付営業などを含む）への営業や法令・委託契約マニフェストに関わる実務 1
営業実務担当者 1
営業や法令担当者・委託契約マニフェストに関わる実務担当者 1
収集運搬業務の販路の開拓（収集先の開拓） 1
営業や法令担当・委託契約マニフェストに関わる実務担当・会社の運営に関わる職種等 1
排出事業者の窓口となる部門（営業部門等） 1
営業や法令担当・委託契約マニフェストに関わる実務担当 1
排出事業者と直接応対する方（法令遵守の指導者としての側面から） 1
直接排出事業者と接触する営業担当 1

24
収集運搬担当 12
処分業の担当者 6
処分業の管理担当者 6

排出事業者
排出事業者における廃棄物関連業務担当者 9

経営者・管理者等その他
経営者に対する全般 1
産業廃棄物の管理監督指導を行う方（特に法令改正時） 1
新入社員や中途採用・配置転換された方（廃棄物処理法の知識が乏しい中で業務に従事してい
る）

2

将来事業拡大を考えている処理業者 1
優良事業者認定を考えている処理業者 1
事業や職場改善を考えている処理業者 1
医療廃棄物を直接取扱う担当者 1
間接的に直接運搬するビルメンテナンス業者 1

その他意見
適正処理に係る実務研修（処理施設の運転マニュアル） 1

管理者に対する法改正等の新たな情報提供・優良認定・電子マニフェスト等の先進的な取組の推
進等

1

廃棄物の分別（一廃と産廃安定物と管理物等の分別一定量以上の排出事業者及びその下請け
業者を対象）

1

処理施設内作業全般・営業（定着率が低い若手の従業員を対象自信を与えるような内容資格付
与技能格付も考慮）

1

業務に関係なく単発的な研修ではなく・カリキュラムを組んで社内にプロパーを作るべきである 1
業務と言うよりは・個々の企業によって大変な温度差がある。
個人経営弱小企業等・日々の業務に追われ人材育成(資質の向上等)に・着手するのが難しい方
に・いかに参加してもらうかが大事なのでは？

1

廃棄物処理法以外の関係法令に関する基本事項の理解 1
全業種現業作業従事者等に対する労働安全管理事故時の初動対応 1
大規模災害等を踏まえた事業継続計画の策定 1
各業種業態の管理者・各実務担当者等・各セクションごとに研修を開催して欲しい。 1
「アスベスト」「水銀」など・特殊な取扱が必要とされる産業廃棄物の処理技術に関する研修会 1
産業廃棄物処理業やリサイクル業の経営に関する研修会 1
収集運搬業務・法令解釈・事務手続き 1
事業者じゃなく処理実務者に対する資格制度（土木の施工管理士制度のような）を設けて・有資
格者じゃないと処理実務ができないようにしなければならない時代にはいってきたのではないかと感
じています。

1

経営者層は日廃振センターの講習会を定期的に受講することが求められるため・法改正等が行わ
れた場合でもその情報に触れる機会をある意味強制的に与えられているが・産業廃棄物処理業
に従事している管理者（許可申請を行わない）や実務を担当している一般従業員等は自身や会社
がそれらの学習機会を自発的に求めない限り情報に触れる機会がない。少数精鋭で事業を行っ
ているような企業であれば尚更である。この点・管理者や実務を担当している一般従業員等が強
制的に学習しなければならないような機会の創出・ならびに・その後の定期的なフォローアップの機
会が必要であると思われる。

1

処理業者
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回答数

対象者

新入社員向け研修 17

中途採用の方の研修 12

配置転換された方の研修 9

廃棄物処理実務を担当している管理者 9

廃棄物処理実務を担当している職員 8

代表者・役員 5

排出事業者 4

営業担当者 3

収集運搬担当者 2

廃棄物処理法の改正内容とそれに対する処理業者の対応について 1

処理業務に従事する者の階層毎の研修（○年目研修等） 1
研修を行うタイミング

廃掃法・マニュアル指針などの改正・改訂が行われたとき 15
廃掃法について年1回等、定期的に 2

研修の内容
廃掃法及び関連する法令に関する研修 4
基礎的研修 2
処理技術に関する事例紹介 1
コミュニケーション能力、マナー礼儀 1
処理施設内の重機等の操作（若年層の習熟度を向上させる） 1
安全衛生分野 1
業法違反でよく発生する事例 1
異業種や他市場の動向を視野に入れた事業戦略、新しいビジネスモデルの構築等のた
めの情報収集交換

1

事業拡大、優良事業者認定を考えている処理業者の経営手法の研修 1
行政への許可申請提出書類の作成方法（一般的な内容で可） 1
「PCB廃棄物」や「放射性廃棄物」「アスベスト廃棄物」など、今後大量の排出が予想され
る廃棄物の現状について

1

その他意見
実務担当者に対する資格制度の創設 1
レベルアップも必要であるが基本的なことを丁寧に説明理解されることが一番大切. 1
未だに、日廃振の講習会の修了証で業をされているらしい方、今まで廃棄物排出時にマ
ニフェストを発行したことが無いと言われる方等々、基本の問合せを受けることがある。ま
ずは、そういう方たちを、いかに基本のレベルまで持って行くかが、必要なのでは？そうし
ないと、(細かくレベルごとの研修を開ければいいですが)、せっかく、研修会を開いても、
簡単すぎる(受ける必要が無かった)と言われる方と、難し過ぎると言われる方、双方に不
満が残り、継続しない。

1

業務に関係なく単発的な研修ではなく、カリキュラムを組んで社内にプロパーを作るべき 1
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平成 27 年度産業廃棄物処理業における人材育成方策調査検討業務 

2.1（2）産業廃棄物処理業者等における人材育成に係る取組調査 

平成 27 年 9 月   日 

会社名 

ご記入者 役職：  氏名： 

■ヒアリング項目

1. 産業廃棄物処理業雇用高度化懇談会（平成 14 年度）での以下ヒアリング項目

※以下項目が記載された内容の別紙・貴社パンフレット等のご提供でも結構です。そ

の場合、以下の該当項目への記入は不要です。

1.1. 企業概要 

・ 企業規模（従業員数、売上高、資本金など）

従業員数 

売上高 

資本金 

・ 事業内容について（取得許可種別、事業内容ごとの売上比率、粗利率など）

・ 主要受注先、受注構造について

1.2. 組織体制、役割分担と現状の人材に対する評価 

・ 組織体制（組織図）

・ 各部門の職種構成、役割分担

・ 従業員構成（年齢別、男女比など）

1.3. 人事、処遇に関する基本的な考え方と制度の概要 

・ 人事・処遇に対する経営者の方針、気をつけていること

・ 求める人材像（知識、資格、技術、経験、資質など）

・ 自社の従業員の知識、技術などに対する評価
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・ 人事・労務管理制度の内容と運用状況

1.4. 人材育成、教育訓練についての考え方と現状 

・ 現在の人材育成・教育訓練の内容と方法（取り組みを始めた動機、対象層、対象職

種、実施内容・方法）

・ 人材育成・教育訓練を行う上での問題点、制約要因

・ 取り組んでみたい人材育成・教育訓練

1.5. 従業員の雇用状況 

・ 平均勤続年数、従業員の定着状況

・ 近年の採用状況について（採用人数、採用ルートなど）

・ 従業員の確保についての問題点、課題

1.6. 経営戦略の方向と経営課題 

・ 経営環境変化についての認識

1.7. 今後の経営に対する考え方（戦略の基本方向） 
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2. その他の人材育成にかかる既存の報告書の確認と意見

2.1. 産業廃棄物処理業の業法を含めた振興策の検討に関するタスクフォース（第一段

階 

・ 別紙 1（必要と考えられる資格制度）

・ 別紙 2（考えられる対象者毎の研修）

・ その他、報告書全体について

（ご意見がありましたら、ご記入ください） 

3. 教育について（1.4 の設問と関連して）

・ 教育を要望する・資格制度を望む 職務/業務 及び 求められる資質・能力 へ

の意見

・ 既存の資格制度で参考となる他団体の例（あれば）

（ご意見がありましたら、ご記入ください） 

4. その他人材育成にかかる事項

（ご意見がありましたら、ご記入ください） 

以上 

<6-3>



№1(中間処理業A社) №2(中間処理業B社) №3(中間処理業C社) №4(中間処理業D社)

設問項目
1.1企業概要

1従業員数 842名 26名(常駐) 43名 86名、パート4名

2売上高 806億9,530万円 8億6,000万円 9億8,000万円 17億1,000万円

3資本金 44億8,082万円 4,900万円 1,000万円 5,000万円

4事業内容 売上比率は、貴金属リサイクル業89％、産業
廃棄物処理業11％

処分(焼却)･収運 約85%、売電約15%、
粗利約30%

売上比率は、産業廃棄物処理業97% 売上比率は、産廃（特管）中間処理業が全体
約60%、産廃（特管）収集運搬が全体約
30%、その他が全体約10%

1.2組織体制、役割分担と現状の人材に対する評価
3従業員構成 男性88%、女性12% 平均年齢41歳 (女性1名)

60代3名、50代2名、40代12名、30代5
名、20代4名

男性33名、女性10名
20代5名、30代14名、40代9名、50代3
名、60代2名

男性70名、女性19名
(詳細別紙)

1.3人事、処遇に関する基本的な考え方と制度の概要
1人事・処遇
に対する経
営者の方
針、気をつ
けているこ
と

原則、成果主義とし、公平・公正な人事・処
遇としている

公平性の確保(偏見のない人事考課) 日常的な
対話

方針としては明確にしていないが、真面目で
一生懸命働く人を伸ばしていきたいと考えて
いる

①数値成果の徹底:目標数値（営業、現場処理
量）の達成状況を第一に把握
②安全、整理整頓、メンテナンスの状況確認:
数値では表しにくい安全面、整理、整頓状
況、設備の稼働状況の把握
③①、②を総合的に判断し、社員との面談を
実施し、社員が何を思い、行動しようとして
いるかの把握に努める

2求める人材
像(知識、資
格、技術、
経験、資質
など)

以下のグループ理念を実践できる人
“この手で守る自然と資源”
[わたしたちの信条]
わたしたちは、独自の技術と知恵で、次世代
からの預かり物である地球の資源を守り、環
境を保全します
[わたしたちが企業として大事にすること]
信頼と絆
安全最優先、社名より人命
革新と挑戦、なき者は去れ
利益なくして成長なし
[わたしたちが社員として守ること]
明るく礼儀正しく振る舞います
考えながら迅速に働きます
悪い情報や不都合なことこそ直ちに報告しま
す

運転業務:やる気と協調性
管理業務:知識(技術、法令等)、経験(実務)と
リーダーシップ性

専門職:経験(実務)と資格
※
 (※現状では電気主

任技術者)

知識、資格、技術、経験は特に必要としてい
ないが、健康でコツコツと仕事をする人材を
採用している

廃棄物処理業に関する知識はもちろんだが、
この分野にとらわれることなく幅広く様々な
分野への挑戦意欲があり、海外展開に積極的
にチャレンジしようとする人材を求める。英
語力はもちろんの事、国際感覚を持った人
材。技術･経験･学歴･性別には全くこだわら
ず、根気とやる気と人間性重視は必須

[グループの十則]
第一則わたしたちは、関係するすべての法令
や規範に反する行為をしません。
第二則わたしたちは、社会通念や自らの良心
に反する判断や行動をしません。
第三則わたしたちは、年齢･性別･国籍や職位
にもとづく差別を行いません。
第四則わたしたちは、会社や仕事に関連する
場で許可なく政治活動や宗教活動を行いませ
ん。
第五則わたしたちは、すべてのお客様に対し
不誠実で不適切な応対やサービスを行いませ
ん。
第六則わたしたちは、すべての取引において
公平な競争や最適なお取引先の選定を妨げる
行為をしません。
第七則わたしたちは、業務上で知り得た社員
やお取引先の情報、外部に公表されていない
技術・財務・人事等の情報を洩らしません。
また内部機密情報にもとづいた株式等の金融
商品の売買を行いません。
第八則わたしたちは、個人的利益に繋がる食
事、接待や贈答を行わないし、受けることも
ありません。
第九則わたしたちは、仕事でのすべての行為
は全体最適のためと理解し、所属する集団や
個人への利益を優先した行動や言動をしませ
ん。

3自社の従業
員の知識、
技術などに
対する評価

それぞれの部門においてOJT、Off-JTを適
宜組み合わせて必要な水準を確保している

ほとんどが入社後、積極的に資格取得に努力
しており高く評価している

現状では十分であると考えるが、今後も順番
に社内教育等で向上していく考え

各部門の部長クラス、主任クラスはもちろん
の事、一般社員も技術管理者講習や各都道府
県の許可講習会への積極的な受講を実施。
フォローとして、年に数回、常務・企画部が
中心となり全社員対象とした勉強会を実施

4人事・労務
管理制度の
内容と運用
状況

ダイバーシティ推進が人事労務の重要課題と
なっているが、化学薬品の使用や顧客窓口側
の無理解などから、女性労働者の活用が停滞
している

人事考課(経験･実績)、面談、人柄(年齢)を考
慮した配置、職制の検討
経営層(数名)による協議、決定

総務部にてすべての内容及び運用をしている
判らないところや問題点が発生した際には社
労士に確認し対応する

コンプライアンスとしては社労士のアドバイ
スに従い実施

<7-1>

kamata-m
テキストボックス
資料⑦　産業廃棄物処理業者ヒアリング結果概要



№1(中間処理業A社) №2(中間処理業B社) №3(中間処理業C社) №4(中間処理業D社)

1.4人材育成、教育訓練についての考え方と現状
1現在の人材
育成・教育
訓練の内容
と方法(取り
組みを始め
た動機、対
象層、対象
職種、実施
内容・方法)

(HPの社内研修制度を参照)
http://www.asahiholdings.com/recruit/s
ystem/index.html

資格取得支援(受験費用等の負担、取得一時金
の交付)、外部講習の積極的な参加(産廃関連、
安全講習等)、メーカー(タクマ)技術提案･人材
派遣(所長クラス)、定期情報交換会(設備トラ
ブル、運用改善等の目的･仕組み(根拠)を日常
的に説明)、新人教育、ISO研修 他

すべての教育の初めのきっかけはISO1400
の認証取得からである
教育の種類は
雇入教育(全新入社員)
安全大会(全社員)
防災訓練(全社員)
大型免許、重機資格などの資格教育(対象者)
安全教育(各部で不定期に年3～6回程度、実
際に社内で起きた事故に対して対応策等の教
育、他社で起きた事例を基に対応の教育等)

新入社員、中途社員問わず、入社後すぐに挨
拶研修を徹底させる。
その後、各部門に分かれ責任者のもとOJTを
実施

2人材育成・
教育訓練を
行う上での
問題点、制
約要因

職務拡充(実践的な業務遂行能力の向上)に結び
つく共通教育の設計・編集が困難であること

資格取得の壁(一定レベルからの底上げ)、知
識･取組状況の格差(落ちこぼれ対策)、プラン
ト操業と教育の両立(教育時間の確保)

時間の制約が多いこと、まとめて行うことが
多いので各社員の理解度がバラバラであり、
どうしても差がでてくる

社内からの指導員養成
現在一名、社員が講師役となり挨拶研修の実
施をしているが、一名しか講師役がいないた
め早期に講師を自社ないから養成する必要性
がある

3取り組んで
みたい人材
育成・教育
訓練

現場の業務遂行に使用されている暗黙知の明
識知への転換、それによるOJTのOff-JT化

社内教育出前講座(市原市助成事業)、社内教育
(講師輪番制)

今後はマナー教育、安全教育に更に力を入れ
ていく予定

① 語学研修:今後ますます必要となる海外展開
促進に向けて
② 営業研修:現場作業員から営業部への配置転
換に向けて、現場からの営業マン育成に向け
たプログラム

1.5従業員の雇用状況
1平均勤続年
数、従業員
の定着状況

10年以上であるが、数字は公表していない 6.7年(直近離職者3名) (操業8年) 7年程度。見習期間(3か月)の定着率は10%を
きるが、それを越すと10年くらいは勤続出来
る様になる

7.1年 9割定着

2近年の採用
状況につい
て(採用人
数、採用
ルートなど)

大卒定期採用を毎年10名前後、他は部門ニー
ズにあわせた中途採用

2名(欠員による補充)、社員等の紹介 ５名(求人雑誌等にて募集)、転職フェアなどに
も参加

大卒１～2人/年、高卒１～2人/年、中途採用
（ハローワーク）5人前後/年

3従業員の確
保について
の問題点、
課題

最近は経理分野での中途採用が困難を来して
いる

応募がほとんど無い(産廃業者のイメージ･立
地条件･知名度)

特にブルーカラーの人間は採用が厳しい状
況。どうしてもやり手がいないので資質が低
下していく。ドライバーも確保の為、運転未
経験者を一から育てるため、事故率が上がっ
ているのも現状

今後の人口減少に向けて、やはり海外からの
研修生獲得は必須になるのではないか？外国
人技能研修制度が廃棄物処理業界で利用でき
ないのが課題と思う

1.6.経営戦略の方向と経営課題
1経営環境変
化について
の認識

環境保全事業としては、総じて国内の鉱工業
生産は活発とは言えず、産業廃棄物の排出量
は減少傾向にあると認識している

リサイクルの関心、技術の向上(リサイクルの
あり方、 量から質へ転換)、災害廃棄物の発生
と対応(迅速適切な処理、復興支援)

今までは廃棄物は無くならない、企業へ行け
ば必ずあるという受け身の状態から、今後は
他社との差別化を図って信頼を構築して仕事
を獲得していく時代になったかと考える。具
体的には、営業手法は如何に顧客のニーズに
あった処理の提案が出来るかの提案営業、処
理フローの差別化、接客態度など従業員の資
質を向上していく必要がある

廃棄物量の絶対的な減少、社員確保が課題。
未だに廃棄物処理業界のマイナスイメージの
実態。悪貨良貨ではなく、優良企業が速く成
長できる環境が必要ではないか

2今後の経営
に対する考
え方(戦略の
基本方向)

①新事業分野の開拓
②既存事業の収益力強化
③グローバル経営の推進

無事故･無災害の連続操業、既存設備の安定課
業･合理化(リサイクルの推進)、地域との共生
(信頼性の向上、非常時のエネルギー拠点)、社
会的貢献(地球温暖化の対策、災害廃棄物の処
理)、企業･業界の成長(人材育成の充実)

先ずは優秀な人材の確保を最優先に行い、教
育、コミュニケーションをフルに活用しなが
ら社員が辞めない会社づくりを目指すことに
より人材の確保、資質の底上げを図っていき
たい

廃棄物処理業は本業として必要ではあるが、
今後はこの事業に関わる枝の事業展開の拡大
をしていく必要がある。当社においては、解
体事業、環境ソリューション事業の拡大は必
須と感じる。また、CSR活動も積極的に推進
していく。地域に今以上に必要とされる企業
を目指していく。海外展開に向けて積極的に
チャレンジできる環境をつくる

2その他の人材育成にかかる既存の報告書の確認と意見
産業廃棄物
処理業の業
法を含めた
振興策の検
討に関する
タスク
フォース(第
一段階)への
意見

自動車産業のような同じ事業分野における車
体組立という同じ職務領域であっても、企業
毎にそこで習熟するための知識やスキルやス
テップが異なる。ひとことで産廃業といって
も(たとえば自動車産業と比べて)事業分野が細
分化されていて多岐にわたり、かつ知識やス
キルの企業固有性が著しく高いと思われるた
め、資格や研修をどの領域で設定するかが重
要

-

そんなに難しくない試験にて取得できる資格
で、例えば危険物取扱責任者のようなもので
甲乙丙と分類して難易度を変えるような制度
を活用し、廃棄物取扱責任者というような資
格を作成するのが望ましい -

3教育について(1.4の設問と関連して)
教育を要望
する・資格
制度を望む
職務/業務 及
び 求められ
る資質・能
力 への意見
 既存の資格
制度で参考
となる他団
体の例(あれ
ば)

工場における廃棄物の安全な取り扱い
廃棄物の種類毎の適切な積載と運搬

管理者(経営者)の求められる資質･能力、安心
安全の確保、各種法令等の理解と管理、循環
型社会の形成、適正処理の推進、地域との共
生、社会ニーズ(市場の動向)の理解

- -

4その他
その他の人
材育成にか
かる事項へ
の意見

- - - -

注記) ”-”はアンケートの記入無し
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№5(中間処理業E社) №6(最終処分業F社) №7(収運･中間処理業G社) №8(中間処理業H社)

設問項目
1.1企業概要

1従業員数 342名 91名（処分場約9名） 388名 43名

2売上高 89億2,700万円 約38億3,000万円
(処分場約9億８,000万円)

70億7,500万円 16億534万円

3資本金 2億4,000万円 1,000万円 5,000万円 １億円

4事業内容 売上比率は、産廃収集運搬･中間処理83%、
環境関連設備販売事業17%

売上比率は、最終処分 約25.6%　焼却 約
68.4%　堆肥 約2.4%　一廃 約3.6%、
粗利約　全体約55%　(処分場約60%)

売上比率は、 産業廃棄物収集運搬業30%(保
有車両190台)、 産業廃棄物処理業70%(中
間処分2施設)
当期利益4%

産業廃棄物中間処理業(リサイクル品の製造)
※処理業専業

1.2組織体制、役割分担と現状の人材に対する評価
3従業員構成 男性308人、女性34名

18歳～2名、20代41名、30代101名、40
代98名、50代75名、60代25名

男性8名、女性1名
(平均年齢50歳)
(60代2名、50代 4名、40代2名、20代1
名)

男性363名、女25名
(平均年齢41歳)
10代1名、20代44名、30代140名、40代
139名、50代45名、60代19名)

男性36名、女性7名
(平均年齢42歳)

1.3人事、処遇に関する基本的な考え方と制度の概要
1人事・処遇
に対する経
営者の方
針、気をつ
けているこ
と

企業価値の向上を全体方針として、従業員一
人ひとりの能力（価値）向上に取り組む。ま
た従業員が安心して働けるよう、職場環境の
改善や、処遇の安定化を継続的に図っていく

公平性の確保(偏見のない人事考課) 日常的な
対話

【 基本的な考え方】
①｢人を育成しないことは犯罪行為である｣と
いう考えのもと、人は財産であるという考え
にたち、教育や指導を行い、さらに資格取得
や研修受講制度等によるスキルの向上を図る
②｢素直な心で!前向きに!よく考えて｣
③スローガン
『すなおな心で　みんなに学ぼう!』
『会社は人間形成の道場である!』
『人を育て、人を創り、人で勝負できる企業
風土を築こう!』
【各社員の能力を引き出す】
①一人一人の個性や長所を活かしながら、強
みを引き出す
②組織上の役割を果たす
【成果を『見える化』した上で、公平公正に
評価を行うこと】

【人事制度のコンセプト】
能力・適性・頑張りが反映される人事制度
.わかりやすく、納得性の高い評価制度
安心・安定の基礎となる月給制度
会社・個人業績を反映するメリハリのある賞
与制度
成長を支援する教育・研修制度

2求める人材
像(知識、資
格、技術、
経験、資質
など)

企業人として正しい倫理観を持ち、自律的・
継続的に自己研鑚に取り組む人財。廃棄物処
理業に携わる者であれば、最低限、廃棄物を
取り扱うのに必要な資格(危険物取扱者、特定
化学物質等作業主任者等)を身に付けること

化学、法令等の知識
やる気と協調性、積極性、責任性、リーダー
シップ性
有資格者(車両系建設機械、土木施工管理士、
測量士、大型自動車運転免許等)

スローガン『素直な心・謙虚な姿勢・感謝の
気持ち』(詳細別紙)

Ⅰ～Ⅷ等級に区分し、各等級に等級定義（能
力段階イメージ）を定め運用している。

3自社の従業
員の知識、
技術などに
対する評価

現業の維持管理には十分であるが、海外等、
従来の枠外での事業展開に対する対応は課題
である

実務における評価、積極的な資格取得及び講
習等への参加

人事評価制度による成果の確認、廃掃法に関
する社内検定試験の導入によるレベル格付け

-

4人事・労務
管理制度の
内容と運用
状況

職能資格制度と役割等級制度の組み合わせ 人事考課(経験･実績)、面談、人柄(年齢)を考
慮した配置、職制の検討、経営層(数名)による
協議、決定

3年前より本格的な人事制度・等級制度を導
入
1、2年は面談内容が乏しく課題となっていた
が、少しずつではあるが良い方向に向かって
いる

等級ごとの定義(能力段階イメージ)を作成し運
用。｢実績評価｣(成果評価＋態度評価)と｢能力
評価｣で評価
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№5(中間処理業E社) №6(最終処分業F社) №7(収運･中間処理業G社) №8(中間処理業H社)

1.4人材育成、教育訓練についての考え方と現状
1現在の人材
育成・教育
訓練の内容
と方法(取り
組みを始め
た動機、対
象層、対象
職種、実施
内容・方法)

①役割認識教育(各階層別に実施)
②資格取得援助制度(自律的に資格取得を促す
目的)
③語学教育援助制度(グローバル人財の育成)
④技術系職員フォローアップ研修(化学工学の
基礎知識習得)

資格取得支援(受験費用等の負担、取得一時金
の交付)、外部講習の積極的な参加(産廃関連、
安全講習等)、外部より講師を招いての教育実
習(コマツ、CAT等)、定期情報交換会(担当営
業との打合せ等)、社内教育(新人教育、ISO研
修等)

動機は教育訓練内容がバラバラだったため
に、社内で不公平感が生じたため、内容を統
一化し基本的なスキルアップの手順を作成し
た
(詳細別紙)

現在、与えられたテーマについてのディス
カッションを中心に行う集合研修(全８回)1
コースのみ継続的に行っているが、それ以外
については、適宜、外部機関の座学研修を受
講させている

2人材育成・
教育訓練を
行う上での
問題点、制
約要因

知識教育と実地教育（OJT）のバランス。知
識教育の効果の測定が難しい。

知識、取組み状況の格差(落ちこぼれ対策、一
定レベルからの底上げ)
操業と教育の両立(教育時間の確保)

･外部での研修受講を推奨しているが、受講す
ることが目的となってしまっていることが見
受けられた
･研修で学んだことを日常業務で活かすことが
できて目的が達成されたと言えるので、考え
方を改善することが課題

職種、階層等を勘案し研修対象者を絞り込ん
だ場合、個々の研修の対象人員が少数となる
ため外部機関の就業研修に頼らざるを得ない

3取り組んで
みたい人材
育成・教育
訓練

異業種交流、大学等･研究機関との交流 社員教育出前講座(市原市助勢事業)、社内教育
(講師輪番制)

マネジメント訓練(会社規模が拡大したため、
人事管理等の知識が必要)、廃掃法の運用(曖昧
な解釈しかできないものを理論付けて運用す
る能力の向上が必要とされるため)

-

1.5従業員の雇用状況
1平均勤続年
数、従業員
の定着状況

10.8年。定着状況(入社3年後の新卒90%、
入社3年後の中途65%)

約10.5年 8年 10.9年。他部署と比較すると営業職の離職率
が若干高いものの、全体的に離職率は低い

2近年の採用
状況につい
て(採用人
数、採用
ルートなど)

①新卒
採用人数3～7名(平均5名程度)、採用ルート
…就活サイト(大･院卒)、学校推薦(高卒)
②中途
採用人数3～7名(平均5名程度)、採用ルート
…就活サイト、ハローワーク、求人折込

1名(知人、社員等の紹介) 営業職･技術職･事務職:新卒･中途採用、 ドラ
イバーや工場作業員:中途採用のみ
採用ルートは、ネット求人、新聞折り込み、
ハローワークetc.
平均年齢が若く、40代後半から50代が少な
いため、ゼネコン等で定年を迎えた団塊世代
を登用

数年内の採用実績なし

3従業員の確
保について
の問題点、
課題

少子化、および新就職協定により、大手企業
との獲得競争が激化している

応募がほとんど無い(産廃業者のイメージ･立
地条件･知名度)

景気が上向くに連れ、大企業や上場企業志向
が大きくなる
環境産業の魅力や中小企業の魅力を伝えてい
くことが益々求められる反面、欠格要件によ
る企業倒産リスクは求職者にとっては不安材
料
平成19年から始まった中型免許制度により、
国内におけるドライバー産業離れも徐々に深
刻化している
働く作業環境の改善や、機械化による3K職場
の改善をもっと進めていかなければならない
 建設産業の労務三役(とび土工・大工・鉄筋業
者)の労賃アップによる環境業界離れも少なか
らず出ている

中期的な幹部職員（役員候補）不足の感があ
るため、人材紹介等を活用し採用活動を行っ
たが期待する採用には至らなかった

1.6.経営戦略の方向と経営課題
1経営環境変
化について
の認識

資源循環型社会の形成が進むにつれ、M&A、
海外進出等による事業拡大、もしくは専門性
の追求など、同業他社の戦略が明確になりつ
つある。このことは、産業廃棄物処理を通し
たサービスのバリエーションが豊富になって
きていることと言える

リサイクルの関心、技術の向上(リサイクルの
あり方　量から質へ転換)、災害廃棄物の発生
と対応(迅速適切な処理　復興支援)

企業の発展段階における外部環境や社内環境
の課題、ならびに各段階における｢必要人材の
タイプ｣(詳細別紙)

廃棄物の排出量減少に加え、処理･処分或いは
リサイクルが非常に困難な廃棄物が増加の一
途をたどるなか、既存技術の向上と新技術の
開発に、より一層の注力が求められている

2今後の経営
に対する考
え方(戦略の
基本方向)

『企業価値の向上』を前提としたCSRの推
進、および人材育成、技術開発を進める。環
境保全技術により、社会に貢献する

新規処分場の設置計画、既存処分場の延命
化、排出会社･受入量の確保、地域との共生
(信頼性の向上等)、社会的貢献(災害廃棄物の
処理等)、企業･業界の成長(人材育成の充実)

『人で勝負できる会社を目指す』
【 事業の根幹】
① 順法体制の構築
② 適正処理の徹底
③ 再資源化の推進
④ CO2排出量の削減
⑤ 処理業を『見える化』するための情報公開
⑥ 付加価値のある提案
⑦ 安心を提供し信頼を得る
【上記、事業の根幹を推進するための考え
方】
① 基本的な土台:｢経営理念｣｢行動指針｣etc.
② 変えてはいけないものと、変えなければな
らないものの明確化
:変えなければならないものについては、｢目指
すべき方向性｣と｢現場･現物･現実｣を見据え
て、課題解決を図る
【人で勝負できる会社となるための考え方】
① 一人一人の長所を伸ばし、個性を活かし、
それぞれの力を結集する
② 組織上の役割を果たす

従来の環境保全･資源循環に加え、資源のエネ
ルギー利用或いはエネルギー産業そのものへ
の参画をも視野に入れた、より幅広い観点で
環境ビジネスを構築し、経営環境の悪化に歯
止めをかけつつ発展を目指す

2その他の人材育成にかかる既存の報告書の確認と意見
産業廃棄物
処理業の業
法を含めた
振興策の検
討に関する
タスク
フォース(第
一段階)への
意見

処理業界のレベルアップには、同時に排出企
業側の意識向上も欠かせない

- - -

3教育について(1.4の設問と関連して)
教育を要望
する・資格
制度を望む
職務/業務 及
び 求められ
る資質・能
力 への意見
 既存の資格
制度で参考
となる他団
体の例(あれ
ば)

営業系・管理系に対する業法等の教育は、ど
のようなカテゴリー(別紙１において)に含める
のか

安全安心の確保、各種法令等の理解と管理、
循環型社会の形成、適正処理の推進、地域と
の共生、社会ニーズ(市場の動向)の理解、維持
管理の推進及び理解

- -

4その他
その他の人
材育成にか
かる事項へ
の意見

技術・法令等に関する知識も重要であるが、
環境ビジネスに携わる『社会人』として、
CSRや経営系の教育にウェイトを置くことも
社会的信用の向上につながると考える

- - -

注記) ”-”はアンケートの記入無し
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1 2 3
シビルコンサルティングマネージャー 登録基幹技能者 解体工事施工技士

講習名称 登録基幹技能者講習 解体工事施工技術講習
講習実施機関 基幹技能者制度推進協議会 公益社団法人全国解体工事業団体連合会

受講資格

・当該基幹技能者の職種において、10年以上の実務経験
・実務経験のうち３年以上の職長経験
・実施機関が定める資格等の保有（１級技能士、施工管理技士等）

なし

カリキュラム

１日目
①建設業法・建設ﾘｻｲｸﾙ法・改正ﾘｻｲｸﾙ法等
②労働安全衛生法・規則等･労働災害統計・事例、KYT
③石綿障害予防規則・大気汚染防止法・フロン回収破壊法
④廃棄物処理法・廃棄物の基礎知識・建設廃棄物処理指針・有害物
処理等
⑤副産物調査結果・不法投棄状況・再資源化
⑥1日目のまとめ
２日目
⑦土木建築の基礎知識
⑧解体工事の計画と管理(1)‹事前調査、積算･見積･契約、届出・許
可申請、施工計画、許可申請、施工管理›
⑨解体工法、解体用機器・騒音・振動規制法
⑩解体作業⑴仮設
⑪解体作業(2)（W・S・RC・SRC造解体作業の手順・留意点・施
工事例等）
⑫2日目のまとめ

機関
講義（合計10時間以上）
2～5日間

連続２日間

受講料 18,500～109,000円 34,560円（テキスト・消費税込み）

年間の開催数
1～9回 平成27年10月上旬～11月中旬に全国6～10会場程度（主要6大

都市＋他都市（毎年希望が出されてくる））で1回開催

申込者数

74～776名 H25実績：申込者708名（9会場合計）
H26実績：1,100名
H28実績：1,300名

受講者数 71～734名

試験制度の名称 シビルコンサルティングマネージャ資格試験（RCCM) 登録基幹技能者 解体工事施工技士試験
試験実施機関 一般社団法人建設コンサルタンツ協会 基幹技能者制度推進協議会 一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

受験資格

大学院修了：8年以上（博士課程、博士課程後期の在学期間は実務
経験年数とみなす）
大学卒業：10年以上
短大・5年制高等専門学校卒業：12年以上
高校卒業：14年以上
中学卒業：17年以上

登録基幹技能者講習の受講終了 ①原則として解体工事実務経験年数8年以上
②学歴・指定学科卒業によって必要実務経験を短縮
イ．大学卒業後、指定学科1年6月以上、指定外学科2年6月以上
ロ．短大、高専卒業後、指定学科2年6月以上、指定外学科3年6月
以上
ハ．高校卒業後、指定学科3年6月以上、指定外学科5年6月以上
ニ．上記以外、８年以上

試験の種類

筆記試験 講義後、1時間以上の試験（基本的には四捨択一であるが、種類に
より記述式の試験を行うものもある。）
試験合格により受講修了となる。

四者択一方式及び記述式

出題範囲

①受験する自己の専門技術分野の業務経験
②業務関連法制度、建設一般の知識、技術者倫理等
③業務遂行のための管理技術力
④土木関連の基礎的共通技術知識と受験する専門技術部門の専門技
術知識

①十分な経験を有し熟達した作業能力
②技術の進展等に的確に対応した技術に関連した知識
③現場をまとめ、体系だった効率的な作業を実施するための管理能
力

①土木・建築及び関係法令に関する基礎知識
②解体工法、解体用機器に関する専門知識
③分別解体及び再資源化に関する専門知識
④発注者等の作成した設計図書の解読
⑤解体工事に必要な設計図書の作成
⑥解体工事施工計画書の作成
⑦解体工事費の積算及び見積書の作成
⑧解体工事の施工管理
⑨発注した廃棄物の適正処理及び再資源化のための管理
⑩解体工事現場作業員に対する教育・指導・監督

基本情報

登録番号
資格名称

講習
基本情報

開催実績等

試験
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t-kagawa
タイプライターテキスト
他業界における人材育成・資格制度の状況

kamata-m
テキストボックス
資料⑧　



1 2 3
シビルコンサルティングマネージャー 登録基幹技能者 解体工事施工技士

登録番号
資格名称

試験科目

１．業務経験（専門分野の技術の記述）：2,400字以内
２．業務関連法制度等の一般知識：４肢択一20問
３．管理技術力の記述：1,600字以内
４．(1)土木関連工学等の基礎知識：４肢択一20問
(2)受験する各専門技術部門の専門技術知識：４肢択一20問から
10問選択
１（2時間）
２～４（３時間35分）

試験時間

試験（合計1時間以上）
四者択一式を基本とし、記述式を併用する場合は具体的な出題内容
実施団体により60～120分

四肢択一式（50問・90分）
記述式（5問・120分）

年間の実施数
毎年1回以上実施
例年11月に実施、全国8会場（平成26年度実績）

毎年1回（12月第1日曜日）、全国6～10都市にて実施

受験料
受験申込書1,000円/部
受験料15,000円

5,000～16,200円 18,360円（消費税込み）

申込者数 9,116名（平成26年度） 74～826名 2,762名（平成26年度）

受験者数 6,291名（平成26年度） 71～776名 2,520名（平成26年度）

合格者数
1,669名（26.5％）（平成26年度）
累計12,982名（平成20年度）

63～734名
46,696名（平成27年3月末現在の全技能者の累計）

1,154名（45.8％）（平成26年度）、累計18,721名（合格率平
均57.9%）

再受験の可否 可能

登録料

RCCM資格試験合格後4年以上経過した者、登録有効期間を経過し
た者は、登録の有効期間満了日の前1年以内に登録更新講習を受講
し、自主学習システムによる自主学習を終了し、所定のCPD単位
（直近4年間で100単位以上）を取得しなければならない。登録有
効期間の満了以前に登録更新を行わない場合には登録の効力は失効
する。

5年ごとの更新制 登録料：初回4,000円、再発行2,000円（送料込）
合格者は、本人の申請によって全解工連の「解体工事施工技士登録
者名簿（毎年発行）」に登録
登録の有効期間は5年間

更新手続き
更新時にRCCM登録更新講習を受講する必要がある。その他所定の
CPD単位数の取得が必要

①5年ごとに登録更新
②5年目の「解体工事施工技士更新講習」の受講は必須、その後は
任意。

更新料

登録更新手数料20,000円/1部門 5,000円～21,600円 受講料9,000円（H25実績、10会場、申込者810名、受講者
775名）
更新手数料4,000円
10年目登録更新手数料4,000円

合格者の登録等
URL（参考）

実施実績等

登録制度
制度の有無
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4 5 6
廃棄物処理施設技術管理士 物流経営士 物流技術管理士

講習名称 廃棄物処理施設技術管理者講習 物流経営士資格認定講座 物流技術管理士資格認定講座
講習実施機関 一般財団法人日本環境衛生センター 公益社団法人全日本トラック協会 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

受講資格

○基礎・管理過程
20歳以上（学歴・実務経験なし）
○管理過程
学歴、実務経験、所有資格等に応じた実務経験が必要

①都道府県トラック協会に加盟する会員企業に所属し、貨物自動車
運送事業及び貨物運送取扱事業又は物流部門に関連する業務に2年
程度の実務経験を有する方
②資格認定講座実施機関等が前号に準ずると認めた方

物流関連部門の中堅管理者、物流に関する基本的な用語の意味を理
解
している方（物流実務経験2年程度）、物流技術管理士補の資格を
持つ方

カリキュラム

管理課程
廃棄物処理法と関係法規：5時間
管理監督の理論と実際：3時間
廃棄物処理技術特論：3時間
施設の運営管理：6時間
施設整備の計画と実際：3時間
処理機能の維持と評価：2時間
合計22時間

一般講義（原則水曜の13:30～17:45）
　物流総論（9時間）
　経営外部環境（32時間）
　経営内部環境（34時間）
　情報処理技術（18時間）
　事例研究（24時間）
　自社将来計画策定（14時間）
　課題別討議と発表（6時間）
　特別講義（8時間）
宿泊研修（1泊2日×2回）
ビジネスデータ処理（3日間）
企業見学
ホームスタディ（10時間）

プレミーティング
経営とロジスティクス
物流コスト管理
物流拠点管理
輸配送管理
包装技術
物流現場改善
総合演習Ⅰ、Ⅱ
在庫管理とSCM
グローバルロジスティクス
グリーンロジスティクス
物流アウトソーシングと3PL
ロジスティクスの社会的役割

時間

基礎・管理課程
6日間（ごみ処理施設コース、し尿・汚泥再生処理施設コース、産
業廃棄物中間処理施設コース、産業廃棄物焼却施設コース、最終処
分場コース）
4日間（破砕・リサイクル施設コース、有機性廃棄物資源化（バイ
オマス利活用関連）施設コース）

管理過程
4日間 （破砕・リサイクル施設、有機性廃棄物資源化施設は受講日
数8日間）

宿泊研修を含む10ヶ月間（145時間＋ホームスタディ10時間）
原則として水曜日の13:30～17:45

18日間

受講料

基礎・管理課程
118,800円（ごみ処理施設コース、し尿・汚泥再生処理施設コー
ス、産業廃棄物中間処理施設コース、産業廃棄物焼却施設コース、
最終処分場コース）
101,520円（破砕・リサイクル施設コース、有機性廃棄物資源化
施設コース）

管理課程
64,800円

一般社団法人東京都トラック協会
　会員：35万円
　非会員：40万円

会員：486,000円（税込み）
非会員：594,000円（税込み）
有資格者（物流技術管理士補、国際物流管理士、グリーンロジス
ティクス管理士、物流現場改善士）は上記料金から5万円割引

年間の開催数

【基礎・管理課程】
ごみ処理施設コース：5会場
し尿・汚泥再生処理施設コース：3会場
産業廃棄物中間処理施設コース：4会場
産業廃棄物焼却施設コース：3会場
最終処分場コース：4会場
破砕・リサイクル施設コース：7会場
有機性廃棄物資源化（バイオマス利活用関連）施設コース：2会場
【管理過程】
ごみ処理施設コース：6会場
し尿・汚泥再生処理施設コース：3会場
産業廃棄物中間処理施設コース：7会場
産業廃棄物焼却施設コース：3会場
最終処分場コース：4会場
破砕・リサイクル施設コース：10会場
有機性廃棄物資源化（バイオマス利活用関連）施設コース：2会場

5回（平成27年度）

申込者数

受講者数
東京：399名（14期（平成26年8月修了）まで）
愛知：1,113名（22期（平成27年3月修了）まで）

登録番号
資格名称

講習
基本情報

開催実績等
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4 5 6
廃棄物処理施設技術管理士 物流経営士 物流技術管理士

登録番号
資格名称

試験制度の名称 廃棄物処理施設技術管理士 物流経営士 物流技術管理士

試験実施機関
一般財団法人日本環境衛生センター （一社）東京都トラック協会

（一社）愛知県トラック協会
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

受験資格

管理課程基本履修表の全講習科目を受講した方のみ、管理課程受講
後に能力認定試験の受験が可能

認定条件
○物流技術管理士資格認定講座全講義日数18日のうち、14日以上
出席すること。
○前期・後期２回の受講レポートを提出すること。
○客観試験・論文試験・面接試験の各得点が6割以上かつ総合得点
が60点以上であること。

試験の種類
管理課程修了後に能力認定試験を実施
基礎・管理課程：マークシート方式（40問）
管理課程：マークシート方式（20問）

客観試験（前・後期に筆記試験を2回実施）
論文試験
面接試験（1名15分程度）

出題範囲

①廃棄物処理法と関係法規（5時間）
②管理監督の理論と実際（3時間）
③廃棄物処理技術特論（3時間）
④施設の運営管理（6時間）
⑤施設整備の計画と実際（3時間）
⑥処理機能の維持と評価（2時間）

客観試験：講座内容の習熟度を測る
論文試験：自身の業務や企業における改善や改革
面接試験：論文内容

試験科目

客観試験：正誤問題、選択問題、穴埋め問題、計算問題等
論文試験：5,000～6,000字
面接試験：論文内容についての確認

試験時間 マークシート方式（70分）

年間の実施数
受験料
申込者数
受験者数
合格者数
再受験の可否

登録料
更新手続き
更新料
合格者の登録等
URL（参考）

基本情報

実施実績等

登録制度
制度の有無

試験
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1 2 3
登録電気工事基幹技能者 登録橋梁基幹技能者 登録造園基幹技能者

講習名称 登録電気工事基幹技能者認定講習会（H27年度） 登録橋梁基幹技能者認定講習（H27年度） 登録造園基幹技能者講習（H27年度）

講習実施機関

■主催 （一社） 日本電設工業協会
■後援 （一社） 建設業振興基金
■協賛 各都道府県電業協会等

（一社）日本橋梁建設協会 （一社）日本造園建設業協会
（一社）日本造園組合連合会

受講資格

次を全て満たす者
1.電気工事の直接施工業務に従事して、該当する建設業の種類ごと
に10年以上の実務経験があること。
2.労働安全衛生法第60条による建設業としての職長教育を修了
し、受講申し込み日までに3年以上の職長経験を有しているもの。
3.第一種電気工事士免状を取得していること。

橋梁架設工事等の業務について次の4要件を全て満たす者
1.橋梁架設工事の実務経験10年以上
2.次の教育・講習を終了していること。
ⅰ）鋼橋架設等作業主任者技能講習
ⅱ）足場の組立等の作業主任者技能講習
ⅲ）玉掛技能講習
3.職長として3年以上の実務経験を有していること。
ⅰ）職長教育修了証または職長・安全衛生責任者教育修了証、また
は職長教育修了証明書類が必要。
（上記の職長教育修了証取得後、認定試験受講時3年経過している
こと）
4.28歳以上であること。

以下のすべての条件を満たすこと
1.1級造園技能士の資格を保有すること
2.造園工事の実務経験年数10年以上
3.職長経験3年以上

カリキュラム・
時間

《1日目》
登録電気工事基幹技能者のあり方（60分）
・建設技能者の労働環境
・基幹技能者関係法令に関する ・電気工事基幹技能者の在り方
・登録基幹技能者制度と各団体の活動
電気工事における新材料、新工法及び法改正等（60分）
OJT教育（60分）
施工管理、事務管理、原価管理（150分）
工程管理（60分）
《2日目》
資材管理 （60分）
安全管理・労務管理（120分）
品質管理・環境管理（90分））
認定講習修了試験についての注意事項 （10分）
認定講習修了試験（60分）

「基幹技能一般知識に関する科目」
工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技
能に関する事項
・建設技術者の労働環境（30分）
・基幹技能者のあり方（60分）
・実務に役立つ話し方・OJT教育（60分）
・鋼橋の新しい現場施工に関する事項（60分）
「基幹技能関係法規に関する科目」
労働安全衛生法その他関係法令に関する事項（60分）
「建設工事の施工管理、工程管理、資材管理、その他の技術上の管
理に関する科目」
施工管理・事務管理に関する事項（240分）
資材管理に関する事項（60分）
原価管理に関する事項（60分）
品質管理に関する事項（240分）
安全管理に関する事項（360分）
工程管理に関する事項（330分）

《1日目》
基幹技能者のあり方・関連法規（建設業法）（90分）
造園のものづくりの特性（60分）
実務に役立つ話し方と関係者との調整方法（60分）
OJT教育（60分）
安全管理・関連法規（労働安全衛生法）（80分）
《2日目》
施工管理（50分）
工程管理（50分）
資材管理（50分）
原価管理（50分）
品質管理（50分）
試験 （60分）

期間 2日間 4日間 2日間
受講料 18,500円 35,000円 41,200円

年間の開催数 1回（全国15会場） 1回（全国2会場） 3回（全国3会場）
申込者数 776名（平成26年度実績）
受講者数 734名（平成26年度実績） 85名（平成26年度実績）

登録番号
資格名称

開催実績等

講習
基本情報
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t-kagawa
タイプライターテキスト
登録基幹技能者の状況

kamata-m
テキストボックス
資料⑨　



1 2 3
登録電気工事基幹技能者 登録橋梁基幹技能者 登録造園基幹技能者

登録番号
資格名称

試験制度の名称 登録電気工事基幹技能者 認定講習 登録橋梁基幹技能者認定講習 登録造園基幹技能者講習

試験実施機関
一般社団法人 日本電設工業協会 （一社）日本橋梁建設協会 （一社）日本造園建設業協会

（一社）日本造園組合連合会

受験資格

試験の種類
選択問題＋記述問題
正答率6割以上が合格

四者択一式　50問
正答率6割以上が合格

四者択一式の筆記試験

出題範囲
・職長として施工現場で行った采配の記述（小問題4問） 1問
・認定講習内容及びテキスト（読本）からの出題、択一式 14問

講義内容および使用したテキストの内容

試験科目

（平成26年度試験内容）
①登録電気工事基幹技能者の業務内容、役割分担の問題
②新工法・バスダクトの技術基準を理解する問題
③OJT 教育の長所、短所を把握する問題
④施工管理に関する問題
⑤原価管理に関する問題
⑥関連法規で建設業法に関する問題
⑦関連法規で電気工事士・電気工事業法に関する問題
⑧工程管理及び工程の基本となる問題
⑨資材管理に関する問題
⑩安全管理の施工サイクル活動の問題
⑪技能講習と特別教育を認識する問題
⑫労務管理の年少者使用制限の問題
⑬基幹技能者の実務を理解する問題
⑭環境管理で産業廃棄物の知識の問題
⑮受講申込時の「実務経験証明書」の「職長欄」に職長と記載した
工事においての「工程の重点管理・その効果」を記述する問題

（H27年度試験内容）
・安全管理 10問
・架設概論 20問
・鋼橋の新しい現場施工に関する問題 1問
・工程計画・作業手順 4問
・維持･補修 5問
・共通テキスト問題 10問

試験時間 60分 （90分） 60分

年間の実施数
受験料 ※試験のみの場合9,250円
申込者数 826名（平成26年度実績）
受験者数 776名（平成26年度実績） 85名（平成26年度実績）

合格者数
734名（平成26年度実績）
累計認定者数6,632名

85名（平成26年度実績）
累計認定者数549名（平成26年度時点）

再受験の可否

認定講習講義を免除
1.平成25年及び26年度に登録電気工事基幹技能者認定講習を受講
し、修了試験に不合格となった者。
2.登録電気工事基幹技能者講習修了証の有効期限を6ヶ月以上経過
し、1年未満の者。

講義免除許可書の交付
・認定講習を受講したが試験に不合格となった者
・講義免除許可書による受験は最大2回かつ、年1回開催の場合
は、翌々年まで。

登録料

更新手続き

講習修了証記載有効期限の1年前から有効期限満了日まで受付け。
1.更新申請書審査後、「登録電気工事基幹技能者 読本」と「更新レ
ポート」を送付する。
2.1の到着後1ヵ月以内に「更新レポート」を返信する。
3.｢更新レポート」の回答が、基準に達していることを確認の上、
有効期限を5年延長した新「講習修了証」を本人宛送付。基準点に
満たない場合、更新再試験とする。

更新申込書及び課題の提出。
講習修了証の更新は、資格取得後の法改正や新工法などの最新情報
をテキストで提供し、登録基幹技能者が備えうる能力を課題の提出
によって確認する。

更新料 5,150円 10,300円
合格者の登録等
URL（参考） Http://www.jeca.or.jp/jigyo/new_jigyo2.Html Http://www.jasbc.or.jp/ Http://jalc.or.jp/kikanginou/index.Html

基本情報

実施実績等

登録制度
制度の有無

試験
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4 5 6
登録コンクリート圧送基幹技能者 登録防水基幹技能者 登録トンネル基幹技能者

講習名称 登録コンクリート圧送基幹技能者登録講習（H27年度） 登録防水基幹技能者 講習（H27年度） 登録トンネル基幹技能者講習（H27年度）

講習実施機関 （一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会 （一社）全国防水工事業協会 （一社）日本トンネル専門工事業協会

受講資格

以下の全ての条件を満たすこと
1.コンクリート圧送施工の実務経験が10年以上であること。
2.職長教育修了後の実務経験が3年以上であること。
3.コンクリート圧送施工技能士1級の資格を有すること。

1.　防水施工の1級技能士資格を有すること。
2.　防水工事に関し10年以上の実務経験を有すること。
3.　実務経験年数のうち、3年以上の職長経験を有すること。

1.トンネル技能に関する実務経験を10年以上有する者で、そのう
ち職長経を3年以上有する者。
2.職長として最低限必要な知識を有することが確認される発破技士
免許等の資格を有する者。

カリキュラム・
時間

《1日目》
実務に役立つ話し方、部下の指導とOJT教育（90分）
事務管理（文章の書き方、提案のまとめ方、書類整理）（90分）
《2日目》
建設概論（建設業界の現状と課題）（60分）
基幹技能者のあり方（役割と責務）（60分）
品質管理（コンクリートに関する知識）（180分）
原価管理（60分）
安全管理・関係法令（作業上の注意事項、設備の点検、安衛法）
（60分）
自由討論・意見交換会（90分）
《第3日目》
施工管理（コンクリートの圧送計画）（180分）
資材管理 （資機材の管理、整備）（75分）
工程管理（作業の要点等－グループ研究）（185分）
講義全般の質疑等・自由演習（20分）
《4日目》
認定試験（択一式）（90分）
認定試験（記述式）（90分）

基幹技能一般知識に関する科目
工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うため必要な技能
に関する事項
・建築一般・コンクリートの知識（90分）
・最近の建築技術と防水工事（60分）
・基幹技能者のあり方（60分）
・実務に役立つ話し方、OJT教育（90分）
基幹技能関係法令に関する科目
労働安全衛生法その他関係法令に関する事項（60分）
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に
関する科目
施工管理に関する事項（60分）
工程管理に関する事項（60分）
資材管理に関する事項（60分）
原価管理に関する事項（60分）
品質管理に関する事項（60分）
安全管理に関する事項（60分）

《登録基幹技能者一般知識に関する科目》
・基幹技能者のあり方等（OJT 教育含む）（180分）
・トンネル各種施工法 （120分）
・施工要領・施工計画等（60分）
※建設業法等関係法令（各科目講義内容に含む） （120分）
《建設工事の施工管理、その他技術上の管理に関する科目》
施工管理、工程管理、資材管理、事務管理、原価管理、品質管理、
安全管理、環境管理 に関する事項（1080分）
《試験》（120分）

期間
4日間 2日間 4日間（講習 24 時間、試験 2 時間、開・閉講式 2 時間の合計

28 時間）

受講料 講習料23,000円、試験料5,000円、教材費5,000円 40,000円 15,000円

年間の開催数 1回 2回 3回
申込者数 104名
受講者数

登録番号
資格名称

講習
基本情報

開催実績等
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4 5 6
登録コンクリート圧送基幹技能者 登録防水基幹技能者 登録トンネル基幹技能者

登録番号
資格名称

試験制度の名称 登録コンクリート圧送基幹技能者登録講習 登録防水基幹技能者講習 登録トンネル基幹技能者講習
試験実施機関 （一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会 （一社）全国防水工事業協会 （一社）日本トンネル専門工事業協会
受験資格 すべての講義を受講すること。
試験の種類 択一式試験（40問）、記述式試験（2問） 四者択一式　25問 四者択一式（50問）100点満点中60点以上
出題範囲 講義の内容全てから計25問出題
試験科目

試験時間 択一式（90分）、記述式（90分） 60分 120分

年間の実施数

受験料

試験料：5,000円、教材費：5,000円
全圧連会員は、教材費2,000円、宿泊費1,000円、計3,000円の
補助あり。

※試験のみの場合
7,000円

申込者数 104名
受験者数

合格者数
76名
累計認定者数608名（H26年度時点）

173名

再受験の可否
平成25～26 年度の講義修了者が対象 講習を受講し、修了試験を不合格になった方は、翌々年度まで、か

つ2回まで講義受講の免除を受けることができる
育成委員会にて修了認定されなかった者は、翌々年度までかつ2回
まで再受験（講習受講免除）を認める。

登録料 20,000円（但し、講習修了認定者）

更新手続き

120分の講習と、60分の試験および補講を実施。 登録防水基幹技能者資格の有効期限は5年
有効期限の延長（5年）には、更新手続きが必要
〔更新手続きの流れ〕
1 更新申請書類の送付
2 更新申請書類の提出
3 教本及び試験問題送付
4 試験問題解答の提出
5 試験問題の採点
※基準点に達しない場合は再試験とする。
6 資格更新修了証の送付

5年毎の更新手続き時には、補うべき能力を再確認すると共に、技
術進歩や法令改正等に対応した新たな能力を付与する目的で、協会
が実施する更新講習を受講する必要がある。
1.　講習日程は、1日とする。
2.　講習時間は、講習 200分、試験40分の合計 240分とする。

更新料 8,000円 5,000円 5,000円
合格者の登録等
URL（参考） Http://www.zenatsuren.com/qualification/management_skill_cont.Html Http://www.jrca.or.jp/ginousHa/info2.Html Http://www.tonnel.jp/index.Html

基本情報

実施実績等

登録制度
制度の有無

試験
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7 8 9
登録建設塗装基幹技能者 登録左官基幹技能者 登録機械土工基幹技能者

講習名称 登録建設塗装基幹技能者講習（H27年度） 登録左官基幹技能者講習（H27年度） 登録機械土工基幹技能者登録講習（H27年度）
講習実施機関 （一社）日本塗装工業会 （一社）日本左官業組合連合会 （一社）日本機械土工協会

受講資格

次の要件を全て満たす者
1.実務経験を10年以上有する者
2.実務経験のうち、3年以上の職長経験を有する者
3.1級建築塗装技能士の資格を有する者

1から4を満たす者。
1.次のア～エのいずれかの資格を有する者
　ア.1級左官技能士
　イ.1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士（仕上げ）
　ウ.職業訓練指導員（左官職種）
　エ.優秀施工者国土交通大臣顕彰者（建設マスター）
2.左官工事の現場施工において10年以上の経験のある者
3.左官工事の現場施工において3年以上の職長経験のある者
4.職長・安全衛生責任者教育修了者

「とび・土工工事業」又は「土木工事業」について10年以上の実
務経験を有し、このうち、職長経験を3年以上有し、かつ、下記に
掲げる公的資格のうち1つを有すること。
1.優秀施工国土交通大臣顕彰者
2.建設機械施工技士、施工管理技士（土木、建築及び間工事並びに
造園）
3.職業訓練指導員（土木施工、建設機械運転及び整備）
4.建設機械整備技能士
5.以下の技能講習修了者
コンクリート破砕器作業主任者技能講習、地山の掘削又は土止め支
保工作業主任者技能講習、ずいどう等の掘削作業主任者技能講習、
ずいどう等の覆工作業主任者技能講習、砕石のための掘削作業主任
者技能講習、型枠支保工の組立作業主任者技能講習、足場組立等作
業主任者技能講習、ガス溶接技能講習、玉掛け技能講習、小型移動
式クレーン運転技能講習、フォークリフト運転技能講習、ショベル
ローダー等運転技能講習、車両系建設機械運転技能講習、不整地運
搬車運転技能講習、高所作業者運転技能講習

カリキュラム・
時間

1日目
《基幹技能一般に関する科目》
工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技
能に関する事項（90分）
《建設工事の安全管理、工程管理、品質管理に関する科目》
安全管理に関する事項（60分）
工程管理に関する事項（90分）
品質管理に関する事項（90分）
《基幹技能関係法令に関する項目》
労働安全衛生法その他関係法令に関する事項
2日目
《建設工事の原価管理、資材管理、施工管理に関する科目》
原価管理に関する事項（90分）
資材管理に関する事項（60分）
施工管理に関する事項（60分）
《塗料、塗装に関する科目》
工事現場で必要な塗料・塗装に関する事項（120分）
「認定試験に関する件及び認定試験」（120分）

「基幹技能一般知識に関する科目」
基幹技能者のあり方（60分）
OJT教育に関する事項（60分）
実務に役立つ話し方と関係者との調整方法（60分）
左官のものづくりの特性（60分）
「基幹技能者関係法令に関する科目」
関連法規に関する事項（建設業法・労働安全衛生法等）（60分）
「建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理
に関する科目」
施工管理・事務管理に関する事項（60分）
工程管理に関する事項 （60分）
資材管理に関する事項 （60分）
原価管理に関する事項 （60分）
品質管理に関する事項 （60分）
安全管理に関する事項 （60分）
合計 660分

1.基幹技能一般知識
基幹技能者のあり方、初級・中級技能者に対する指導・教育、機械
土工の作業手順、機械土工の基本
2.土工計画に関する科目
土工工事の流れ、事前調査、運土計画、機械計画、工程計画、安全
計画、工事費
3.施工管理に関する科目
施工管理の概要、運土計画、品質管理と工事検査、機械管理、工事
管理、原価管理、事務管理、安全管理
4.基幹技能関係法令
労働安全衛生法等、建設機械関係、重機輸送関係、地山掘削関係、
発破関係、環境保全関係
全科目の講義合計
（900分）

期間 2日間 2日間 3日間
受講料 会員:30,000円、非会員:50,000 31,500円 30,900円

年間の開催数 1回 4回（H27年度） 7回（H27年度）
申込者数 75名
受講者数 75名

登録番号
資格名称

講習
基本情報

開催実績等
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7 8 9
登録建設塗装基幹技能者 登録左官基幹技能者 登録機械土工基幹技能者

登録番号
資格名称

試験制度の名称 登録建設塗装基幹技能者講習 登録左官基幹技能者講習 登録機械土工基幹技能者登録講習試験
試験実施機関 （一社）日本塗装工業会 （一社）日本左官業組合連合会 （一社）日本機械土工協会
受験資格
試験の種類 四者択一式　50問 四者択一式（25題×4点）、合格判定基準:60点以上 四者択一方式
出題範囲
試験科目

試験時間 120分 60分

年間の実施数
受験料 ※試験のみの場合 10,500円
申込者数 75名
受験者数 75名
合格者数 63名 151名

再受験の可否

修了試験不合格者は、修了試験再受講手数料（10,500円）納付
し、翌々年度までかつ2回まで修了試験を再受験できる。
再受検により合格者となった場合には「登録左官基幹技能者修了
証」を交付する。
なお、再受験にて不合格となった者については、再度認定講習を受
講することになる。

登録料

更新手続き

更新手続きの流れ
1.資格更新申込書の送付
2.資格更新申込書の提出
3.書類審査
4.更新手数料の振込
5.教本・試験問題送付
6.解答用紙返送
7.試験問題の採点・合否
※基準点を満たない者は再試験
8.更新修了証の送付

講習修了証の有効期間は5年とし、別途更新講習等を行う。

更新料 5,250円
合格者の登録等
URL（参考） Http://www.nittoso.or.jp/page/index.pHp?news=1223893884 Http://www.nissaren.or.jp/category/lisence/skill Http://www.jemca.jp/seminar/kikan_gaiyou.pHp

基本情報

実施実績等

登録制度
制度の有無

試験
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10 11 12
登録海上起重基幹技能者 登録PC基幹技能者 登録鉄筋基幹技能者

講習名称 登録海上起重基幹技能者講習試験 登録ＰＣ基幹技能者講習 登録鉄筋基幹技能者講習認定講習
講習実施機関 （一社）日本海上起重技術協会 プレストレスト・コンクリート工事業協会 （公社）全国鉄筋工事業協会

受講資格

1.次の資格のいずれかを有している者であること
ⅰ）（一社）日本海上起重技術協会が認定する「海上起重作業管理
技士」資格者
ⅱ）建設マスター顕彰者（建設機械運転工（海上工事）又はしゅん
せつ工に限る）
2.次の実務経験を有している者であること
ⅰ）資格対象船団に示す作業船の乗組員として乗船し、土木工事又
はしゅんせつ工事において、それぞれ合わせて10年以上の海上工
事に従事した実務経験
ⅱ）上記1のうち、作業船団の職長（指揮・監督者）として土木工
事又はしゅんせつ工事において、それぞれ合わせて3年以上の経験
※資格対象船団
起重機船、グラブ浚渫船、杭打船、サンドコンパクション船、サン
ドドレーン船、深層混合処理船、ケーソン製作用作業台船、コンク
リートミキサー船、バックホウ浚渫船、揚土船

次の各号をすべて充たす者
1.プレストレストコンクリート工事に関し、建設業法に定められて
いる「とび・土工工事業」、「土木工事業」又は「鉄筋工事業」の
いずれかの建設業について、10年以上の実務経験及び3年以上の職
長経験を有する者
2.コンクリート橋架設等作業主任者又は1級若しくは2級の土木又
は建築施工管理技士資格を有する者

次の要件をすべて満たしているもの
1.技能検定による1級鉄筋（組立）技能士資格を保有する者
2.労働安全衛生法第60条（施行令第19条、「職長教育」＋「安全
衛生責任者教育」または「職長・安全衛生責任者教育」）講習修了
者
3.鉄筋に関して10年以上現場施工経験のある者
4.鉄筋工事の現場施工において3年以上の職長経験のある者

カリキュラム・
時間

《1日目》
「技能一般」
海上工事における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技
能に関する講義（150分）
「関係法令」
海上工事における関係法令に関する講義（90分）
「資材管理・原価管理・品質管理」
海上工事における資材管理、原価管理及び品質管理に関する講義
（180分）
《2日目》
「施工管理・工程管理」
 海上工事における施工管理及び工程管理に関する講義 （120分）
「安全管理」
海上工事における安全管理に関する講義（90分）

一般知識に関する科目
　建設技能者の労働環境（30分）、基幹的役割に必要な技能（30分）
　ＰＣ技術の最近の動向、基幹技能者のありかた（30分）
　基幹技能者の役割（30分）、OJT教育に関する事項（30分）
　実務に役立つ話し方（30分）
「基幹技能関係法令に関する科目」
　関連法規に関する事項（60分）
「建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関す
る科目」
　施工管理に関する事項（30分）、ＰＣ工法概論（60分）
　ＰＣ工事の施工計画（60分）、コンクリート工（180分）
　プレストレッシング工と施工管理（120分）
　ＰＣグラウト工と施工管理（120分）
　ＰＣ橋の一般架設工法と施工管理（90分）
　ＰＣ橋の特殊架設工法と施工管理（90分）
　ＰＣ橋付属物工・橋面工と施工管理（30分）
　工程管理に関する事項（30分）
　ＰＣ構造物工事の工程管理（60分）
　資材管理に関する事項（30分）
　ＰＣ工事の資機材管理（30分）
　原価管理に関する事項（30分）
　ＰＣ工事の原価管理（90分）
　品質管理に関する事項（30分）
　ＰＣ構造物の耐久性と施工（60分）
　安全管理に関する事項（30分）
　安全衛生管理（240分）
　ＰＣ工事の安全管理（90分）
　　　　　　　合計1740分

「基幹技能一般知識に関する科目」
 基幹技能者のあり方に関する事項（60分）
 当該役割を担うために必要な技能に関する事項（60分）
 実務に役立つ話し方・OJT教育に関する事項（60分）
 鉄筋工事に関する重要な情報について（30分）
「基幹技能関係法令に関する科目」
 関連法規に関する事項（60分）
「建設工事の施工管理、事務管理、工程管理、資材管理、原価管
理、品質管理、安全管理に関する科目」
 施工管理・事務管理に関する事項（180分）
 工程管理に関する事項（60分）
 資材管理に関する事項（60分）
 原価管理に関する事項（90分）
 品質管理に関する事項（150分）
 安全管理に関する事項（90分）
合計900分

期間 2日間 5日間 3日間もしくは3泊4日の合宿形式

受講料
54,000円 109,000円（税込） 3日間の場合　52,500円

3泊4日の合宿形式の場合　60,000円

年間の開催数 2回（H27年度） 2回（H27年度） 9回（H27年度）
申込者数
受講者数

登録番号
資格名称

講習
基本情報

開催実績等
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10 11 12
登録海上起重基幹技能者 登録PC基幹技能者 登録鉄筋基幹技能者

登録番号
資格名称

試験制度の名称 登録海上起重基幹技能者講習試験 登録ＰＣ基幹技能者講習 登録鉄筋基幹技能者講習認定講習
試験実施機関 （一社）日本海上起重技術協会 プレストレスト・コンクリート工事業協会 （公社）全国鉄筋工事業協会
受験資格
試験の種類 四者択一方式（20問）、7割以上正解で合格 四者択一方式で出題（40問） 四者択一式（40題ｘ2点）、原価等計算問題（10題ｘ2点）
出題範囲

試験科目

「技能一般」
基幹的な役割及びそのために必要な技能に関する試験
「関係法令」
海上工事における関係法令に関する試験
「資材管理・原価管理・品質管理・施工管理・工程管理・安全管
理」
海上工事における資材管理、原価管理、品質管理、施工管理、工程
管理及び安全管理

試験時間 （90分） 120分 （90分）

年間の実施数 （一社）日本海上起重技術協会
受験料 ※試験のみの場合16,200円
申込者数
受験者数
合格者数 145名

再受験の可否

試験が不合格となった者は、講義の受講免除措置として、翌々年度
までに限り再受験することができる。

講習を受講したが、修了試験で不合格になった者は、最大2回かつ
翌々年度までは、講義を受講しなくとも修了試験を受験することが
できる。

講習を受講したが修了試験に不合格となった者は
1.修了試験再受験手数料（8,400円）を納付することにより、
2.不合格の通知に記載のある日より1年以内に開催されている認定
講習において
3.1回を限度として修了試験を再受験できる（再受験の合否の判定
基準は64％以上とする）。

登録料

更新手続き

更新時には講義により、最新の知識等を付与した後、試験によって
一定の能力を確認し、試験に合格した者に対して、講習修了証の更
新を行う。

修了証の有効期限前に、補うべき能力（知識等）を再確認し、技術
進歩や法令改正等に対応した新たな能力（知識等）を修得すること
を目的とした更新講習（講義および試験）を受講することにより、
修了証の有効期限を5年間更新するものとする。

修了証記載の有効期限以内（有効期限は5年）に講習（更新講習）
を受講し、修了証の更新をしなければならない。

更新料 21,600円 17,000円（税込） 10,500円
合格者の登録等
URL（参考） Http://www.kaigikyo.jp/exam/exam_index.Html#gino Http://www.pckouji.jp/kousyu/index.Html Http://www.zentekkin.or.jp/ginousyakousyuu.Html

基本情報

実施実績等

登録制度
制度の有無

試験

<9-8>



13 14 15
登録圧接基幹技能者 登録型枠基幹技能者 登録配管基幹技能者

講習名称 登録圧接基幹技能者講習会 認定講習会 登録配管基幹技能者講習

講習実施機関
全国圧接業協同組合連合会 一般社団法人日本型枠工事業協会 （一社）日本空調衛生工事業協会

全国管工事業協同組合連合会
（一社）日本配管工事業団体連合会

受講資格

受講資格は全ての用件をみたしている者
1.　（公社）日本鉄筋継手協会　手動ガス圧接技量資格3種又は4
種の資格を保有する者
2.　鉄筋ガス圧接工事の施工現場において10年以上の実務経験の
ある者
3.　鉄筋ガス圧接工事の施工現場において3年以上の職長経験のあ
る者

1～4の全てを満たす者
1.型枠職長経験3年以上の経歴を有する者。（職長教育修了後3年
以上）
2.1級型枠施工技能士または1・2級建築又は土木施工管理技士の資
格を有する者。
3.所属会社代表者が基幹技能者に相応しいと認める資質（人柄・協
調性・表現力・指導統率力等元請や他職、部下と接するための必須
条件）を有すると認めて推薦された直用技能者、または型枠工事業
を自営する事業主であること。
4.型枠工事業に10 年以上従事していること。

下記に示す2つの条件を全て満たしていること。
1.建設業法で定める管工事における配管施工の実務の経験が10年
以上で、そのうち職長としての実務の経験が3年以上であること。
2.職業能力開発促進法に基づく1級配管技能士（建築　配管作業）
の資格を有すること。

カリキュラム・
時間

「基幹技能一般知識に関する科目」
建設産業の現状（30分）
登録基幹技能者制度の概要（30分）
「基幹技能関係法令に関する科目」
関連法規に関する事項（180分）
「建設工事の施工管理資材管理その他の技術上の管理に関する科
目」
基幹技能者の現場実務施工管理に関する事項（360分）
工程管理に関する事項（30分）
資材管理に関する事項（30分）
原価管理に関する事項（60分）
品質管理に関する事項（180分）
安全管理に関する事項（60分）
合計時間960分

《1日目》
　基幹技能者の役割と業務（90分）
　施工計画立案の手順（80分）
　工程管理（80分）
　品質管理（90分）
《2日目》
　労務･資材管理（80分）
　積算と原価管理（90分）
　安全衛生管理（80分）
　関連法規（60分）
　最近の技術動向（80分）
《3日目》
　OJTとその進め方（80分）
　ケーススタディ（60分）
　OJTの実践方法（50分）
　OJTの実践演習（90分）
計1110分

期間 3日間 3日間
受講料 50,000円 50,000 円（消費税込） 42,000 円（税込）

年間の開催数 1回（H27年度）
申込者数
受講者数

登録番号
資格名称

講習
基本情報

開催実績等
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13 14 15
登録圧接基幹技能者 登録型枠基幹技能者 登録配管基幹技能者

登録番号
資格名称

試験制度の名称 登録圧接基幹技能者講習会 認定講習会 登録配管基幹技能者講習

試験実施機関
全国圧接業協同組合連合会 一般社団法人日本型枠工事業協会 （一社）日本空調衛生工事業協会

全国管工事業協同組合連合会
（一社）日本配管工事業団体連合会

受験資格 講義科目を全て受講した者
試験の種類 四肢択一式問題28問、記述式問題1問
出題範囲
試験科目
試験時間 （90分） （90分）

年間の実施数
受験料
申込者数
受験者数
合格者数

再受験の可否
登録講習を受講し、講習考査試験が不合格となった者は、不合格と
なった年度の翌々年度まで、講習考査試験を2 回を限度として再受
験することができる。

登録料

更新手続き

更新講習+試験
最新情報（35分）
関連法令・品質管理・安全管理・施工管理・工程管理・原価管理
（90分）
試験（25題・60分）

1.講習修了証の更新を行おうとする者は更新申請書により申請を行
う。
2.更新能力確認のために「更新テキスト」と「能力確認試験問題」
（四者択一式問題5問）、「解答書」を送付する。
3.講習委員会より送付された「更新テキスト」を自習した上で、能
力確認試験問題の「解答書」を作成し、期限までに提出する。
4.「更新申請書」と「解答書」を審査し、基準適合者に対して、新
たな講習修了証（有効期間5年間）を交付する。
（1）登録配管基幹技能者として従事していること。
（2）1級配管技能士の資格を有していること。
（3）能力確認試験で3問以上正答していること。
5.基準不適合者は、再試験で3問以上正答の場合、新たな講習修了
証を交付する。
6.　再度の能力確認試験でも基準に達しなかった者及び更新申請を
行わなかった者に対して、講習修了証の有効期限の翌年度1年間に
限り、開催される登録講習の講習を受講せず講習考査試験のみ受験
できる。

更新料 5,000 円（税込）
合格者の登録等
URL（参考） Http://www.assetsu.com/qualify/course-takgk.Html Http://www.nikkendaikyou.or.jp/seminar/ Http://www.nikkuei.or.jp/index.asp?patten_cd=12&page_no=19

基本情報

実施実績等

登録制度
制度の有無

試験
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16 17 18
登録鳶・土工基幹技能者 登録切断穿孔基幹技能者 登録内装仕上工事基幹技能者

講習名称 登録鳶・土工基幹技能者講習会 登録切断穿孔基幹技能者講習 登録内装仕上工事基幹技能者登録講習会

講習実施機関
（一社）日本建設躯体工事業団体連合会
（一社）日本鳶工業連合会

ダイヤモンド工事業協同組合 日本室内装飾事業協同組合連合会
（一社）全国建設室内工事業協会
日本建設インテリア事業協同組合連合会

受講資格

1.10年以上の実務経験を有する者
2.8年以上の職長経験のある者
3.次の資格（1～3のいずれか1つ以上を有する者）
①とび一級技能士
②1・2級建築施工管理技士
③1・2級土木施工管理技士

下記の資格要件全てに該当している者
1.10年以上の切断穿孔実務経験者で、かつ3年以上の職長経験者
2.厚生労働省認定コンクリート等切断穿孔技能審査合格者（切断 も
しくは 穿孔）

以下の1か2の要件を満たしていること。
1.内装仕上工事に関する1級技能士（内装仕上工事の施工現場にお
いて、10年以上の実務経験および3年以上の職長経験を有する者）
2.1級施工管理技士又は2級建築施工管理技士（仕上げ）（内装仕
上工事の施工現場において、10年以上の実務経験および3年以上の
職長経験を有する者）

カリキュラム・
時間

「基幹技能者一般知識に関する科目」
 工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技
能に関する事項（90分）
 実務に役立つ話し方・OJT教育に関する事項（30分）
「関係法令に関する科目」
 労働安全衛生法その他関係法令に関する事項（60分）
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に
関する科目
 イ　施工管理に関する事項（（90分）
 ロ　工程管理に関する事項（60分）
 ハ　資材管理に関する事項（60分）
 二　原価管理に関する事項（60分）
 ホ　品質管理に関する事項（60分）
 へ　安全管理に関する事項（90分）
計600分

基幹技能者のあり方（90分）
実務に役立つ話し方、OJT教育（90分）
基幹技能者関係法規（60分）
建設工事の施工管理等技術上の管理に関する科目（480分）
（施工管理・工程管理・資材管理・原価管理・品質管理・安全管
理）
合計720分（1120分）

期間 2日間 2日間 3日間
受講料 35,000円（税込） 30,000円（税込）

年間の開催数 7回（H27年度） 1回（H27年度） 8回（H27年度）
申込者数
受講者数

登録番号
資格名称

講習
基本情報

開催実績等
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16 17 18
登録鳶・土工基幹技能者 登録切断穿孔基幹技能者 登録内装仕上工事基幹技能者

登録番号
資格名称

試験制度の名称 登録鳶・土工基幹技能者講習会 登録切断穿孔基幹技能者講習 登録内装仕上工事基幹技能者登録講習会

試験実施機関

（一社）日本建設躯体工事業団体連合会
（一社）日本鳶工業連合会

ダイヤモンド工事業協同組合 日本室内装飾事業協同組合連合会
（一社）全国建設室内工事業協会
日本建設インテリア事業協同組合連合会

受験資格
試験の種類 四者択一方式で25問、記述式で2問出題 四者択一にて25問 （各4点） 四者択一式の問題
出題範囲 講習科目の内容
試験科目

試験時間 60分 （90分）

年間の実施数
受験料
申込者数
受験者数
合格者数

再受験の可否

修了試験不合格者は、翌々年度かつ、2回まで講義の受講を免除し
て、講習（試験）を受講（受験）できる。受講手数料は5,000円と
する。

登録料

更新手続き
更新講習180分、試験30分
試験問題は四択式12問、記述式2問とし、時間は30分とする。

更新料
合格者の登録等
URL（参考） Http://www.niHonkutai.or.jp/kikan3.Htm Http://www.dca.or.jp/kikangs_class.Html Http://www.nissouren.jp/work/raising/index.Html

基本情報

実施実績等

登録制度
制度の有無

試験

<9-12>



19 20 21
登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者 登録建築板金基幹技能者

講習名称 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者講習 登録エクステリア基幹技能者講習・試験 登録建築板金基幹技能者講習会

講習実施機関
（一社）カーテンウォール･防火開口部協会
（一社）日本サッシ協会

（公社）日本エクステリア建設業協会 （一社）日本建築板金協会

受講資格

次の3要件を全て満たす事
1.サッシ、ドア、カーテンウォール又はシャッター施工の実務経験
が10年以上
2.実務経験のうち、サッシ、ドア、カーテンウォール又はシャッ
ター施工の職長経験が通算3年以上
3.サッシ施工1級技能士もしくは、カーテンウォール施工1級技能
士又は優秀施工者国土交通大臣顕彰者

以下の3つの要件を全て満たす者
1.建築ブロック・エクステリア工事の施工現場において10年以上
の施工経験を有すること
2.建築ブロック・エクステリア工事の施工現場において3年以上の
職長経験を有すること
3.次のいずれかの有資格者であること
　ⅰ）1級ブロック建築技能士
　ⅱ）1級または2級造園施工管理技士
　ⅲ）1級または2級土木施工管理技士
　ⅳ）1級または2級建築施工管理技士

次の3つの要件全てを満たす者。
1.建築板金工事の施工現場で10年以上の現場施工に従事した者。
2.うち3年以上の職長経験を有している者。
3.下記の5つの資格をすべて有する者。
 ・「建築板金一級技能士」
 ・「職長・安全衛生責任者教育講習修了者」
 ・「アーク溶接作業特別教育修了者」
 ・「玉掛技能講習修了者」
 ・「高所作業車運転技能講習修了者」

カリキュラム・
時間

基幹技能者の役割・求められる能力・必要な資質他（30分）
基幹技能者のあり方（30分）
OJT教育に関する事項（90分）
サッシ・カーテンウォールのものづくりの特性と必要な技能（90
分）
関連法規に関する事項（90分）
事務管理に関する事項（90分）
工程管理に関する事項（90分）
資材管理に関する事項（60分）
原価管理に関する事項（60分）
品質管理に関する事項（60分）
安全管理に関する事項（90分）
計780分

《1日目》
「基幹技能一般知識に関する科目1」
　基幹技能者のあり方
　OJT教育
「基幹技能一般知識に関する科目2」
　実務に役立つ話し方と関係者との調整方法
　エクステリアにおけるものづくりの特性と必要な技能
「基幹技能関係法令に関する科目 ・関連法規に関する事項」
「建設工事の施工管理、工程管理、資材管理、その他の技術上の管
理に関する科目1」
　原価管理に関する事項
　安全管理に関する事項
《2日目》
「建設工事の施工管理、工程管理、資材管理、その他の技術上の管
理に関する科目2」
　施工管理・事務管理に関する事項
　工程管理に関する事項
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理、その他の技術上の管理
に関する科目3
　資材管理に関する事項
　品質管理に関する事項
計　750分

期間 2日間 2日間 （2日間）
受講料 19,440円 37,800円（税込）

年間の開催数 3回（H27年度） 2回（H27年度）
申込者数
受講者数

登録番号
資格名称

講習
基本情報

開催実績等

<9-13>



19 20 21
登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者 登録建築板金基幹技能者

登録番号
資格名称

試験制度の名称 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者講習 登録エクステリア基幹技能者講習・試験 登録建築板金基幹技能者講習会

試験実施機関
（一社）カーテンウォール･防火開口部協会
（一社）日本サッシ協会

（公社）日本エクステリア建設業協会 （一社）日本建築板金協会

受験資格 講義を受講修了した者
試験の種類 四肢択一 四者択一式 四者択一式30問
出題範囲 講義内容及び使用したテキストの内容
試験科目
試験時間 120分 60分 60分

年間の実施数
受験料
申込者数
受験者数
合格者数

再受験の可否
試験を不合格となった者には、翌々年度かつ1回まで、講義の受講
免除措置を与える。

登録料

更新手続き

①更新申請日が有効期限経過後6ヶ月以内の場合は、試験結果が基
準点に達した場合、更新を認める。
②更新申請日が有効期限経過後6ヶ月以上1年未満の場合は、講習
講義を免除し、試験のみ受験可能。
③有効期限を1年以上経過した場合、資格は失効。
3.登録SC基幹技能者 更新テキストによる通信教育と更新修了証の
発送
ⅰ）更新申請書を審査後、申請者に「登録SC基幹技能者テキス
ト・資料」と「試験問題」を送付。
ⅱ）期日までに「試験問題」の設問に解答し提出。
ⅲ）「試験問題」の解答が、基準に達していることを確認の上、有
効期限を5年延長した新「講習修了証」を送付。

有効期限は5年
更新講習試験の合格者に有効期限を5年延長した修了証を発行す
る。

更新料 10,800円
合格者の登録等
URL（参考） Http://www.jsma.or.jp/Top/Qualificationrecognitionandtraining/tabid/211/Default.aspx Http://jpex.or.jp/ginousi Http://www.zenban.jp/nicHibankyou/nicHibankyou-kikan.Html

基本情報

実施実績等

登録制度
制度の有無

試験

<9-14>



22 23 24
登録外壁仕上基幹技能者 登録ダクト基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者

講習名称 登録外壁仕上基幹技能者講習 登録ダクト基幹技能者講習 登録保温保冷基幹技能者講習（H27年度）

講習実施機関
日本外壁仕上業協同組合連合会 （一社）日本空調衛生工事業協会

（一社）全国ダクト工業団体連合会
（一社）日本保温保冷工業協会

受講資格

以下の条件をすべて満たすこと。
1.外壁仕上工事の施工現場において、10年以上の実務経験を有す
る者
2.外壁仕上工事の施工現場において、3年以上の職長経験を有する
者
3.次に掲げるいずれかの資格を有する者
ⅰ）当連合会が行う「外壁仕上一級技能者」に認定された者
ⅱ）優秀施工者国土交通大臣顕彰者（建設マスター）

下記に示す要件を全て満たしていること。
1.建設業法で定める管工事におけるダクト施工の実務の経験が10
年以上で、そのうち職長としての実務の経験が3年以上であるこ
と。
2.職業能力開発促進法に基づく1級建築板金技能士（ダクト板金作
業）の資格又は建設業法に基づく1級若しくは2級施工管理技士
（管工事）の資格を有すること。

2つの条件を全て満たしていること。
1.建設業法で定める熱絶縁工事における保温保冷施工の経験が10
年以上で、そのうち職長としての実務経験が3年以上であること。
2.職業能力開発促進法に基づく1級熱絶縁技能士（保温保冷施工）
の資格を有すること

カリキュラム・
時間

「基幹技能者一般知識」
基幹技能者のあり方に関する事項（60分）
実務に役立つ話し方・OJT教育に関する事項（120分）
「専門技術に関する知識」
調査・診断（30分）
下地処理（30分）
仕上材料について（60分）
仕上工法について（60分）
「基幹技能関係法令」
関連法規に関する事項（60分）
「現場管理に関する知識」
施工管理に関する事項（60分）
事務管理に関する事項（30分）
工程管理に関する事項（60分）
資材管理に関する事項（60分）
原価管理に関する事項（60分）
品質管理に関する事項（60分）
安全管理に関する事項（60分）
計　1210分

《1日目》
基幹技能者の役割と業務（90分）
関連法規（80分）
施工計画（80分）
工程管理（90分）
《2日目》
品質管理（60分）
資材管理（60分）
原価管理（60分）
安全衛生管理（80分）
製作と施工（60分）
技術動向と環境問題（60分）
《3日目》
OJTによる人材育成（280分）
OJTの進め方
OJTの実践方法
OJTの実践演習
計1000分

《1日目》
労働環境、基幹技能者の役割と業務（60分）
安全衛生管理（60分）
関係法規（60分）
原価管理（60分）
施工（90分）
品質管理（60分）
労務資材管理（60分）
《2日目》
最近の技術動向と環境問題（60分）
施工管理（60分）
工程管理（60分）
OJT の進め方、実践方法、実技（90分）
試験（90分）

期間 2日間 3日間 2日間
受講料 40,000円 48,000円（税込） 37,000 円

年間の開催数 4回（H27年度） 3回3地区（H27年度） 5回（H26年度）
申込者数 176（H26年度）
受講者数 169（H26年度）

登録番号
資格名称

講習
基本情報

開催実績等

<9-15>



22 23 24
登録外壁仕上基幹技能者 登録ダクト基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者

登録番号
資格名称

試験制度の名称 登録外壁仕上基幹技能者講習 登録ダクト基幹技能者講習 登録保温保冷基幹技能者講習

試験実施機関
日本外壁仕上業協同組合連合会 （一社）日本空調衛生工事業協会

（一社）全国ダクト工業団体連合会
（一社）日本保温保冷工業協会

受験資格 講義科目を全て受講した者

試験の種類
四者択一式問題25問
工程表作成問題4問

四者択一式問題28問
記述式問題1問

四枝択一問題（28問）、記述問題（2問）
合格判定基準は正答率60%以上
記述式問題は必修

出題範囲 講義内容全て

試験科目

講義課目に応じる 基幹技能一般知識に関する科目（工事現場における基幹的な役割及
び当該役割を担うために必要な技能に関する事項）
基幹技能関係法令に関する科目（労働安全衛生法その他関係法令に
関する事項）
建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に
関する科目
基幹技能一般知識に関する科目

試験時間 120分 90分 90分

年間の実施数
受験料
申込者数 176（H26年度）
受験者数 169（H26年度）

合格者数
169（H26年度） 149名（H26年度合格者数）

平成27現在、登録保温保冷基幹技能者は769名

再受験の可否
不合格となった年度の翌々年度まで、2回を限度として試験を再受
験することができる。

講習を受講し試験が不合格となった者は、不合格となった年度の
翌々年度まで2 回を限度として試験を再受験できる。

登録料

更新手続き

講習修了証の有効期限は5年間
更新には、技術能力の継続や新技術等への対応のために開催される
更新講習を受講する必要がある。

①更新を行おうとする者は更新申請を行う。
②更新テキストと能力確認試験問題（四者択一式問題16問）、解
答書を送付する。
③申請者は、能力確認試験問題の解答書を提出する。
④更新申請書と解答書を審査のうえ、基準適合者に対して、新たな
講習修了証（有効期間5年間）を交付する。
（1）登録ダクト基幹技能者として従事していること。
（2）1級建築板金技能士（ダクト板金作業）の資格又は1級若しく
は2級施工管理技士（管工事）の資格を有していること。
（3）能力確認試験で10問以上正答していること。
④基準不適合者が再試験で10問以上した場合、新たな講習修了証
を交付する。
⑤講習修了証の有効期限経過後3ヶ月の間に更新申請を行わなかっ
た者、能力確認試験問題の解答書の最終提出期限までに解答書を提
出されなかった者及び再試験で10問以上正答できなかった者は登
録基幹技能者の資格を失効する。

b）資格更新の申し込み
①資格更新者は、有効期限の8ヶ月前から2ヶ月間の間に更新申込書及び必
要書類を事務局宛てに送付する。
②資格更新テキスト及び試験問題等の送付
③資格更新講習は通信教育で行う。申請者へ更新講習テキスト及び能力確
認試験問題と解答用紙を送付する。
④通信教育による自己研鑽、能力確認試験の実施、解答用紙の提出
⑤能力確認試験の採点・審査後、更新の可否を判定する。合格判定基準は
60点以上とする。
⑥資格更新・修了証の交付（有効期間5年間）
審査の結果、更新不可と判定された者は、再度能力確認試験を実施する。

更新料 8,000円（税込） 5,000円
合格者の登録等
URL（参考） Http://www.n-gaiHeki.jp/sub03 Http://www.nikkuei.or.jp/index.asp?patten_cd=12&page_no=20 Http://www.jtia.org/activity/index/6

基本情報

実施実績等

登録制度
制度の有無

試験

<9-16>



25 26 27
登録グラウト基幹技能者 登録冷凍空調基幹技能者 登録運動施設基幹技能者

講習名称 登録グラウト基幹技能者講習（H27年度） 登録冷凍空調基幹技能者講習 登録運動施設基幹技能者講習
講習実施機関 （一社）日本グラウト協会 （一社）日本冷凍空調設備工業連合会 （一社）日本運動施設建設業協会

受講資格

1.グラウト工事の実務経験が10年以上あり、うち職長経験3年以上
の実務経験があること。事業主証明書を提出すること。
2.職長経験証明として 次のいずれかの証明（写し）を提出する。
ⅰ）労働安全衛生法第60条に規定する職長教育修了証
ⅱ）事業主以外の元請の建設業者等の証明書類
3.公的資格の証明（写し）
1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士 （種別:土木又は薬液
注入）、ジェットグラウト技士の資格から1つ選択

次の要件の全てを満たす者
①1級冷凍空気調和機器施工技能士
②冷凍空調設備施工の実務経験が10年以上
③職長教育修了
④2のうち、職長としての経験が3年以上

以下のすべての条件を満たすこと
1.運動施設施工技士の資格を保有すること
2.運動施設工事の実務経験年数10年以上
3.職長経験3年以上

カリキュラム・
時間

「基幹技能一般知識に関する科目」
工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うため必要な技術
に関する事項
・土木一般の知識（90分）
・最近の土木技術とグラウチング技術（90分）
　ⅰ）薬液注入工事
　ⅱ）ジェットグラウト工事
　ⅲ）ダム・トンネル・その他グラウト工事
・登録基幹技能者制度、役割、職務（90分）
「基幹技能関係法令に関する科目」
労働安全衛生法その他関係法令に関する事項（90分）
「建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理
に関する科目」
施工管理に関する事項（60分）
工程管理に関する事項（60分）
資材管理に関する事項（60分）
原価管理に関する事項（60分）
品質管理に関する事項（60分）
安全管理に関する事項（60分）
講義　合計　720分
試験　60分

《1日目》
「基幹技能一般に関する科目」
・工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な
技能に関する事項（建設技術者の労働環境、基幹技能者のあり方）
（60分）
「基幹技能一般に関する科目」
・OJT とその進め方に関する事項（60分）
「建設工事の施工管理、工程管理に関する科目」
・施工管理（60分）
・工程管理（100分）
・資材管理（60分）
・原価管理（60分）
《2日目》
[基幹技能一般に関する科目 ]
・冷凍空調業界の最新の動向に関する事項（80分）
「建設工事の施工管理、工程管理に関する科目」
・品質管理（60分）
・安全管理（60分）
「基幹技能者関係法令に関する科目」
・労働安全衛生法その他関係法令に関する事項（60分）
修了試験（80分）

《1日目》
基幹技能者のあり方・ものづくりの特性（90分）
《2日目》
OJT教育・実務に役立つ話し方と関係者との調整方法（90分）
資材管理（60分）
関連法規（60分）
工程管理（60分）
原価管理（60分）
品質管理（60分）
《3日目》
安全管理（60分）
施工管理（90分）
試験（60分）

期間 2日間 2日間 3日間
受講料 35,000円 39,100円

年間の開催数 1回（2会場） H28年度計画：上期・下期各3会場で1回同時開催
申込者数 74名
受講者数 71名

登録番号
資格名称

講習
基本情報

開催実績等

<9-17>



25 26 27
登録グラウト基幹技能者 登録冷凍空調基幹技能者 登録運動施設基幹技能者

登録番号
資格名称

試験制度の名称 登録グラウト基幹技能者講習 登録冷凍空調基幹技能者講習 登録運動施設基幹技能者講習
試験実施機関 （一社）日本グラウト協会 （一社）日本冷凍空調設備工業連合会 （一社）日本運動施設建設業協会
受験資格

試験の種類
25問の4肢択一方式（各4点、100点満点）
25問中3問は3工法の中から1工法の3問を選択

四者択一式25問

出題範囲 講義および使用したテキストの内容
試験科目

試験時間 60分 80分 60分

年間の実施数
受験料 ※試験のみの場合7,000円 ※試験のみの場合12,300円
申込者数 74名
受験者数 71名
合格者数 67名

再受験の可否

講習を受講し、修了試験不合格者は、翌々年度まで、かつ2回まで
講義受講の免除を受けることができる。受講免除申請者の受験手数
料は7,000円とする。

講習を受講したが、修了試験に不合格になった者に対し、最初に不
合格した年度の翌々年度までかつ2回まで受講免除し、修了試験の
み受験可。再受験費用は別途必要。

登録料

更新手続き

更新講習は、講習修了証の有効期限前に、登録グラウト基幹技能者
として必要な能力（知識等）の維持向上を図るため、毎年度1回、
通信教育及び試験（課題提出）により行う。この更新講習を受講し
修了すると講習修了証の有効期限が5年間更新される。

更新には以下の手続きが必要
1.講習修了証更新申請書の提出
2更新用試験の合格（通信教育による提出が必要）
※更新をしない場合登録抹消となる。

《講習内容及び実施方法》
通信教育及び試験とし、テキスト及び試験問題をもとに受験者本人
の自宅で学習する。
・施工に関する専門的知識等
・施工管理（安全管理・品質管理・工程管理・環境対策）に関する
知識等
・技術進歩や法令改正等に対応した新たな能力（知識等）
※試験の合否判定で不合格となった者に対し、合格の判定基準を満
たすまで再提出を求める。

更新料 5,000円 9,180円 15,000円
合格者の登録等
URL（参考） Http://www.japan-grout.jp/registration/ Http://www.jarac.or.jp/business/backbone_skill.Html Http://www.sfca.jp/kikan/otHer.pHp

基本情報

実施実績等

登録制度
制度の有無

試験
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28 29 30
登録基礎工基幹技能者 登録タイル張り基幹技能者 登録標識・路面標示基幹技能者

講習名称 登録基礎工基幹技能者講習 登録タイル張り基幹技能者講習 登録標識･路面標示基幹技能者講習

講習実施機関
全国基礎工業協同組合連合会
（一社）日本基礎建設協会

（一社）日本タイル煉瓦工事工業会 （一社）全国道路標識・標示業協会

受講資格

次の条件を全て満たす者
1.基礎工事実務経験10年以上で職長経験3年以上の者
2.職長および安全衛生責任者教育の修了者
3.基礎施工士、または1・2級施工管理技士（土木・建築）又は
1・2級建設機械施工技士

次の要件を全て満たす者
1.1級タイル張り技能士であること
2.タイル張り工事の実務経験が10年以上有る者
3.実務経験のうち、3年以上の職長経験の有る者
4.職長教育修了者

《標識講習の受講資格》
次の要件をすべて満たしているもの
1.技能検定による1級または2級土木施工管理技士資格を保有する
者、または優秀施工国土交通大臣顕彰者、若しくは玉掛け技能講
習、小型移動式クレーン運転技能講習及び高所作業車運転技能講習
の全ての資格を保有する者
2.労働安全衛生法「職長教育」+「安全衛生責任者教育」または
「職長・安全衛生責任者教育」講習修了者
3.道路標識設置工事に関して10年以上現場施工経験のある者
4.標識設置工事の現場施工において3年以上の職長経験のある者

《路面標示講習の受講資格》
次の要件をすべて満たしているもの
1.技能検定による路面標示施工技能士資格を保有する者、若しくは
優秀施工国土交通大臣顕彰者
2.労働安全衛生法「職長教育」+「安全衛生責任者教育」または
「職長・安全衛生責任者教育」講習修了者
3.路面標示設置工事に関して10年以上現場施工経験のある者
4.路面標示設置工事の現場施工において3年以上の職長経験のある
者

カリキュラム・
時間

（一社）日本基礎建設協会主催講習会のカリキュラム
《1日目》
「基幹技能一般知識に関する科目」
基幹技能者のあり方（工事現場における基幹的役割及び当該役割を
担うために必要な技能に関する事項）（60分）
仕事の教え方・部下の扱い方（実務に役立つ話し方・OJT教育に関
する事項）（60分）
「基幹技能関連法令に関する科目」
関係法規に関する事項（60分）
「建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理
に関する科目」
施工管理、事務管理に関する事項（施工計画立案の手順）（60
分）
工程管理に関する事項（60分）
資材管理に関する事項（60分）
原価管理（工事経費）に関する事項（60分）
《2日目》
「建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理
に関する科目」
基礎の概要、材料、土の知識等及び杭工法の施工、品質に関する事
項（130分）
「建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理
に関する科目」
品質管理（60分）
安全管理（60分）
 「建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理
に関する科目」
施工管理（30分）
試験（ 分）

「基幹技能者一般知識に関する科目」
工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技
能に関する事項
1.基幹技能者のあり方
ⅰ）工事現場に於ける基幹的役割及び当該役割を担うために必要な
技能に関する知識（60分）
ⅱ）仕事と監理者（30分）
2.タイル張り工事における基幹技能者の具体的役割（60分）
3.仕事の教え方・部下の扱い方
ⅰ）OJT 教育に関する事項（60分）
ⅱ）実務に役立つ話し方と関係者との調整方法（60分）
「基幹技能者の法令に関する科目」
労働安全衛生法その他関係法令に関する事項（60分）
「建設工事の施工管理、工程管理、資材管理、その他の技術上の管
理に関する科目」
イ）施工管理に関する事項（60分）
ロ）工程管理に関する事項（30分）
ハ）資材管理に関する事項（30分）
ニ）原価管理に関する事項（60分）
ホ）品質管理に関する事項（60分）
へ）安全管理に関する事項（60分）
タイル張り工事における施工管理・設計図書（60分）
計690分

標識の例
《1日目》
基幹技能者の位置付けと役割（50分）
基幹技能者に求められる業務知識と指導・統率（50分）
基幹技能者に求められる指導・統率とOJT手法（50分）
建設業法・安全衛生法（60分）、安全衛生法・労働基準法（50
分）
案内標識（路面標示）の設置（90分）、警戒標識《路面標示）の
設置（30分）
《2日目》
規制標識の設置（60分）、規制標識の設置（60分）
品質管理（50分）、工程管理（50分）、安全管理（50分）、資
材管理（30分）
道路標識の維持管理（60分）、道路標識の維持管理（50分）
《3日目》
資材管理（20分）、原価管理（50分）、施工管理・事務管理
（40分）
道路法・道路交通法（50分）　　　　　　　　　　計　1070分

期間 2日間 2日間（会場により3日間になる場合もあり） 3泊4日の合宿形式

受講料
受講手数料（講義分）　30,900円
受験手数料（試験分）　  5,100円
合　計 36,000円

43,200円 61,700円
・講習受講料35,530円
・テキスト17,280円

年間の開催数
全国基礎工業協同組合連合会主催2回
（一社）日本基礎建設協会主催3回

2回（H27年度） 2回（H27年度）

申込者数
受講者数

登録番号
資格名称

講習
基本情報

開催実績等
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28 29 30
登録基礎工基幹技能者 登録タイル張り基幹技能者 登録標識・路面標示基幹技能者

登録番号
資格名称

試験制度の名称 登録基礎工基幹技能者講習 登録タイル張り基幹技能者講習 登録標識･路面標示基幹技能者講習

試験実施機関
全国基礎工業協同組合連合会
（一社）日本基礎建設協会

（一社）日本タイル煉瓦工事工業会 （一社）全国道路標識・標示業協会

受験資格
試験の種類 四者択一方式30問 四者択一方式（25問×4点） 4肢択一方式40問
出題範囲 講義及び使用テキストの内容
試験科目

試験時間 60分 60分

年間の実施数
受験料
申込者数
受験者数
合格者数

再受験の可否
講習を受講した者が、やむを得ぬ理由で試験を受けられなかった場
合及び試験に不合格になった場合、翌々年度までかつ最大2回まで
講習を免除し、再受験できる。

登録料

更新手続き

《更新講習》
講習修了5年後に実施
《更新講習実施団体》
登録基礎工基幹技能者講習を受講し、登録基礎工基幹技能者とし
て、最初に登録した団体

更新講習を受講

更新料

合格者の登録等
登録基幹技能者講習の合格者は、（一財）建設業振興基金が管理運
営する登録基幹技能者データベースに情報を登録する。

URL（参考） Http://www.kisokyo.or.jp/2015/kikanginousHa2015.Html Http://www.nittaren.or.jp/?page_id=24660 Http://www.zenHyokyo.or.jp/kikantec_2015_1.Html

基本情報

実施実績等

登録制度
制度の有無

試験
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31 32 33
登録消火設備基幹技能者 登録建築大工基幹技能者 登録硝子工事基幹技能者

講習名称 登録消火設備基幹技能者取得講習会 登録建築大工基幹技能者講習 登録硝子工事基幹技能者講習会

講習実施機関
消防施設工事協会 （一社）全国中小建築工事業団体連合会 全国板硝子工事協同組合連合会

全国板硝子商工協同組合連合会

受講資格

以下の条件をすべて満たしていること。
1.消火設備の施工現場において10年以上の実務経験を有する者
2.消火設備の施工現場において3年以上の職長経験を有する者
3.次の資格のいずれかを有する者
ⅰ）消防設備士 甲種第1類または第2類または第3類
ⅱ）消防設備士 乙種第1類または第2類または第3類
ⅲ）消防設備点検資格者 第1種
ⅳ）優秀施工者国土交通大臣顕彰受章者 （建設マスター）

次の要件を全て満たしていること。
1.建築大工職種において10年以上の実務経験があること
2.実務経験のうち3年以上の職長経験があること
3.次のいずれかの資格を有していること
ⅰ）一級建築大工技能士
ⅱ）一級建築施工管理技士
ⅲ）二級建築施工管理技士

次の用件を全て満たすこと。
1.板硝子工事の施工現場において10年以上の実務経験を有する者
2.職長・安全衛生責任者講習修了者で、板硝子工事の施工現場にお
いて3年以上の職長経験を有する者
3.次の資格のいずれかを有する者
ⅰ）1級建築施工管理技士または2級建築施工管理技士（仕上げ）
ⅱ）優秀施行者国土交通大臣表彰者（建設マスター）
ⅲ）1級ガラス施工技能士

カリキュラム・
時間

「基幹技能一般知識に関する科目」
工事現場における基幹技能者に求められる位置付け・役割・業務知
識・指導及び統率（30分）
工事現場における基幹技能者に求められる指導・統率とOJT手法
（30分）
「硝子工事の技術に関する科目」
ガラスの知識
硝子工事の専門知識（240分）
「基幹技能者関係法令に関する科目」
労働安全衛生法その他関係法規に関する事項（60分）
「建設工事の施工管理、事務管理、工程管理、資材管理、原価管
理、品質管理、安全管理に関する科目」
施工管理・事務管理に関する事項（30分）
工程管理に関する事項（50分）
資材管理に関する事項（40分）
原価管理に関する事項（30分）
品質管理に関する事項（50分）
安全管理に関する事項（100分）
計　660分

期間 2日間 2日間 2日間
受講料 30,000円（税別） 30,000円 （税込） 54,000円（税込）

年間の開催数 7回（H27年度）
申込者数
受講者数

登録番号
資格名称

講習
基本情報

開催実績等
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31 32 33
登録消火設備基幹技能者 登録建築大工基幹技能者 登録硝子工事基幹技能者

登録番号
資格名称

試験制度の名称 登録消火設備基幹技能者取得講習会 登録建築大工基幹技能者講習 登録硝子工事基幹技能者講習会

試験実施機関
消防施設工事協会 （一社）全国中小建築工事業団体連合会 全国板硝子工事協同組合連合会

全国板硝子商工協同組合連合会

受験資格
試験の種類 四肢択一式25問（1問4点） 四者択一式30問
出題範囲 講義の内容全て
試験科目
試験時間 （90分） 60分

年間の実施数
受験料
申込者数
受験者数
合格者数
再受験の可否

登録料
更新手続き
更新料

合格者の登録等
（一財）建設業振興基金が運営する「登録基幹技能者データベー
ス」に登録硝子工事基幹技能者として登録される。

URL（参考） Http://www.sskk.ecnet.jp/kikan/ Http://www.zenkenren.or.jp/kikan_ginousya/kikan_ginousya.Html Http://www.zensHouren.jp/

基本情報

実施実績等

登録制度
制度の有無

試験
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共通能力（L2）

レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
1. 廃棄物処理法（廃掃法）及
び業界の基礎知識

○法における廃棄物の定義、業の許可、適正処理、排出者責任等の考え方を理解している。

○自身の業務が法と関わる点を理解し、どういったことが法に違反するか理解している。

○廃掃法のうち、処理業者に適用される産業廃棄物処理基準、処理業の許可、処理施設の設置許
可、また罰則について、理解している。

○廃棄物の処理の流れを、廃棄物処理業者の関わりとともに理解している。

○自社が廃棄物処理の流れのどこに位置するか理解し、適正処理のために果たしうる役割を認識し
ている。

③情報の収集 ○廃棄物や環境に関わる新聞記事等を通じ、業界に関する情報を収集している。

2. 安全衛生及び諸ルールの遵
守

○就業規則等会社の基本ルールを把握し、常にこれを遵守している。

○会社や工場の定める安全規定の内容を正しく理解し、これに反する行動は行っていない。

○安全衛生行動を率直に垂範するとともに、後輩社員が危険な行動をとろうとしている場合には、
未然に是正指導している。

○産業廃棄物処理や製造責任者（ＰＬ）の重要性を認識し、細心の注意をもって業務を遂行してい
る。

○事故等トラブル発生時にも冷静に対応し、部下や後輩が慌てている際には冷静な行動を促す等、
危険の拡大防止に向けた行動をとっている。

○保安事故発生時には、人命の安全確保を最優先し、初期消火活動等事故対応を行っている。

○担当者として、発生した事故の原因を分析し、再発防止に向けた改善策を提案している。

○安全な職場作りのため、チームワークを実践している。

○知識をベースに経験を交えて後輩社員に安全教育を実施している。

○知識・経験を活用して危険予知を実施し、潜在的危険要因を抽出することで、危険ゼロを目指し
ている。

○危険を予知し不安全行動を防ぐために、ＫＹ活動に積極的に参加している。

○ヒヤリ・ハット活動等安全確保に向けて組織的に取り組んでいる場合には、中心となって活動に
参加している。

④安全衛生教育 ○安全衛生規定等を基本に、機械、廃棄物の危険・有害性や安全装置、保護具の取扱い、作業手
順、発生する恐れのある疾病、事故時の対処・措置、労働者の指導・監督等について理解してい
る。

3. 環境保全への取組み ○地球環境問題や地域の環境問題等に関心を持ち、環境保全への取組みの背景を理解している。

○自社の企業理念や環境方針について、どのような環境保全に取り組まなければならないのか、行
動指針として理解している。

○産業廃棄物処理業としての特徴、自社の特徴をとらえ、自分の業務における環境負荷を理解して
いる。

○自分たちの業務において、著しい環境影響を与える業務を理解している。

○自分の業務に適用される環境関連法規を理解している。

○産業廃棄物処理業としての特徴、自社の特徴をとらえた効果的な環境保全活動を実施している。

○日常生活においても、省エネ・省資源等の環境に配慮した行動をとっている。

○協力業者への発注において、環境保全に対する要求をしている。

○自分の業務に適用される環境法規制を確認し、環境関連法規に則った業務遂行を行っている。

１．就業規則など会社・工場の基本ルール

２．会社の定める安全規定等
・仕業点検の項目と内容
・作業手順
・安全装置、保護具（安全帽、安全靴、安全手袋等）
・安全標識（防火標識、禁止標識、危険標識、注意標識、誘導標識等）
・事故発生時の一時処置、緊急時連絡ルート等

３．安全確保に関する知識
・ハインリッヒの法則
・５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）
・ヒヤリ・ハット活動
・ヒューマンエラー
・不安全状態と不安全行動等

４．健康障害とその防止策に関する知識
・有害物質による健康障害（ガス、粉じん、蒸気、廃液等）
・有害エネルギーによる健康障害（騒音・振動等）
・作業要因による健康障害

５．環境問題に関する知識
・公害問題
・環境マメジメントシステムと環境監査等

概要：環境保全活動を積極的に推
進し、社会的責任を果たす能力

１．廃棄物処理法の位置づけ
・環境基本法との関連
・資源有効利用促進法との関連
・物品に応じた規制との関連

２．廃棄物処理法の概要
・法の目的
・廃棄物の定義
・処理責任
・処理業
・処理施設等
・マニフェスト等

３．廃棄物処理法の法体系
・法体系
・マニュアル・ガイドライン等の指針
・条例と規制

４．発生抑制や再生利用について

５．廃棄物処理法と処理業者に求められる責任

１．環境に関する知識
・地球温暖化、オゾン層の破壊、天然資源の枯渇、緑地の減少等の環境問
題
・京都議定書
・市場における環境に関する動向
・発注者からの環境に対する要求
・グリーン調達
・ゼロエミッション
・環境報告書

２．環境マネジメントに関する知識
・環境についての経営方針
・環境に影響を及ぼす組織の業務活動
・環境アセスメント、ライフサイクルアセスメント

L2

②環境保全の実施

①環境保全の理解

概要：業務の根幹にある法規制と
その背景にある考え方、並びに業
界の構造や特徴を理解し、業務遂
行上の責任を意識する能力

①廃棄物処理法の理解

②業界の構造の理解

①諸ルールの遵守

②事故・緊急事態発生時の対
応

③一層の安全確保の推進

概要：５S等職場の安全衛生規定
や各種ルールを守りながら、安全
に作業を推進する能力と取組み姿
勢

<10-1>

kamata-m
テキストボックス
資料⑩　能力・知識表(案)



③環境保全の評価及び改善 ○環境保全の実施状況をチェックし、不具合があれば改善している。

4. 顧客対応 ○顧客の事業内容や受入れ処理している廃棄物について、把握している。

○接客マナーを心得て顧客と接している。

○顧客の構内規則（入出門ルール、喫煙、飲食、立入り禁止等）を知り、遵守している。

○求められれば、自社の取扱い品目や体制等について、顧客に説明している。

○顧客との約束事は厳守する等、日頃から信頼関係の構築に取り組んでいる。

○危険物や特殊品目における料金を顧客に説明している。

5. トラブル対応・予防策 ○起こりうるトラブルの現象を整理し、過去の事例をもとに原因追求方法や対応策を対応マニュア
ルに取りまとめている

○設備故障時に即時運転再開ができるような必要備品・パーツのストックを確保している。

○廃棄物等有害物質が周辺に飛散、流出しないよう事前対策を講じている。

○設備の故障や性能の劣化に対し、関係者と協議して、停止や再開の判断・指示を行い、修理・調
整を指揮している。

○トラブル発生時の社内外の連絡手順を熟知し、トラブル発生時に関係者に事実を正確に伝えてい
る。

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．収集・運搬
・収集・運搬車両の種類と性能・特性
・保管・運搬容器
・積替え保管施設
・廃棄物ごとの収集・運搬方法
・収集・運搬機材の維持管理、点検方法
・収集・運搬業に係る法規制（自動車三法等）

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．リスクの種類
・リスクの定義
・リスクの種類

２．リスクマネジメントの基礎知識
・リスクマネジメントの基本的な考え方

３．保安・防災の基礎知識
・保安の基礎
・防災の基礎

４．会社の緊急時組織図（連絡体制等）に関する知識

５．会社の定める危機管理に関するマニュアルの内容に関する知識

・環境会計
・環境マネジメントシステム（ISO14001、エコアクション等）
・環境に関する教育訓練
・環境汚染に関する緊急事態
・環境監査
・環境に関する近隣対応

３．環境に関係する法令に関する知識
・環境基本法
・循環型社会形成推進基本法
・廃棄物処理法
・建設リサイクル法
・騒音規制法、振動規制法
・大気汚染防止法、水質汚濁防止法
・労働安全衛生法等

概要：顧客や取引先との接触や折
衝を円滑に行うとともに、顧客関
係を維持する能力

概要：トラブルが発生した場合に
その原因をとらえ対応策を立案
し、現場に指示をするとともに、
事前措置を講じることができる能
力

①接客

②顧客関係の維持

①トラブル予防

②トラブル対応
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収集運搬（L2）

レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
1. 収集 ○自社の許可品目を知っており、品目ごとに正しく取り扱っている。

○収集品目の性状や危険性を知っており、安全に取り扱っている。

○廃棄物処理法を知っており、法に則った取扱いをしている。

○収集する廃棄物の種類と量を確認している。

○排出事業者からマニフェストの交付を受け、収集品目がマニフェストどおりであることを確認し
ている。

○安全に運搬するための積み方を踏まえた積込みを行っている。

○手元、足元の安全を十分に確認し、飛び降り等不安全な行動をしていない。

○運搬車両の種類、特性を理解して積込みをしている。

○車両の積載量を把握しており、過積載をしない。

○積込みのために必要な機器を選択でき、操作している。

○廃棄物の種類、収容容器を選別でき、飛散や漏洩のないよう、安全かつ効率的な積込みをしてい
る。

○不適合品や不純物を選別して積込みを行っている。

○悪臭、騒音、振動の発生や飛散、落下、流出の予防措置を講じている。

○積下ろし時を想定した積込みをしている。

○積込み後の敷地の清掃をしている。

○積下ろしの日時・場所を確認して積下ろしをしている。

○積下ろしのために必要な機器を選択でき、操作している。

○運搬品目を確認して受渡しをしている。

○マニフェストどおりに搬入したことを確認している。

○搬入先の要望を把握し、搬入先の作業効率に配慮した積下ろしをしている。

2. 運搬 ○車両の種類に応じて、資格を有し、運搬を行っている。

○急ブレーキ、急ハンドル、急な車線変更等を行っていない。

○廃棄物処理法を知っており、法に則った取扱いをしている。

○危険物や有害物を積載していることを意識し、安全運転のための必要な措置をとっている。

○アイドリングストップ等省エネ運転(エコドライブ)を実施している。

○運搬車両の種類と性能・特性を知って運転している。

○事前に目的地までの適切なルートを検討し、出発時には頭に入れている。

○車両運行時間の管理をしている。

○遅滞することなく、日報への必要事項の記入を行っている。

○運搬中の事故、トラブルへの初期対応や被災者の応急処置方法について知っている。

○運搬車両の点検、整備について、手順を踏まえ、正しく行っている。

3. 車両点検 ○点検の目的を知り、予防点検を行う背景を理解している。

○日常点検と、定期点検の意味を知り、それぞれ行うべき頻度を理解している。

○廃棄物処理法を知っており、法に則った取扱いをしている。

L2
概要：排出事業所を訪問し、適切
に廃棄物を収集し、安全性や作業
の効率を考慮して、積込み、積下
ろしを行う能力

概要：交通法規を遵守して廃棄物
を安全かつ効率的に目的地まで運
搬する能力

概要：廃棄物の安全な運搬のた
め、車両を日々点検する能力

１．交通法規
・道路交通法
・運行管理規定
・労働安全衛生法

２．トラックの知識
・構造特性
・死角と安全確認
・緊急時のブレーキング

３．安全運転の知識
・高速走行
・夜間走行
・危険予測と回避
・危険予知訓練
・運転業務と疲労

４．収集・運搬
・収集・運搬車両の種類と性能・特性
・保管・運搬容器
・積替え保管施設
・廃棄物ごとの収集・運搬方法
・収集・運搬機材の維持管理、点検方法
・収集・運搬業に係る法規制（自動車三法等）

５．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・自社顧客情報
・自社協力会社

①点検の目的の理解

①車両の運転

②運行管理

③トラブルの予防と対応

①収集品確認

②積込み

③積下ろし

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．収集・運搬
・収集・運搬車両の種類と性能・特性
・保管・運搬容器
・積替え保管施設
・廃棄物ごとの収集・運搬方法
・収集・運搬機材の維持管理、点検方法
・収集・運搬業に係る法規制（自動車三法等）

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．コンプライアンス
・輸送安全規則
・自動車点検基準
・道路運送車両法
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レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
○車両ごとに点検項目と点検方法を知っており、始業時等日常的に点検している。

○点検の結果をチェックリスト等に記録し、整備が必要な部分が発見されれば、速やかに必要な措
置を講じている。

○エンジン音や振動等から、車両の不調や異常を察知している。

○部下の日常点検結果を確認し、点検漏れのチェックを行い、また整備を講じる必要のある点につ
いて措置を講じている。

○作業終了時等に洗車を行っている。

○必要な箇所に給油、給脂を行っている。

○整備を行うにあたり、確認や安全対策等を行っている。

○安全を確保した整備作業のために、部下に留意点等を周知徹底している。

4. マニフェスト確認 ○マニフェスト制度を理解し、廃棄物引渡し時に排出事業者から交付を受けている。

○マニフェストに記載すべき事項がもれなく記入されており、また収集・受入れ品目、積荷・搬入
量がマニフェストと一致していることを確認し、サインしている。

○廃棄物処理法を知っており、法に則った取扱いをしている。

○社内のマニフェスト事務担当者とマニフェストの授受を適切に行っている。

○排出事業者からマニフェストについて質問があった場合、適切に回答をしている。

○排出事業者ごとに異なるマニフェストの記入の考え方を理解し、記入内容について確認すべき点
を分かっている。

5. 積替え・保管 ○効率的な積替えを行っている。

○搬入・搬出品目の確認をしている。

○廃棄物処理法を知っており、法に則った取扱いをしている。

○排出事業者ごと、廃棄物の種類ごとの保管方法を知っており、適正な保管方法を選択している。

○保管施設の役割、基準を把握している。

○廃棄物によって保管施設で使用する機器の選択をし、操作している。

○搬入物が有価物であるかを選別している。

○保管できる廃棄物の種類、期限を知っており、確認している。

概要：マニフェスト制度を理解
し、排出事業者から交付されたマ
ニフェストの記載内容を確認する
能力

概要：収集した廃棄物を搬入先に
効率的に運搬するため、廃棄物の
種類ごと、搬入する施設ごとに分
類し、安全に積替え、保管を行う
能力

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状

３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．収集・運搬
・収集・運搬車両の種類と性能・特性
・保管・運搬容器
・積替え保管施設
・廃棄物ごとの収集・運搬方法
・収集・運搬機材の維持管理、点検方法
・収集・運搬業に係る法規制（自動車三法等）

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状

３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

②日常点検

①積替え

②保管

③保管施設の管理

③保全と整備

①マニフェスト確認

・保安基準

２．整備管理の実務
・日常点検の実施方法の策定
・定期点検の実施
・随時必要な点検・整備
・点検整備記録簿の管理
・車庫の管理

３．整備又は改造に関する知識

４．整備の外部委託
・事業者の選定
・整備実施要領
・点検整備記録簿の管理
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レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
○最大保管量、高さ制限等を把握しており、保管状況をチェックしている。 ４．安全衛生管理

・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．収集・運搬
・収集・運搬車両の種類と性能・特性
・保管・運搬容器
・積替え保管施設
・廃棄物ごとの収集・運搬方法
・収集・運搬機材の維持管理、点検方法
・収集・運搬業に係る法規制（自動車三法等）

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・自社顧客情報
・自社協力会社
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中間処理（L2）

レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識

1. マニフェスト確認 ○マニフェストに記載すべき事項がもれなく記入されており、また収集・受入れ品目、積荷・搬入
量がマニフェストと一致していること、さらに委託契約書が締結されていることを確認し、サイン
している。

○収集運搬業者、処理・処分業者等と適切にマニフェストを授受している。

○社内のマニフェスト事務担当者とマニフェストの授受を適切に行っている。

○排出事業者からマニフェストについて質問があった場合、適切に回答をしている。

2. 検査・分析 ○自社の台貫、計測の仕組みをもとに、受入れに際し、廃棄物の品目や荷姿ごとに台貫、計測する
方法、内容を理解している。

○台貫、計測の手順に沿って、適切に台貫、計測を行い、正確な受入れ量を記録している。

○自社の許可品目を知っており、受入れができない品目を理解している。

○受入れ前の廃棄物に対し、どのような検査・分析を実施すればよいか判断し、その段取りをして
いる。

○検査・分析に必要な機器の操作方法、必要な保護具の種類を知り、手順に則り、円滑に操作して
いる。

○受入れ可否を判断する基準をもとに、検査・分析の結果を確認している。

○検査・分析の結果を客観的に記録し、報告書類としてまとめて、上司、関係者に伝達している。

○経験のない廃棄物品目であっても、マニュアルや上司の指示に基づき、適切に検査・分析方法を
選択している。

3. 受入れ ○自社の許可品目を知っており、受入れ品目の確認をし、不適合品や不純物の選別を行っている。

○不適合品が搬入された場合は、速やかに関係部署へ連絡し、対応策の指示を受けている。

○受入れ廃棄物の性状や危険性について理解し、専門知識の向上に取り組んでいる。

○普段から上司または先輩に相談しながら作業時の問題解決を図っている。

○顧客の業種を把握し、搬入された廃棄物の組成、物理的化学的特性、性状、含有物を理解し、受
け入れた場合のリスクを想定して受入れ判断を行っている。

○自社プラントの処理工程、設備能力及び処理時におこる化学反応について理解している。

○廃棄物ごとの処理料金、処理に必要なコスト、顧客の重要度を理解し、中長期的な視点で受入れ
判断を行っている。

○廃棄物処理時に発生する様々な現象、トラブル・事故事例等に関する情報収集を行っている。

○許可品目には該当するが通常受け入れている品目と異なる性状の廃棄物については、品質の確認
の上、施設内で起こりうる影響等を想定して受入れ判断を行っている。

○排出事業所ごとの廃棄物特性を把握しており、受入れ判断において参考にしている。

○自社の受入れ規定について、部下に説明をし、周知徹底している。

○普段から上司または先輩に相談しながら作業時の問題解決を図っている。

○効率的な作業を心がけ、自社の規定に従って受入れ物の積下ろし作業を正確にしている。

１．マニフェスト制度の趣旨

２．対象となる廃棄物

３．マニフェストの記入方法

４．マニフェストの入手方法

５．産業廃棄物とマニフェストの流れ

６．委託契約の必要性

７．マニフェストの義務と罰則

８．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．産業廃棄物の概要
・廃棄物の定義
・廃棄物の物理的化学的性質
・特別管理産業廃棄物の種類と性状

２．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置
・危険物取扱いに関する知識

３．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

①マニフェスト確認

①台貫・計測

②検査・分析

①受入れ検討

②受入れ判断

③受入れ作業

L2

概要：マニフェスト制度を理解
し、排出事業者から交付されたマ
ニフェストの記載内容の確認やマ
ニフェストを排出事業者ごと、日
付ごと等に保管･管理する能力

概要：受入れの判断を円滑に進め
るにあたり、受入れ前の廃棄物の
性状、内容を検査・分析する能力

概要：廃棄物の受入れを適切に判
断し、受入れ作業を円滑に進める
能力
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レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識

○自社プラントの許可品目や廃棄物の燃焼等の特性を理解し、収集運搬車両を品目に応じて適切な
経路へ誘導している。

○必要な機器を使って廃棄物を所定の場所で受け入れている。

○現場内の安全管理規定に従い事故防止に努めて行動している。

○搬入予定や場内の操業状況を把握して、収集運搬車両を品目に応じて適切な場所へ誘導してい
る。

○自社及び他社の収集運搬車両の運転手と良好なコミュニケーションをとるように努めている。

4. 分類・保管指示 ○自社の許可品目及び自社プラントの廃棄物の化学反応を理解した上で、適切な保管スペースに分
類保管している。

○受入れ可能な廃棄物の組成、物理的化学的特性、性状、含有物を把握し、他品目との混合による
影響等を理解した上で常に安全を心がけて作業している。

○重機等必要な機器を用いて、廃棄物を移動し、効率的に分類している。

○普段から重機等必要な機器の操作技術を磨くように努めている。

○過去の不適切な分別保管事例について把握し、現在の職務遂行に活用している。

○自社の分類保管規定について部下に周知徹底している。

○普段から上司または先輩に相談しながら作業時の問題解決を図っている。

○廃棄物の種類ごとの保管方法を知っており、適切な保管方法を選択している。

○保管施設の役割、基準を把握している。

○廃棄物によって保管施設で使用する機器の選択をし、操作している。

○保管期限を把握し、施設における処理方法や今後の受入れ予定量等を踏まえて、搬入・搬出の計
画を立てている。

○保管できる廃棄物の種類、期限を知っており、確認している。

○最大保管量、高さ制限等を把握しており、保管状況をチェックしている。

5. 操業前工程(段取り) ○自社プラントの構造、廃棄物の特性、反応特性を理解し、事故・異常反応が起こらないように注
意して廃棄物を取り扱っている。

○自社プラントの構造を踏まえ、扱える廃棄物の品目、処理の工程について理解している。

○自社で取り扱う廃棄物の前処理の意味を理解し、その重要度、危険度を認識している。

○顧客名、荷姿、その他書面等より、廃棄物の内容を確認しており、必要な処理について、同僚や
上司と確認している。

○自社の作業規定について、部下に周知徹底している。

○前処理に必要な重機やプラント制御機器操作の習熟に努め、重機・機器に過負荷をかけないよう
作業している。

○過去の危険な前処理事例を把握し、現在の職務遂行に活用している。

○未処理の廃棄物の保管状況や今後の回収計画を踏まえて、効率的に段取り、作業を行っている。

○物質の化学反応や危険物の取扱いに関する専門知識の向上に取り組んでいる。

○未処理の廃棄物の保管状況を把握、また今後の搬入を予測し、営業部門等関係する他セクション
と密な連絡をとっている。

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物処理法の改正動向
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準
・許可の取消し等

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
・特別管理産業廃棄物の処理

３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・安全衛生管理の原則、体制の整備
・作業時の安全衛生対策
・特別管理産業廃棄物取扱い時の事故と防止対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状

３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５ 中間処理

概要：受入れ物を安全に分類・保
管する能力

概要：廃棄物の性状及び処理工程
を理解し適切な前処理ができる能
力（焼却・溶解系、中和・脱水系
中間処理） ②操業前工程(段取り)

④搬入場所指示

①分類・保管

②保管

③保管施設の管理

①前工程の理解
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レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識

○使用薬剤や他の廃棄物との混合にかかる時間等を計算しながら、段取りや作業時間の管理を行っ
ている。

③リスク対策 ○薬剤や他の廃棄物の混合等による突発的な事態に対する対処方法を想定して、リスク判断を行っ
ている。

④問題解決 ○普段から上司または先輩に相談しながら作業時の問題解決を図っている。

6. 選別 ○自社で扱う廃棄物の特性を理解し、目視その他により、廃棄物を区別することができる。

○廃棄物の特性に基づき、取扱い上注意すべき点を把握し、選別にあたり、求められる防護具等を
着用している。

○選別に必要な重機やプラント制御機器操作の習熟に努め、重機・機器に過負荷をかけないよう作
業している。

○リサイクル率を向上する意識をもって適正に、また作業効率を考えて、選別している。

○自身の作業の前後に気を配り、ミス、遅延が生じていないかチェックし、必要に応じ、同僚と協
力しあっている。

○危険事例（ヒヤリ・ハット）を共有し、再発しないよう気を付けている。

○選別グループの全体の指揮をとることができる。

○各作業所での危険場所、安全な作業方法を把握し、部下に指示している。

7. プラント運転 ○処理計画に従い、プラントの運転条件を設定している。

○処理する廃棄物の特性及び自社施設のプラントの処理メカニズム、性能等を踏まえた上で、計器
等によりプラントが異常なく稼動していることを判断している。

○運転時に、各種計器類の指示値が所定の値を示しているか、一定の時間間隔で確認している。

○処理状況、条件を一定の時間単位でチェックし、当初の設定条件と照合するか確認している。

○通常取り扱っていない品目等については、サンプリング結果をもとに運転条件を検討している。

○安全に配慮し、施設内の状況や処理条件に常に目配りし、危険や損害の生じる要素がないことを
確認している。

○施設の能力や構造を理解し、燃料や電力の消費を少なくするよう、効率的運転を心がけている。

○過去の運転時に発生した異常事例（異常音や振動等）を把握し、現在の異常察知に活用してい
る。

○過去の事例を参考に異常事態に対して適切な一時対応策を講じている。

○自社の作業手順規定に関して改善点等を上司に具申している。

○プラントに不具合があった場合には、原因を究明して改善案を提案している。

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ

概要：残渣排出作業や手選別作業
を安全に行うことができる能力
（破砕・圧縮系中間処理）

概要：自社のプラント機器類の構
造と処理メカニズムを理解し、的
確に操作できる能力

①選別

②選別ラインの管理

①プラント運転

②プラント運転管理
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レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識

○運転マニュアル等に基づいて、部下に随時指導、周知徹底を行い、安定的な施設の稼動に取り組
んでいる。

○運転状況の記録を中・長期的に確認し、処理条件や状況に関わる変化、異常がないか確認してい
る。

○講習会の受講等により、危険物取扱いや化学反応に関する知識習得・資格取得のための自己研鑽
に取り組んでいる。

○管理技術者や法に定める各種取扱い責任者と常に連絡を取り、安全、保守が適正に実施されてい
るか把握している。

8. 搬出作業 ○物流計画・委託先受入れ状況を踏まえ、輸送中に事故が起こらないように、荷姿や運転手段を
チェックしている。

○物流計画・委託先受入れ状況を踏まえ、輸送中に事故が起こらないような荷姿、運転手段を
チェックして担当者を指導している。

○自社の搬出手順規定に従って作業を行っている。

○自社のプラントからの搬出物の性状を把握し、起こりうる危険を予測して事前回避措置を講じる
等、常に安全を心がけて搬出作業を行っている。

○講習会を受講する等、危険物の取扱いや化学反応の特性に関する専門知識の向上に取り組んでい
る。

○搬出作業に使用する重機等の性能・操作に熟知し、常に最良の状態を保つためメンテナンスに努
めている。

○過去の搬出作業における異常事例等を把握し、搬出物の性状等を踏まえて起こりうる危険を予測
して事前回避措置を講じるよう、部下に指示している。

○物流担当者と円滑なコミュニケーションを図り、搬出をスムーズに行っている。

③その他 ○普段から上司や先輩と相談しながら作業時の問題解決を図っている。

9. マニフェスト交付 ○マニフェストに記載すべき事項がもれなく記入されており、また収集・受入れ品目、積荷・搬入
量がマニフェストと一致していること、さらに委託契約書が締結されていることを確認し、サイン
している。

○社内のマニフェスト事務担当者とマニフェストの授受を適切に行っている。

○排出事業者からマニフェストについて質問があった場合、適切に回答をしている。

○マニフェスト制度を理解し、記載項目や内容と搬出する残渣等との整合を確認して、廃棄物とそ
の排出先ごとにマニフェストを交付している。

・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法

・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　

概要：処理後の残渣や再生品を適
切に搬出できる能力（焼却・溶解
系、中和・脱水系中間処理）

概要：残渣等の最終処分や二次中
間処理に対し、排出事業者として
二次マニフェストの記載と交付を
行う能力

①マニフェスト確認

②二次マニフェストの記入・
交付

①搬出選別

②搬出作業
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レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識

○廃棄物の排出先ごとに異なる記入の考え方やマニフェスト作成の要領を踏まえ、円滑にマニフェ
ストを記入している。

10. 清掃・日常点検 ○装置点検を始める前に日常点検を実施しており、異常な音や熱、可動部分への給油、部品や配電
系統等に破損がないか確認し、清掃を行っている。

○点検項目、清掃箇所について取扱い説明書やマニュアルを参照し、点検方法等を確認しており、
一通りの保守点検を行っている。

○処理機器のメンテナンス方法に習熟し、部下に指導している。

○定期的に点検すべき項目を知っており、取扱い説明書、マニュアルに基づいて点検を行ってい
る。

○各部品の耐用期限を理解しており、交換すべき時期を把握している。

○必要な部品類を確認し、必要な場合には納入業者に連絡をしている。

11. 改善・保守・補修 ○各設備の特性や操業ラインの実態を把握している。

○各設備、機器の点検作業を実施し、欠陥や不具合の兆候を発見している。

①保全作業の理解と段取り １．設備管理における設備保全の意義
・設備管理
・自主保全の必要性

３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱に関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

７．設備関連知識
・機械一般
・電気一般
・機械系の保全方法
・電気系の保全方法

概要：自社設備全般の修復及び部
品交換を指示し 定期保守計画を

概要：安定的操業のために、自社
設備のメンテナンスを実施し、必
要に応じて、修復及び部品交換を
行う能力

①日常点検・清掃

②定期点検
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レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識

○設備管理のライフサイクル、故障メカニズム等を考慮しながら、日常の保全計画を作成してい
る。

○設備の異常時に、異常の原因を発見し、その原因に応じた対応措置を講じている。

○設備の異常時に、自社で対応可能な範囲かどうか判断し、必要に応じてメーカーに協力を依頼し
ている。

○設備の修理時には、工程の遅れ、混乱等関係者への影響を考慮しながら対策を講じている。

○予防、予知の重要性を理解し、設備の特性を踏まえて、優先度、重要度に沿った保全活動を実施
している。

○不具合の修理完了後、作動、安全性等を確認し、再発防止対策を行っている。

○日常から、施設・設備に関し作業責任者に対してヒアリングを行い、保全の状況について確認し
ている。

○保全活動の履歴を作成し、設備ごとの故障傾向をまとめ、今後の対策に活用している。

○保全業務に関し自己評価を行い、今後改善すべき点を整理し、上司に積極的に具申している。

12. 環境への対応※L4と共通 ○自社施設に関わる有害物資や大気、水質、土壌汚染、騒音、悪臭等に関する法的関連事項を把握
している。

○廃棄物処理、環境に関わる広域、地域の法的要求事項を把握している。

○遵守すべき法的要求事項に対し、自社が適合しているかどうか定期的に評価している。

○処理施設に求められる環境管理項目（排ガス、排水、ダイオキシン類等）を把握し、それぞれの
計測方法を理解している。

○自社の計測設備を使い、定められた手順に沿って、各種計測を実行している。

○分析結果を記録表に取りまとめ管理している。

○定期的に自社の施設を巡回し、現場の確認を行い、担当者と密なコミュニケーションをとってい
る。

○法的要求事項の変化、排出者の廃棄物排出動向を踏まえ、自社の施設、処理方法に対し、改善す
べき点、対応すべき点を明確にしている。

○自社の施設、処理方法の改善すべき点、対応すべき点について、検討すべきテーマを設定し、関
係者とともに検討している。

○事故、トラブルの要因となる改善点について、先手の対策を打ち、リスクを早い段階でつぶして
いる。

○自社の施設、処理方法の改善点、対応手法について、その事業性を評価し、設備改善や新規設備
の導入の是非を判断している。

○工程の抱える問題点を的確にとらえ、具体的な設備改善を検討している。

○設備改善案について、投資回収の試算をしている。

○社内外のエンジニアリングの専門家と意見交換を行い、設備改善を具体化している。

②保全の実施

③保全の評価

自主保全の必要性
・設備高度化の設備保全への影響
・設備診断と設備保全の活用

・設備災害の防止
・作業条件の変更と適切な保全

２．設備保全の役割
・投資計画から設計段階
・設備建設から廃棄
・事後保全と予防保全

３．設備の劣化
・設備劣化のとらえ方
・設備劣化とその損失
・設備劣化の抑制

４．設備保全の制度と手続き
・日常保全
・設備検査
・設備修理
・データベース

５．機械一般
・機械の種類、構造、機能及び用途

６．電気一般
・電気用語、電気機械器具の使用方法
・電気制御装置の基本回路

７．機会保全法一般
・機械保全計画、機械の修理及び改良

８．材料一般
・金属材料の種類、性質及び用途
・金属材料の熱処理

９．安全衛生
・安全衛生に関する詳細な知識

品交換を指示し、定期保守計画を
立案、実行する。また、設備の検
査を行い、改善計画を立案、実行
する能力

１．環境管理の理解
・エコマネジメント体系
・PRTR制度（Pollutant Release and Transfer Register）
・環境負荷コスト
・省資源活動
・グリーン購入・調達
・日常点検

２．環境管理関連法規
・関連法規の体系と構成
・環境基本法
・環境関連法規の概要

３．環境管理体制の確立
・環境マネジメントシステム（ISO14000シリーズ、PDCAサイクル）
・環境リスクマネジメント
・ゼロエミッション化
・環境会計、環境監査
・ライフサイクルアセスメント

概要：法令や各種基準等、廃棄物
処理をとりまく制約に対し、自社
の処理工程、設備の改善等を通じ
て対応していく能力 ②環境計測

③事業環境への対応方法の立
案

④設備改善

①法令、基準の動向把握
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最終処分（L2）

レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
1. マニフェスト確認 ○マニフェストに記載すべき事項がもれなく記入されており、また収集・受入れ品目、積荷・搬入

量がマニフェストと一致していること、さらに委託契約書が締結されていることを確認し、サイン
している。

○収集運搬業者、処理・処分業者等と適切にマニフェストを授受している。

○社内のマニフェスト事務担当者とマニフェストの授受を適切に行っている。

○排出事業者からマニフェストについて質問があった場合、適切に回答をしている。

2. 検査・分析 ○自社の台貫、計測の仕組みをもとに、受入れに際し、廃棄物の品目や荷姿ごとに台貫、計測する
方法、内容を理解している。

○台貫、計測の手順に沿って、適切に台貫、計測を行い、正確な受入れ量を記録している。

○自社の許可品目を知っており、受入れができない品目を理解している。

○受入れ前の廃棄物に対し、どのような検査・分析を実施すればよいか判断し、その段取りをして
いる。

○検査・分析に必要な機器の操作方法、必要な保護具の種類を知り、手順に則り、円滑に操作して
いる。

○受入れ可否を判断する基準をもとに、検査・分析の結果を確認している。

○検査の結果を客観的に記録し、報告書類としてまとめて、上司、関係者に伝達している。

○経験のない廃棄物品目であっても、マニュアルや上司の指示に基づき、適切に検査・分析方法を
選択している。

3. 受入れ管理 ○入手した廃棄物サンプルについて、社内または外部委託により、受入れ基準項目の溶出試験を実
施している。

○水処理施設や埋立て施設の作業性を把握するための、性状試験を実施している。

○排出事業者からの情報、廃棄物の試験結果等を踏まえ、処理の難易度、受入れの条件、作業性等
からみて、受入れ可否を判断している。

○自社で計量した搬入量とマニフェストとの整合を確認し、排出事業者から搬入予定の廃棄物の量
と受入れの廃棄物の量が同じであることを確認している。

○抜取り検査、目視検査により、排出事業者から搬入予定の廃棄物の性状と受入れの廃棄物が同じ
であることを確認している。

○搬入の廃棄物の質ないし量に疑いがある際、廃棄物を返却すべきか判断し、搬入検査報告書を発
行している。

○過去にあった不適合の搬入に関するケースについて、把握している。

○不適合品が搬入された際に排出事業者に連絡し、原因究明および対応策の検討を依頼している。

○廃棄物処理法や処分場の許可を踏まえ、処分場に受入れ可能な廃棄物の種類と量を把握してい
る。

○廃棄物の性状や危険性について理解している。

概要：最終処分工場の廃棄物受け
入れを検討し、その可否を判断す
る一連の工程を管理する能力

概要：マニフェスト制度を理解
し、排出事業者から交付されたマ
ニフェストの記載内容の確認やマ
ニフェストを排出事業者ごと、日
付ごと等に保管･管理する能力

概要：受入れの判断を円滑に進め
るにあたり、受入れ前の廃棄物の
性状、内容を検査・分析する能力

①マニフェスト確認

①台貫・計測

②検査・分析

②受入れにあたっての確認と
不適合への対応

③受入れにあたっての基礎的
知識

①受入れの検討

L2 １．マニフェスト制度の趣旨

２．対象となる廃棄物

３．マニフェストの記入方法

４．マニフェストの入手方法

５．産業廃棄物とマニフェストの流れ

６．委託契約の必要性

７．マニフェストの義務と罰則

８．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．産業廃棄物の概要
・廃棄物の定義
・廃棄物の物理的化学的性質
・特別管理産業廃棄物の種類と性状

２．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置
・危険物取扱いに関する知識

３．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．最終処分
・処分場の構造指針
・埋立て処分技術
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レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
○水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法等を理解し、周辺地域への影響を低減するそれぞ
れの管理方法を把握している。

4. 受入れ作業管理 ○埋立て計画、廃棄物の種類を考慮して、効率的で危険のない荷下ろし場所を指示している。

○各種作業日報の報告システムを確立し、適切に運用している。

○作業日報に異常や特記すべき事項が発生した場合には、その原因を追究し、責任者に報告してい
る。

○各種作業の効率化、合理化に取り組んでいる。

○予定される受入れ廃棄物に対し、部下（受入れ作業者）を適切に配置し、受入れ上の注意点等に
ついて適切に指導できる。

○搬入の廃棄物の質ないし量に疑いがある際に、廃棄物を返却すべきか、判断し、搬入検査報告書
を発行している。

○過去にあった、不適合の搬入に関するケースについて、把握している。

○不適合品が搬入された際に、排出事業者に連絡し、原因究明および対応策の検討を依頼してい
る。

○廃棄物処理法や処分場の許可を踏まえ、処分場に受入れ可能な廃棄物の種類と量を把握してい
る。

○廃棄物の性状や危険性について、理解している。

○水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法等を理解し、周辺地域への影響を低減するそれぞ
れの管理方法を把握している。

5. 埋立て作業管理 ○廃棄物処理法や処分場の許可条件を踏まえ、処分場に受入れ可能な廃棄物の種類と量を把握して
いる。

○廃棄物の性状や危険性について理解している。

①受入れ作業管理

②受入れにあたっての確認と
不適合への対応

③受入れにあたっての基礎的
知識

概要：最終処分場の受入れ作業を
円滑、適正に実施するためにその
工程を管理する能力

①埋立てにあたっての基礎的
情報の入手

概要：最終処分場の埋立て作業の
管理、監視を行う能力

・施設整備技術
・埋立て構造物の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

７．関連知識
・土木工学基礎知識
・化学用語基礎知識
・建設機械に関する知識
・処理施設に関する知識
・電気に関する知識

８．水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法の概要
１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．最終処分
・処分場の構造指針
・埋立て処分技術
・施設整備技術
・埋立て構造物の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

７．関連知識
・土木工学基礎知識
・化学用語基礎知識
・建設機械に関する知識
・処理施設に関する知識
・電気に関する知識

８．水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法の概要
１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準
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レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
○水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法等を理解し、周辺地域への影響を低減するそれぞ
れの管理方法を把握している。

○埋立て箇所に応じて、重機や作業車、必要な人員を配置している。

○ミーティングを通じて、部下（埋立て作業者）に作業内容や埋立て、覆土の位置を指示してい
る。

○廃棄物の搬入開始前、終了後に、埋立て機材、保安機材等の点検を実施し、必要に応じて清掃作
業を行うよう指示している。

○廃棄物の受入れの際に、不適物がないことの確認を作業員に徹底している。

○埋立て作業にあたり、構造的な強度や施工上の安全、廃棄物の飛散性や化学反応を考慮しながら
埋立て作業手順を指示している。

○覆土作業を含め、廃棄物の飛散防止、防臭対策を実施している。

○作業日報への必要事項の記入を部下（埋立て作業者）に指示し、内容をチェックしている。

○安全運転のための確認、点検等必要な措置をとっている。

○作業中の事故、トラブルへ繋がる危険について把握している。

○埋立て後、埋立て高の計測、地形測量または縦横段測量により、出来形を把握している。

○埋立て地の表層を定期的に測量し、沈下量を把握している。

○埋立ての進捗状況にあわせて、ガス抜き管の追加施工や場内排水施設の設置等、必要な場内整備
を実施している。

○（管理型処分場における）遮水工の破損現象を想定し、防止策を講じている。

○カラスや害虫の発生に対し、防除処置を実施している。

6. 清掃・日常点検 ○管理項目、管理基準、管理頻度をもとに日常点検を実施しており、各施設に異常、損傷がないか
確認し、清掃を行っている。

○点検項目、清掃箇所について取扱い説明書やマニュアルを参照し、点検方法等を確認しており、
一通りの保守点検を行っている。

○処理機器のメンテナンス方法に習熟し、部下に指導している。

○実施した点検、検査、その他の措置の内容を定められたフォーマットに正確に記録し、部下の記
録を確認し、対応すべき異常や損傷がないことを確認している。

○定期的に点検すべき項目を知っており、取扱い説明書、マニュアルに基づいて、点検を行ってい
る。

○各部品の耐用期限を理解しており、交換すべき時期を把握している。

○必要な部品類を確認し、必要な場合には納入業者に連絡をしている。

○実施した点検、検査、その他の措置の内容を定められたフォーマットに正確に記録し、部下の記
録を確認し、対応すべき異常や損傷がないことを確認している。

7. 改善・保守・補修 ○各設備の特性や操業ラインの実態を把握している。

○各設備、機器の点検作業を実施し、欠陥や不具合の兆候を発見している。

○設備管理のライフサイクル、故障メカニズム等を考慮しながら、日常の保全計画を作成してい
る。

○設備の異常時に、異常の原因を発見し、その原因に応じた対応措置を講じている。

○設備の異常時に、自社で対応可能な範囲かどうか判断し、必要に応じてメーカーに協力を依頼し
ている。

○設備の修理時には、工程の遅れ、混乱等関係者への影響を考慮しながら対策を講じている。

○予防、予知の重要性を理解し、設備の特性を踏まえて、優先度、重要度に沿った保全活動を実施
している。

○不具合の修理完了後、作動、安全性等を確認し、再発防止対策を行っている。

○日常から、施設・設備に関し作業責任者に対してヒアリングを行い、保全の状況について確認し
ている。

○保全活動の履歴を作成し、設備ごとの故障傾向をまとめ、今後の対策に活用している。

①保全作業の理解と段取り

概要：自社設備全般の修復及び部
品交換を指示し、定期保守計画を
立案、実行する。また、設備の検
査を行い、改善計画を立案、実行
する能力 ②保全の実施

③保全の評価

概要：処分場の機能を保全し、事
故を未然防止するために、設備の
メンテナンスを実施し、必要に応
じて、修復及び部品交換を行う能
力

②埋立て、覆土作業管理

③作業中の安全確保

④埋立て箇所の維持管理

①日常点検・清掃

②定期点検

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．最終処分
・廃棄物の適正処理における最終処分の位置づけ
・埋立て処分技術
・施設整備技術
・埋立て構造物の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

７．水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法の概要

１．清掃、点検に関わる社内基準
・対象施設
・清掃、点検管理における管理項目
・頻度
・清掃、点検方法
・目視方法
・測定器、水準器等の種類と活用方法

２．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

３．設備関連知識
・機械一般
・電気一般
・機械系の保全方法
・電気系の保全方法

１．設備管理における設備保全の意義
・設備管理
・自主保全の必要性
・設備高度化の設備保全への影響
・設備診断と設備保全の活用
・設備災害の防止
・作業条件の変更と適切な保全

２．設備保全の役割
・投資計画から設計段階
・設備建設から廃棄
・事後保全と予防保全

３．設備の劣化
・設備劣化のとらえ方
・設備劣化とその損失
・設備劣化の抑制
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レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
○保全業務に関し自己評価を行い、今後改善すべき点を整理し、上司に積極的に具申している。

8. モニタリング ○廃棄物処理法や処分場の許可条件を踏まえ、処分場に受入れ可能な廃棄物の種類と量を把握して
いる。

○廃棄物の性状や危険性について、理解している。

○水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法等を理解し、周辺地域への影響を低減するそれぞ
れの管理方法を把握している。

○処分場の環境基準を定める各法令を理解し、埋立て処分基準を把握している。

○最終処分場に要求される水質、ガス等検査・分析の方法を知っている。

○水質、ガス等検査・分析機器の操作方法を知っている。

○指示、マニュアル等に基づき、検査・分析を必要な期間に実施し、環境基準等に照らし、分析結
果を適切に判定している。

○検査・分析結果をまとめ、公的に要求される資料としてまとめている。

③環境対策の実施 ○許容基準を超える検査・分析結果が出た際に、上司及び関係部署に連絡している。

概要：埋立て廃棄物、浸出水、埋
立てガス等についてモニタリング
を実施し、周辺環境への影響がな
いことを確認する能力

②水質等各種検査の実施

①処分場に求められる環境対
策の理解

４．設備保全の制度と手続き
・日常保全
・設備検査
・設備修理
・データベース

５．機械一般
・機械の種類、構造、機能及び用途

６．電気一般
・電気用語、電気機械器具の使用方法
・電気制御装置の基本回路

７．機会保全法一般
・機械保全計画、機械の修理及び改良

８．材料一般
・金属材料の種類、性質及び用途
・金属材料の熱処理

９．安全衛生
・安全衛生に関する詳細な知識

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．最終処分
・処分場の構造指針
・埋立て処分技術
・施設整備技術
・埋立て構造物の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

７．関連知識
・土木工学基礎知識
・化学用語基礎知識
・建設機械に関する知識
・処理施設に関する知識
・電気に関する知識

８．水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法の概要
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レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
9. 施設管理 ○廃棄物処理法や処分場の許可条件を踏まえ、処分場に受入れ可能な廃棄物の種類と量を把握して

いる。

○廃棄物の性状や危険性について、理解している。

○水質汚濁防止法、大気汚染防止法、臭気防止法等を理解し、周辺地域への影響を低減するそれぞ
れの管理方法を把握している。

○廃棄物の飛散、流出、悪臭、騒音等の予防措置を講じている。

○公共の水域及び地下水汚染の予防措置を講じている。

○許容基準を超える検査・分析結果が出た際に、水処理施設等の改善を立案している。

○場内を定期的に巡回し、主要施設（貯留構造物等）、管理施設（計量設備等）、関連施設（飛散
防止設備等）、等各施設に異常がないかどうか点検している。

○維持管理記録に必要事項を記載している。

○各作業、または設備ごとに維持管理のためのマニュアル、チェックリストを作成している。

○行政の求めによる実績報告、検査に際し、適切に資料を準備し対応している。

10. 環境への対応※L4と共通 ○自社施設に関わる有害物資や大気、水質、土壌汚染、騒音、悪臭等に関する法的関連事項を把握
している。

○廃棄物処理、環境に関わる広域、地域の法的要求事項を把握している。

○遵守すべき法的要求事項に対し、自社が適合しているかどうか定期的に評価している。

○処理施設に求められる環境管理項目（排ガス、排水、ダイオキシン類等）を把握し、それぞれの
計測方法を理解している。

○自社の計測設備を使い、定められた手順に沿って、各種計測を実行している。

○分析結果を記録表に取りまとめ管理している。

○定期的に自社の施設を巡回し、現場の確認を行い、担当者と密なコミュニケーションをとってい
る。

○法的要求事項の変化、排出者の廃棄物排出動向を踏まえ、自社の施設、処理方法に対し、改善す
べき点、対応すべき点を明確にしている。

○自社の施設、処理方法の改善すべき点、対応すべき点について、検討すべきテーマを設定し、関
係者とともに検討している。

○事故、トラブルの要因となる改善点について、先手の対策を打ち、リスクを早い段階でつぶして
いる。

○自社の施設、処理方法の改善点、対応手法について、その事業性を評価し、設備改善や新規設備
の導入の是非を判断している。

○工程の抱える問題点を的確にとらえ、具体的な設備改善を検討している。

○設備改善案について、投資回収の試算をしている。

概要：処分場の環境対策、またそ
のための施設設備について、立
案、実行し、適切な環境維持を図
る能力

①関連知識の理解

②環境対策の実施

③維持管理

①法令、基準の動向把握 １．環境管理の理解
・エコマネジメント体系
・PRTR制度（Pollutant Release and Transfer Register）
・環境負荷コスト
・省資源活動
・グリーン購入・調達
・日常点検

２．環境管理関連法規
・関連法規の体系と構成
・環境基本法
・環境関連法規の概要

３．環境管理体制の確立
・環境マネジメントシステム（ISO14000シリーズ、PDCAサイクル）
・環境リスクマネジメント
・ゼロエミッション化
・環境会計、環境監査
・ライフサイクルアセスメント

概要：法令や各種基準等、廃棄物
処理をとりまく制約に対し、自社
の処理工程、設備の改善等を通じ
て対応していく能力 ②環境計測

③事業環境への対応方法の立
案

④設備改善

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状

３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．最終処分
・処分場の構造指針
・埋立て処分技術
・施設整備技術
・埋立て構造物の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

７．関連知識
・土木工学基礎知識
・化学用語基礎知識
・建設機械に関する知識
・処理施設に関する知識
・電気に関する知識

８．水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法の概要
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レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
○社内外のエンジニアリングの専門家と意見交換を行い、設備改善を具体化している。
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共通能力（L2）

レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
1. 廃棄物処理法（廃掃法）及
び業界の基礎知識

○法における廃棄物の定義、業・施設の許可、適正処理、排出者責任等の考え方を理解している。

○自身の業務が法と関わる点を理解し、どういったことが法に違反するか理解している。

○廃掃法のうち、処理業者に適用される産業廃棄物処理基準、処理業の許可、処理施設の設置許
可、また罰則について、理解している。

○廃棄物の処理の流れを、廃棄物処理業者の関わりとともに理解している。

○自社が廃棄物処理の流れのどこに位置するか理解し、適正処理のために果たしうる役割を認識し
ている。

③情報の収集 ○行政や業界における、廃棄物その他環境に関わる動きを、新聞記事等を通じ収集し、同僚や部下
と共有している。情報の収集には、法令の改正や事故事例を含む。

2. 安全衛生及び諸ルールの遵
守

○就業規則等会社の基本ルールを把握し、常にこれを遵守している。

○会社や工場の定める安全規定の内容を正しく理解し、これに反する行動は行っていない。

○安全衛生行動を率直に垂範するとともに、後輩社員が危険な行動をとろうとしている場合には、
未然に是正指導している。

○産業廃棄物処理の重要性を認識し、細心の注意をもって業務を遂行している。

○事故等トラブル発生時にも冷静に対応し、部下や後輩が慌てている際には冷静な行動を促す等、
危険の拡大防止に向けた行動をとっている。

○事故発生時には、人命の安全確保を最優先し、初期消火活動等事故対応を行っている。

○担当者として、発生した事故の原因を分析し、再発防止に向けた改善策を提案している。

○安全な職場作りのため、チームワークを実践している。

○知識をベースに経験を交えて後輩社員に安全教育を実施している。

○知識・経験を活用して危険予知を実施し、潜在的危険要因を抽出することで、危険ゼロを目指し
ている。

○危険を予知し不安全行動を防ぐために、リスクアセスメント活動、ＫＹ（危険予知）活動に積極
的に参加している。

○ヒヤリ・ハット活動等安全確保に向けて組織的に取り組んでいる場合には、中心となって活動に
参加している。

④安全衛生教育 ○安全衛生規定等を基本に、機械・廃棄物の危険・有害性、安全装置・保護具の取扱い、作業手
順、発生する恐れのある疾病、事故時の対処・措置、労働者の指導・監督等について理解してい
る。

3. 環境保全への取組み ○地球環境問題や地域の環境問題等に関心を持ち、環境保全への取組みの背景を理解している。

○自社の企業理念や環境方針について、どのような環境保全に取り組まなければならないのか、行
動指針として理解している。

○産業廃棄物処理業としての特徴、自社の特徴をとらえ、自分の業務における環境負荷を理解して
いる。

○自分たちの業務において、著しい環境影響を与える業務を理解している。

○自分の業務に適用される環境関連法規を理解している。

○産業廃棄物処理業としての特徴、自社の特徴をとらえた効果的な環境保全活動を実施している。

○日常生活においても、省エネ・省資源等の環境に配慮した行動をとっている。

○協力業者への発注において、環境保全に対する要求をしている。

○自分の業務に適用される環境法規制を確認し、環境関連法規に則った業務遂行を行っている。

L2

②環境保全の実施

①廃棄物処理法の理解

②業界の構造の理解

概要：５S等職場の安全衛生規
定や諸ルールを守りながら、
安全に作業を推進する能力と
取組み姿勢

①環境保全の理解

概要：環境保全活動を積極的
に推進し、社会的責任を果た
す能力

③一層の安全確保の推進

概要：業務の根幹にある法規
制とその背景にある考え方、
並びに業界の構造や特徴を理
解し、業務遂行上の責任を意
識する能力

１．労働安全衛生法
・安全衛生管理組織

２．就業規則など会社・工場の基本ルール

３．会社の定める安全規定等
・作業手順書
・仕業点検の項目と内容
・安全装置、保護具（安全帽、安全靴、安全手袋等）
・安全標識（防火標識、禁止標識、危険標識、注意標識、誘導標識等）
・５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動
・事故発生時の一時処置、緊急時連絡ルート等

４．安全確保に関する知識
・ハインリッヒの法則
・リスクアセスメント活動
・ヒヤリ・ハット活動
・KY活動
・不安全状態と不安全行動
・ヒューマンエラー

５．健康障害とその防止策に関する知識
・有害物質による健康障害（ガス、粉じん、蒸気、廃液等）
・有害エネルギーによる健康障害（騒音・振動等）
・作業要因による健康障害

１．廃棄物処理法の位置づけ
・環境基本法、循環型社会形成推進基本法との関連
・資源有効利用促進法との関連
・物品に応じたリサイクル法との関連

２．廃棄物処理法
・法の目的
・廃棄物の定義（特別管理廃棄物を含む。）
・処理責任
・処理業の規制（欠格要件を含む。）
・処理施設等の規制
・産業廃棄物管理票（マニフェスト）等

３．廃棄物処理法を補完するもの
・マニュアル・ガイドライン等の指針
・条例・要綱

４．適正処理、再生利用について

５．排出事業者の責任と処理業者の責任

１．環境に関する知識
・地球温暖化、オゾン層の破壊、生物多様性の減少等の地球環境問題
・公害問題
・持続可能な社会（循環型社会、低炭素社会、自然共生社会）
・省エネ、省資源、資源・エネルギー回収
・環境物品等の調達、環境配慮契約

２．環境マネジメントに関する知識
・環境アセスメント
・環境マネジメントシステム（ISO14001、エコアクション等）
・環境報告書
・環境に関する教育訓練
・環境汚染に関する緊急事態
・環境に関する近隣対応

①諸ルールの遵守

②事故・緊急事態発生時の対
応
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③環境保全の評価及び改善 ○環境保全の実施状況をチェックし、不具合があれば改善している。

4. 顧客対応 ○顧客の事業内容や受入れ処理している廃棄物について、把握している。

○接客マナーを心得て顧客と接している。

○顧客の構内規則（入出門ルール、喫煙、飲食、立入り禁止等）を知り、遵守している。

○求めに応じ、自社の取扱い品目や体制等について、顧客に説明している。

〇求めに応じ、施設の実地確認を受け入れる。

○顧客との約束事は厳守する等、日頃から信頼関係の構築に取り組んでいる。

○危険物や特殊品目における料金を顧客に説明している。

5. トラブル対応・予防策 ○起こりうるトラブルの現象を整理し、過去の事例をもとに原因追求方法や対応策を対応マニュア
ルに取りまとめている

○設備故障時に即時運転再開ができるような必要備品・パーツのストックを確保している。

○廃棄物等有害物質が周辺に飛散、流出しないよう事前対策を講じている。

○設備の故障や性能の劣化に対し、関係者と協議して、停止や再開の判断・指示を行い、修理・調
整を指揮している。

○トラブル発生時の社内外の連絡手順を熟知し、トラブル発生時に関係者に事実を正確に伝えてい
る。

6.地域対応・行政対応 ①地域とのコミュニケーショ
ン

○地域住民と双方方向のコミュニケーションを行っている。

②社会貢献 〇環境美化、ごみ拾い、行事への参加など、地域との協働に努めている。

③地域への情報発信 ○事業内容に関する情報を地域に発信している。

④行政との対応 ○業許可権者である都道府県・廃掃法政令市等と廃掃法・条例の運用等に関して相談できる。

１．町内会等の地域社会の状況、地域との協定

２．地域の社会活動

３．リーフレット、インターネット等の発信手段

４．都道府県・廃掃法政令市の担当課、都道府県産業廃棄物協会

概要：地域と良好なコミュニ
ケーションづくりを行い、地
域との協働を行い、事業内容
に関する情報を発信する、ま
た、業許可権者である行政部
局と相談できる能力

①接客

②顧客関係の維持

概要：顧客や取引先との接触
や折衝を円滑に行うととも
に、顧客関係を維持する能力

概要：トラブルが発生した場
合にその原因をとらえ対応策
を立案し、現場に指示をする
とともに、事前措置を講じる
ことができる能力

①トラブル予防

②トラブル対応

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準（保管を含む。）

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約書の作成
・マニフェスト制度のしくみ
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．収集・運搬
・廃棄物ごとの収集・運搬方法
・収集・運搬車両の種類と性能・特性
・保管・運搬容器
・積替え保管施設
・収集・運搬機材の維持管理、点検方法
・収集・運搬業に係る法規制（自動車三法等）

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．リスクの種類
・リスクの定義
・リスクの種類

２．リスクマネジメントの基礎知識
・リスクマネジメントの基本的な考え方

３．保安・防災の基礎知識
・保安の基礎
・防災の基礎

４．会社の緊急時組織図（連絡体制等）に関する知識

５．会社の定める危機管理に関するマニュアルの内容に関する知識

３．環境に関係する法令に関する知識
・環境基本法
・循環型社会形成推進基本法
・廃棄物処理法、資源有効利用促進法
・建設リサイクルその他のリサイクル法
・騒音規制法、振動規制法
・大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法
・PCB特別措置法
・放射性物質汚染対処特別措置法
・地球温暖化対策推進法
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収集運搬（L2）

レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
1. 収集 ○自社の許可品目を知っており、品目ごとに正しく取り扱っている。

○収集品目の性状や危険性を知っており、安全に取り扱っている。

○廃棄物処理法を知っており、処理基準（収集運搬）に則った取扱いをしている。

○収集する廃棄物の種類と量を確認している。

○排出事業者からマニフェストの交付を受け、収集品目がマニフェストどおりであることを確認し
ている。

○安全に運搬するための積み方を踏まえた積込みを行っている。

○手元、足元の安全を十分に確認し、飛び降り等不安全な行動をしていない。

○運搬車両の種類、特性を理解して積込みをしている。

○車両の積載量を把握しており、過積載をしない。

○積込みのために必要な機器を選択でき、操作している。

○廃棄物の種類、収容容器を選別でき、飛散や漏洩のないよう、安全かつ効率的な積込みをしてい
る。

○不適合品や不純物を選別して積込みを行っている。

○悪臭、騒音、振動の発生や飛散、落下、流出の予防措置を講じている。

○積下ろし時を想定した積込みをしている。

○積込み後の敷地の清掃をしている。

○積下ろしの日時・場所を確認して積下ろしをしている。

○積下ろしのために必要な機器を選択でき、操作している。

○運搬品目を確認して受渡しをしている。

○マニフェストどおりに搬入したことを確認している。

○搬入先の要望を把握し、搬入先の作業効率に配慮した積下ろしをしている。

2. 運搬 ○車両の種類に応じて、資格を有し、運搬を行っている。

○急ブレーキ、急ハンドル、急な車線変更等を行っていない。

○廃棄物処理法を知っており、処理基準（収集運搬）に則った取扱いをしている。

○危険物や有害物を積載していることを意識し、安全運転のための必要な措置をとっている。

○アイドリングストップ等省エネ運転(エコドライブ)を実施している。

○運搬車両の種類と性能・特性を知って運転している。

○事前に目的地までの適切なルートを検討し、出発時には頭に入れている。

○車両運行時間の管理をしている。

○遅滞することなく、日報への必要事項の記入を行っている。

○運搬中の事故、トラブルへの初期対応や被災者の応急処置方法について知っている。

○運搬車両の点検、整備について、手順を踏まえ、正しく行っている。

L2

概要：排出事業所を訪問し、
適切に廃棄物を収集し、安全
性や作業の効率を考慮して、
積込み、積下ろしを行う能力

概要：交通法規を遵守して廃
棄物を安全かつ効率的に目的
地まで運搬する能力

③積下ろし

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準（保管を含む。）

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約書の作成
・マニフェスト制度のしくみ
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．収集・運搬
・廃棄物ごとの収集・運搬方法
・収集・運搬車両の種類と性能・特性
・保管・運搬容器
・積替え保管施設
・収集・運搬機材の維持管理、点検方法
・収集・運搬業に係る法規制（自動車三法等）

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・自社顧客情報
・自社協力会社

①収集品確認

②積込み

１．交通法規
・道路交通法
・運行管理規定
・労働安全衛生法

２．トラックの知識
・構造特性
・死角と安全確認
・緊急時のブレーキング

３．安全運転の知識
・高速走行
・夜間走行
・危険予測と回避
・危険予知訓練
・運転業務と疲労

４．収集・運搬
・収集・運搬車両の種類と性能・特性
・保管・運搬容器
・積替え保管施設
・廃棄物ごとの収集・運搬方法
・収集・運搬機材の維持管理、点検方法
・収集・運搬業に係る法規制（自動車三法等）

５．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・自社顧客情報
・自社協力会社

③トラブルの予防と対応

②運行管理

①車両の運転
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3. 車両点検 ○点検の目的を知り、予防点検を行う背景を理解している。

○日常点検と、定期点検の意味を知り、それぞれ行うべき頻度を理解している。

○廃棄物処理法を知っており、車両表示義務等、処理基準（収集運搬）に則った取扱いをしてい
る
○車両ごとに点検項目と点検方法を知っており、始業時等日常的に点検している。

○点検の結果をチェックリスト等に記録し、整備が必要な部分が発見されれば、速やかに必要な措
置を講じている。

○エンジン音や振動等から、車両の不調や異常を察知している。

○部下の日常点検結果を確認し、点検漏れのチェックを行い、また整備を講じる必要のある点につ
いて措置を講じている。

〇運転者、作業者の健康状態を確認している（アルコールチェックを含む。）。

○作業終了時等に洗車を行っている。

○必要な箇所に給油、給脂を行っている。

○整備を行うにあたり、確認や安全対策等を行っている。

○安全を確保した整備作業のために、部下に留意点等を周知徹底している。

4. マニフェスト確認 ○マニフェスト制度を理解し、廃棄物引渡し時に排出事業者から交付を受けている。

○マニフェストに記載すべき事項がもれなく記入されており、また収集・受入れ品目、積荷・搬入
量がマニフェストと一致していることを確認し、サインしている。

○廃棄物処理法を知っており、マニフェスト制度に則った取扱いをしている。

○社内のマニフェスト事務担当者とマニフェストの授受を適切に行っている。

○排出事業者からマニフェストについて質問があった場合、適切に回答をしている。

○排出事業者ごとに異なるマニフェストの記入の考え方を理解し、記入内容について確認すべき点
を分かっている。

5. 積替え・保管 ○効率的な積替えを行っている。

○搬入・搬出品目の確認をしている。

○廃棄物処理法を知っており、処理基準（積替保管）に則った取扱いをしている。

○排出事業者ごと、廃棄物の種類ごとの保管方法を知っており、適正な保管方法を選択している。

○保管施設の役割、基準を把握している。

○廃棄物によって保管施設で使用する機器の選択をし、操作している。

○搬入物が有価物であるかを選別している。

②保管

概要：廃棄物の安全な運搬の
ため、車両を日々点検する能
力

概要：マニフェスト制度を理
解し、排出事業者から交付さ
れたマニフェストの記載内容
を確認する能力

概要：収集した廃棄物を搬入
先に効率的に運搬するため、
廃棄物の種類ごと、搬入する
施設ごとに分類し、安全に積
替え、保管を行う能力

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準（保管を含む。）

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約書の作成
・マニフェスト制度のしくみ

く

①点検の目的の理解

②日常点検

③保全と整備

１．コンプライアンス
・輸送安全規則
・自動車点検基準
・道路運送車両法
・保安基準

２．整備管理の実務
・日常点検の実施方法の策定
・定期点検の実施
・随時必要な点検・整備
・点検整備記録簿の管理
・車庫の管理

３．整備又は改造に関する知識

４．整備の外部委託
・事業者の選定
・整備実施要領
・点検整備記録簿の管理

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準（保管を含む。）

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約書の作成
・マニフェスト制度のしくみ
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．収集・運搬
・廃棄物ごとの収集・運搬方法
・収集・運搬車両の種類と性能・特性
・保管・運搬容器
・積替え保管施設
・収集・運搬機材の維持管理、点検方法
・収集・運搬業に係る法規制（自動車三法等）

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・自社顧客情報
・自社協力会社

①マニフェスト確認

①積替え
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○保管できる廃棄物の種類、期限を知っており、確認している。

○最大保管量、高さ制限等を把握しており、保管状況をチェックしている。

・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．収集・運搬
・廃棄物ごとの収集・運搬方法
・収集・運搬車両の種類と性能・特性
・保管・運搬容器
・積替え保管施設
・収集・運搬機材の維持管理、点検方法
・収集・運搬業に係る法規制（自動車三法等）

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・自社顧客情報
・自社協力会社

③保管施設の管理
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中間処理（L2）

レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識

1. マニフェスト確認 ○マニフェストに記載すべき事項がもれなく記入されており、また収集・受入れ品目、積荷・搬入
量がマニフェストと一致していること、さらに委託契約書が締結されていることを確認し、サイン
している。

○収集運搬業者、処理・処分業者等と適切にマニフェストを授受している。

○社内のマニフェスト事務担当者とマニフェストの授受を適切に行っている。

○排出事業者からマニフェストについて質問があった場合、適切に回答をしている。

2. 検査・分析 ○自社の台貫、計測の仕組みをもとに、受入れに際し、廃棄物の品目や荷姿ごとに台貫、計測する
方法、内容を理解している。

○台貫、計測の手順に沿って、適切に台貫、計測を行い、正確な受入れ量を記録している。

○自社の許可品目を知っており、受入れができない品目を理解している。

○受入れ前の廃棄物に対し、どのような検査・分析を実施すればよいか判断し、その段取りをして
いる。

○検査・分析に必要な機器の操作方法、必要な保護具の種類を知り、手順に則り、円滑に操作して
いる。

○受入れ可否を判断する基準をもとに、検査・分析の結果を確認している。

○検査・分析の結果を客観的に記録し、報告書類としてまとめて、上司、関係者に伝達している。

○経験のない廃棄物品目であっても、マニュアルや上司の指示に基づき、適切に検査・分析方法を
選択している。

3. 受入れ ○自社の許可品目を知っており、受入れ品目の確認をし、不適合品や不純物の選別を行っている。

○不適合品が搬入された場合は、速やかに関係部署へ連絡し、対応策の指示を受けている。

○受入れ廃棄物の性状や危険性について理解し、専門知識の向上に取り組んでいる。

○顧客の業種を把握し、搬入された廃棄物の組成、物理的化学的特性、性状、含有物を理解し、受
け入れた場合のリスクを想定して受入れ判断を行っている。

○自社プラントの処理工程、設備能力及び処理時におこる化学反応について理解している。

○許可品目には該当するが通常受け入れている品目と異なる性状の廃棄物については、品質の確認
の上、施設内で起こりうる影響等を想定して受入れ判断を行っている。

○排出事業所ごとの廃棄物特性を把握しており、受入れ判断において参考にしている。

○自社の受入れ規定について、部下に説明をし、周知徹底している。

○効率的な作業を心がけ、自社の規定に従って受入れ物の積下ろし作業を正確にしている。

○自社プラントの許可品目や廃棄物の燃焼等の特性を理解し、収集運搬車両を品目に応じて適切な
経路へ誘導している。

○必要な機器を使って廃棄物を所定の場所で受け入れている。

○現場内の安全管理規定に従い事故防止に努めて行動している。

L2

概要：マニフェスト制度を理
解し、排出事業者から交付さ
れたマニフェストの記載内容
の確認やマニフェストを排出
事業者ごと、日付ごと等に保
管･管理する能力

概要：受入れの判断を円滑に
進めるにあたり、受入れ前の
廃棄物の性状、内容を検査・
分析する能力

概要：廃棄物の受入れを適切
に判断し、受入れ作業を円滑
に進める能力

②受入れ判断

①マニフェスト確認 １．マニフェスト制度のしくみ

２．対象となる廃棄物

３．マニフェストの記入方法

４．マニフェストの入手方法

５．産業廃棄物とマニフェストの流れ

６．委託契約の必要性

７．マニフェストの義務と罰則

８．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．産業廃棄物の概要
・廃棄物の定義
・廃棄物の物理的化学的性質
・特別管理産業廃棄物の種類と性状

２．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置
・危険物取扱いに関する知識

３．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法

中間処理施設 維持管理 点検方法

①台貫・計測

②検査・分析

①受入れ検討

③受入れ作業
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○搬入予定や場内の操業状況を把握して、収集運搬車両を品目に応じて適切な場所へ誘導してい
る。

○自社及び他社の収集運搬車両の運転手と良好なコミュニケーションをとるように努めている。

4. 分類・保管指示 ○自社の許可品目及び自社プラントの廃棄物の化学反応を理解した上で、適切な保管スペースに分
類保管している。

○受入れ可能な廃棄物の組成、物理的化学的特性、性状、含有物を把握し、他品目との混合による
影響等を理解した上で常に安全を心がけて作業している。

○重機等必要な機器を用いて、廃棄物を移動し、効率的に分類している。

○普段から重機等必要な機器の操作技術を磨くように努めている。

○過去の不適切な分別保管事例について把握し、現在の職務遂行に活用している。

○自社の分類保管規定について部下に周知徹底している。

○廃棄物の種類ごとの保管方法を知っており、適切な保管方法を選択している。

○保管施設の役割、基準を把握している。

○廃棄物によって保管施設で使用する機器の選択をし、操作している。

○保管期限を把握し、施設における処理方法や今後の受入れ予定量等を踏まえて、搬入・搬出の計
画を立てている。

○保管できる廃棄物の種類、期限を知っており、確認している。

○最大保管量、高さ制限等を把握しており、保管状況をチェックしている。

5. 操業前工程(段取り) ○自社プラントの構造、廃棄物の特性、反応特性を理解し、事故・異常反応が起こらないように注
意して廃棄物を取り扱っている。

○自社プラントの構造を踏まえ、扱える廃棄物の品目、処理の工程について理解している。

○自社で取り扱う廃棄物の前処理の意味を理解し、その重要度、危険度を認識している。

○顧客名、荷姿、その他書面等より、廃棄物の内容を確認しており、必要な処理について、同僚や
上司と確認している。

○自社の作業規定について、部下に周知徹底している。

○前処理に必要な重機やプラント制御機器操作の習熟に努め、重機・機器に過負荷をかけないよう
作業している。

○過去の危険な前処理事例を把握し、現在の職務遂行に活用している。

○物質の化学反応や危険物の取扱いに関する専門知識の向上に取り組んでいる。

○使用薬剤や他の廃棄物との混合にかかる時間等を計算しながら、段取りや作業時間の管理を行っ
ている。

○未処理の廃棄物の保管状況や今後の回収計画を踏まえて、効率的に段取り、作業を行っている。

②操業前工程(段取り)

④搬入場所指示

①分類・保管

・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
・特別管理産業廃棄物の処理
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・安全衛生管理の原則、体制の整備
・作業時の安全衛生対策
・特別管理産業廃棄物取扱い時の事故と防止対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策

②保管

概要：受入れ物を安全に分
類・保管する能力

③保管施設の管理

①前工程の理解

概要：廃棄物の性状及び処理
工程を理解し適切な前処理が
できる能力（焼却・溶融系、
中和・脱水系中間処理）
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○未処理の廃棄物の保管状況を把握、また今後の搬入を予測し、営業部門等関係する他セクション
と密な連絡をとっている。

③リスク対策 ○薬剤や他の廃棄物の混合等による突発的な事態に対する対処方法を想定して、リスク判断を行っ
ている。

6. 選別 ○自社で扱う廃棄物の特性を理解し、目視その他により、廃棄物を区別することができる。

○廃棄物の特性に基づき、取扱い上注意すべき点を把握し、選別にあたり、求められる防護具等を
着用している。

○危険事例（ヒヤリ・ハット）を共有し、再発しないよう気を付けている。

○選別に必要な重機やプラント制御機器操作の習熟に努め、重機・機器に過負荷をかけないよう作
業している。

○リサイクル率を向上する意識をもって適正に、また作業効率を考えて、選別している。

○自身の作業の前後に気を配り、ミス、遅延が生じていないかチェックし、必要に応じ、同僚と協
力しあっている。

○選別グループの全体の指揮をとることができる。

○各作業所での危険場所、安全な作業方法を把握し、部下に指示している。

7. プラント運転 ○処理計画に従い、プラントの運転条件を設定している。

○処理する廃棄物の特性及び自社施設のプラントの処理メカニズム、性能等を踏まえた上で、計器
等によりプラントが異常なく稼動していることを判断している。

○運転時に、各種計器類の指示値が所定の値を示しているか、一定の時間間隔で確認している。

○処理状況、条件を一定の時間単位でチェックし、当初の設定条件と照合するか確認している。

○通常取り扱っていない品目等については、サンプリング結果をもとに運転条件を検討している。

○安全に配慮し、施設内の状況や処理条件に常に目配りし、危険や損害の生じる要素がないことを
確認している。

○施設の能力や構造を理解し、燃料や電力の消費を少なくするよう、効率的運転を心がけている。

○運転状況の記録を中・長期的に確認し、処理条件や状況に関わる変化、異常がないか確認してい
る○管理技術者や法に定める各種取扱い責任者と常に連絡を取り、安全、保守が適正に実施されてい
るか把握している。

①選別

②選別ラインの管理

①プラント運転 １．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

②プラント運転管理

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

概要：自社のプラント機器類
の構造と処理メカニズムを理
解し、的確に操作できる能力

概要：残渣排出作業や手選別
作業を安全に行うことができ
る能力（破砕・圧縮系中間処
理）
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○過去の運転時に発生した異常事例（異常音や振動等）を把握し、現在の異常察知に活用してい
る○過去の事例を参考に異常事態に対して適切な一時対応策を講じている。

○自社の作業手順規定に関して改善点等を上司に具申している。

○プラントに不具合があった場合には、原因を究明して改善案を提案している。

○運転マニュアル等に基づいて、部下に随時指導、周知徹底を行い、安定的な施設の稼動に取り組
んでいる。

○講習会の受講等により、危険物取扱いや化学反応に関する知識習得・資格取得のための自己研鑽
に取り組んでいる。

8. 搬出作業 ○物流計画・委託先受入れ状況を踏まえ、輸送中に事故が起こらないような荷姿、運転手段を
チェックして担当者を指導している。

○自社の搬出手順規定に従って作業を行っている。

○自社のプラントからの搬出物の性状を把握し、起こりうる危険を予測して事前回避措置を講じる
等、常に安全を心がけて搬出作業を行っている。

○講習会を受講する等、危険物の取扱いや化学反応の特性に関する専門知識の向上に取り組んでい
る。

○搬出作業に使用する重機等の性能・操作に熟知し、常に最良の状態を保つためメンテナンスに努
めている。

○過去の搬出作業における異常事例等を把握し、搬出物の性状等を踏まえて起こりうる危険を予測
して事前回避措置を講じるよう、部下に指示している。

○物流担当者と円滑なコミュニケーションを図り、搬出をスムーズに行っている。

9. マニフェスト交付 ○マニフェストに記載すべき事項がもれなく記入されており、また収集・受入れ品目、積荷・搬入
量がマニフェストと一致していること、さらに委託契約書が締結されていることを確認し、サイン
している。

○社内のマニフェスト事務担当者とマニフェストの授受を適切に行っている。

○排出事業者からマニフェストについて質問があった場合、適切に回答をしている。

○マニフェスト制度を理解し、記載項目や内容と搬出する残渣等との整合を確認して、廃棄物とそ
の排出先ごとにマニフェストを交付している。

②二次マニフェストの記入・
交付

②搬出作業

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法

・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

①搬出選別

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　

①マニフェスト確認

概要：処理後の残渣や再生品
を適切に搬出できる能力（焼
却・溶融系、中和・脱水系中
間処理）

概要：残渣等の最終処分や二
次中間処理に対し、排出事業
者として二次マニフェストの
記載と交付を行う能力

<11-9>



○廃棄物の排出先ごとに異なる記入の考え方やマニフェスト作成の要領を踏まえ、円滑にマニフェ
ストを記入している。

10. 清掃・日常点検 ○装置点検を始める前に日常点検を実施しており、異常な音や熱、可動部分への給油、部品や配電
系統等に破損がないか確認し、清掃を行っている。

○点検項目、清掃箇所について取扱い説明書やマニュアルを参照し、点検方法等を確認しており、
一通りの保守点検を行っている。

○処理機器のメンテナンス方法に習熟し、部下に指導している。

○定期的に点検すべき項目を知っており、取扱い説明書、マニュアルに基づいて点検を行ってい
る。

○各部品の耐用期限を理解しており、交換すべき時期を把握している。

○必要な部品類を確認し、必要な場合には納入業者に連絡をしている。

②定期点検

３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・帳簿の作成

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．中間処理
・廃棄物の適正処理における中間処理の位置づけ
・中間処理技術
・廃棄物ごとの中間処理方法
・中間処理施設の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱に関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

７．設備関連知識
・機械一般
・電気一般
・機械系の保全方法
・電気系の保全方法

①日常点検・清掃

概要：安定的操業のために、
自社設備のメンテナンスを実
施し、必要に応じて、修復及
び部品交換を行う能力
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11. 設備保全 ○設備の特性や操業ラインの実態を把握している。

○設備、機器の点検作業を実施し、欠陥や不具合の兆候を発見している。

○設備管理のライフサイクル、故障メカニズム等を考慮しながら、日常の保全計画を作成してい
る。

○設備の異常時に、異常の原因を発見し、その原因に応じた対応措置を講じている。

○設備の異常時に、自社で対応可能な範囲かどうか判断し、必要に応じてメーカーに協力を依頼し
ている。

○設備の修理時には、工程の遅れ、混乱等関係者への影響を考慮しながら対策を講じている。

○予防、予知の重要性を理解し、設備の特性を踏まえて、優先度、重要度に沿った保全活動を実施
している。

○不具合の修理完了後、作動、安全性等を確認し、再発防止対策を行っている。

○日常から、施設・設備に関し作業責任者に対してヒアリングを行い、保全の状況について確認し
ている。

○保全活動の履歴を作成し、設備ごとの故障傾向をまとめ、今後の対策に活用している。

○保全業務に関し自己評価を行い、今後改善すべき点を整理し、上司に積極的に具申している。

12. 環境への対応 ○自社施設に関わる有害物資や大気、水質、土壌汚染、騒音、悪臭等に関する法的関連事項を把握
している。

○廃棄物処理、環境に関わる広域、地域の法的要求事項を把握している。

○遵守すべき法的要求事項に対し、自社が適合しているかどうか定期的に評価している。

○処理施設に求められる環境管理項目（排ガス、排水、ダイオキシン類等）を把握し、それぞれの
計測方法を理解している。

○自社の計測設備を使い、定められた手順に沿って、各種計測を実行している。

○分析結果を記録表に取りまとめ管理している。

○定期的に自社の施設を巡回し、現場の確認を行い、担当者と密なコミュニケーションをとってい
る。

○法的要求事項の変化、排出者の廃棄物排出動向を踏まえ、自社の施設、処理方法に対し、改善す
べき点、対応すべき点を明確にしている。

○自社の施設、処理方法の改善すべき点、対応すべき点について、検討すべきテーマを設定し、関
係者とともに検討している。

○事故、トラブルの要因となる改善点について、先手の対策を打ち、リスクを早い段階でつぶして
いる。

○自社の施設、処理方法の改善点、対応手法について、その事業性を評価し、設備改善や新規設備
の導入の是非を判断している。

○工程の抱える問題点を的確にとらえ、具体的な設備改善を検討している。

○設備改善案について、投資回収の試算をしている。

○社内外のエンジニアリングの専門家と意見交換を行い、設備改善を具体化している。

概要：法令や各種基準等、廃
棄物処理をとりまく規制に対
し、自社の処理工程、設備の
改善等を通じて対応していく
能力

②環境計測

③事業環境への対応方法の立
案

④設備改善

①法令、基準の動向把握

①保全作業の理解と段取り

１．環境に関する知識
・地球温暖化、オゾン層の破壊、生物多様性の減少等の地球環境問題
・公害問題
・持続可能な社会（循環型社会、低炭素社会、自然共生社会）
・省エネ、省資源、資源・エネルギー回収
・環境物品等の調達、環境配慮契約

２．環境マネジメントに関する知識
・環境アセスメント
・環境マネジメントシステム（ISO14001、エコアクション等）
・環境報告書
・環境に関する教育訓練
・環境汚染に関する緊急事態
・環境に関する近隣対応

３．環境に関係する法令に関する知識
・環境基本法
・循環型社会形成推進基本法
・廃棄物処理法、資源有効利用促進法
・建設リサイクルその他のリサイクル法
・騒音規制法、振動規制法
・大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法
・ダイオキシン特別措置法
・PCB特別措置法
・放射性物質汚染対処特別措置法
・地球温暖化対策推進法

③保全の評価

１．設備管理における設備保全の意義
・設備管理
・自主保全の必要性

２．設備保全の役割
・事後保全と予防保全

３．設備の劣化
・設備劣化のとらえ方
・設備劣化とその損失
・設備劣化の抑制

４．設備保全の制度と手続き
・日常保全
・設備検査
・設備修理
・データベース

５．機械一般
・機械の種類、構造、機能及び用途

６．電気一般
・電気用語、電気機械器具の使用方法
・電気制御装置の基本回路

７．機械保全一般
・機械保全計画、機械の修理及び改良

８．材料一般
・金属材料の種類、性質及び用途
・金属材料の熱処理

９．安全衛生
・安全衛生に関する詳細な知識

②保全の実施

概要：設備の点検。補修及び
部品交換を指示するなど、設
備保全計画を実行する能力
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最終処分（L2）

レベル 能力 能力細目 職務遂行のための基準 必要な知識
1. マニフェスト確認 ○マニフェストに記載すべき事項がもれなく記入されており、また収集・受入れ品目、積荷・搬入

量がマニフェストと一致していること、さらに委託契約書が締結されていることを確認し、サイン
している。

○収集運搬業者、処理・処分業者等と適切にマニフェストを授受している。

○社内のマニフェスト事務担当者とマニフェストの授受を適切に行っている。

○排出事業者からマニフェストについて質問があった場合、適切に回答をしている。

2. 検査・分析 ○自社の台貫、計測の仕組みをもとに、受入れに際し、廃棄物の品目や荷姿ごとに台貫、計測する
方法、内容を理解している。

○台貫、計測の手順に沿って、適切に台貫、計測を行い、正確な受入れ量を記録している。

○自社の許可品目を知っており、受入れができない品目を理解している。

○受入れ前の廃棄物に対し、どのような検査・分析を実施すればよいか判断し、その段取りをして
いる。

○分析が必要な廃棄物の層別ができ、適切な分析を依頼できる。

○受入れ可否を判断する基準をもとに、検査・分析の結果を確認している。

○検査の結果を客観的に記録し、報告書類としてまとめて、上司、関係者に伝達している。

○経験のない廃棄物品目であっても、マニュアルや上司の指示に基づき、適切に検査・分析方法を
選択している。

3. 受入れ管理 ○入手した廃棄物サンプルについて、社内または外部委託により、受入れ基準項目の溶出試験を実
施している。

○水処理施設や埋立て施設の作業性を把握するための、性状試験を実施している。

○排出事業者からの情報、廃棄物の検査・分析の結果を踏まえ、処理の難易度、受入れの条件、作
業性等からみて、受入れ可否を判断している。

〇受入れが可となった廃棄物の埋立て計画を作成している。

○自社で計量した搬入量とマニフェストとの整合を確認し、排出事業者から搬入予定の廃棄物の量
と受入れの廃棄物の量が同じであることを確認している。

○抜取り検査、目視検査により、排出事業者から搬入予定の廃棄物の性状と受入れの廃棄物が同じ
であることを確認している。

○搬入の廃棄物の質ないし量に疑いがある際、廃棄物を返却すべきか判断し、搬入検査報告書を発
行している。

○過去にあった不適合の搬入に関するケースについて、把握している。

○許可品目以外の廃棄物、不適合品が搬入された際に排出事業者に連絡し、原因究明および対応策
の検討を依頼している。

○廃棄物処理法や処分場の許可を踏まえ、処分場に受入れ可能な廃棄物の種類と量を把握してい
る。

○廃棄物の性状や危険性について理解している。

概要：マニフェスト制度を理
解し、排出事業者から交付さ
れたマニフェストの記載内容
の確認やマニフェストを排出
事業者ごと、日付ごと等に保
管･管理する能力

概要：受入れの判断を円滑に
進めるにあたり、受入れ前の
廃棄物の性状、内容を検査・
分析する能力

１．マニフェスト制度のしくみ

２．対象となる廃棄物

３．マニフェストの記入方法

４．マニフェストの入手方法

５．産業廃棄物とマニフェストの流れ

６．委託契約の必要性

７．マニフェストの義務と罰則

８．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

概要：最終処分工場の廃棄物
受け入れを検討し、その可否
を判断する一連の工程を管理
する能力

②受入れにあたっての確認と
不適合への対応

①マニフェスト確認

①台貫・計測

③受入れにあたっての基礎的
知識

１．産業廃棄物の概要
・廃棄物の定義
・廃棄物の物理的化学的性質
・特別管理産業廃棄物の種類と性状

２．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置
・危険物取扱いに関する知識

３．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．最終処分
・処分場の構造指針
・埋立て処分技術

L2

②検査・分析

①受入れの検討
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○水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法等を理解し、周辺地域への影響を低減するそれぞ
れの管理方法を把握している。

4. 受入れ作業管理 ○埋立て計画、廃棄物の種類を考慮して、効率的で危険のない荷下ろし場所を指示している。

○各種作業日報の報告システムを確立し、適切に運用している。

○作業日報に異常や特記すべき事項が発生した場合には、その原因を追究し、責任者に報告してい
る。

○各種作業の効率化、合理化に取り組んでいる。

○予定される受入れ廃棄物に対し、部下（受入れ作業者）を適切に配置し、受入れ上の注意点等に
ついて適切に指導できる。

○搬入の廃棄物の性状ないし量に疑いがある際に、廃棄物を返却すべきか、判断し、搬入検査報告
書を発行している。

○過去にあった、不適合の搬入に関するケースについて、把握している。

○許可品目以外の廃棄物、不適合品が搬入された際に、排出事業者に連絡し、原因究明および対応
策の検討を依頼している。

②受入れにあたっての確認と
不適合への対応

・施設整備技術
・埋立て構造物の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

７．関連知識
・土木工学基礎知識
・化学用語基礎知識
・建設機械に関する知識
・処理施設に関する知識
・電気に関する知識

８．水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法の概要

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

概要：最終処分場の受入れ作
業を円滑、適正に実施するた
めにその工程を管理する能力

①受入れ作業管理
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○廃棄物処理法や処分場の許可を踏まえ、処分場に受入れ可能な廃棄物の種類と量を把握してい
る。

○廃棄物の性状や危険性について、理解している。

○水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法等を理解し、周辺地域への影響を低減するそれぞ
れの管理方法を把握している。

5. 埋立て作業管理 ○廃棄物処理法や処分場の許可条件を踏まえ、処分場に受入れ可能な廃棄物の種類と量を把握して
いる。

○廃棄物の性状や危険性について理解している。

○水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法等を理解し、周辺地域への影響を低減するそれぞ
れの管理方法を把握している。

〇埋立て計画に従い、埋立て作業が作業員により適正に実施されるよう管理する。

〇分析結果に基づき埋立場所を決定している。

○埋立て場所に応じて、重機や作業車、必要な人員を配置している。

○ミーティングを通じて、部下（埋立て作業者）に作業内容や埋立て、覆土の位置を指示してい
る。

○廃棄物の搬入開始前、終了後に、埋立て機材、保安機材等の点検を実施し、必要に応じて清掃作
業を行うよう指示している。

○廃棄物の受入れの際に、許可品目以外の廃棄物の混入、不適物がないことの確認を作業員に徹底
している。

○埋立て作業にあたり、構造的な強度や施工上の安全、廃棄物の飛散性や化学反応を考慮しながら
埋立て作業手順を指示している。

○覆土作業を含め、廃棄物の飛散防止、防臭対策を実施している。

〇埋立マップを区画ごとに適切に作成するよう部下（埋立作業者）を指導している。

○作業日報への必要事項の記入を部下（埋立て作業者）に指示し、内容をチェックしている。

○天候に配慮しながら、安全運転のための確認、点検等必要な措置をとっている。

○作業中の事故、トラブルへ繋がる危険について把握している。

○埋立て後、埋立て高の計測、地形測量または縦横段測量により、出来形を把握している。

○埋立て地の表層を定期的に測量し、沈下量を把握している。

○埋立ての進捗状況にあわせて、ガス抜き管の追加施工や場内排水施設の設置等、必要な場内整備
を実施している。

○（管理型処分場における）遮水工の破損現象を想定し、防止策を講じている。

○カラスや害虫の発生に対し、防除処置を実施している。

②埋立て、覆土作業管理

③受入れにあたっての基礎的
知識

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．最終処分
・処分場の構造指針
・埋立て処分技術
・施設整備技術
・埋立て構造物の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

７．関連知識
・土木工学基礎知識
・化学用語基礎知識
・建設機械に関する知識
・処理施設に関する知識
・電気に関する知識

８．水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法の概要

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．最終処分
・廃棄物の適正処理における最終処分の位置づけ
・埋立て処分技術
・施設整備技術
・埋立て構造物の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

７．水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法の概要

概要：最終処分場の埋立て作
業の管理、監視を行う能力

①埋立てにあたっての基礎的
情報の入手

④埋立て箇所の維持管理

③作業中の安全確保
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6. 清掃・日常点検 ○管理項目、管理基準、管理頻度をもとに日常点検を実施しており、各施設に異常、損傷がないか
確認し、清掃を行っている。

○点検項目、清掃箇所について取扱い説明書やマニュアルを参照し、点検方法等を確認しており、
一通りの保守点検を行っている。

○処理機器のメンテナンス方法に習熟し、部下に指導している。

○実施した点検、検査、その他の措置の内容を定められたフォーマットに正確に記録し、部下の記
録を確認し、対応すべき異常や損傷がないことを確認している。

○定期的に点検すべき項目を知っており、取扱い説明書、マニュアルに基づいて、点検を行ってい
る。

○各部品の耐用期限を理解しており、交換すべき時期を把握している。

○必要な部品類を確認し、必要な場合には納入業者に連絡をしている。

○実施した点検、検査、その他の措置の内容を定められたフォーマットに正確に記録し、部下の記
録を確認し、対応すべき異常や損傷がないことを確認している。

7. 設備保全 ○設備の特性や操業ラインの実態を把握している。

○設備、機器の点検作業を実施し、欠陥や不具合の兆候を発見している。

○設備管理のライフサイクル、故障メカニズム等を考慮しながら、日常の保全計画を作成してい
る。

○設備の異常時に、異常の原因を発見し、その原因に応じた対応措置を講じている。

○設備の異常時に、自社で対応可能な範囲かどうか判断し、必要に応じてメーカーに協力を依頼し
ている。

○設備の修理時には、工程の遅れ、混乱等関係者への影響を考慮しながら対策を講じている。

○予防、予知の重要性を理解し、設備の特性を踏まえて、優先度、重要度に沿った保全活動を実施
している。

○不具合の修理完了後、作動、安全性等を確認し、再発防止対策を行っている。

○日常から、施設・設備に関し作業責任者に対してヒアリングを行い、保全の状況について確認し
ている。

○保全活動の履歴を作成し、設備ごとの故障傾向をまとめ、今後の対策に活用している。

○保全業務に関し自己評価を行い、今後改善すべき点を整理し、上司に積極的に具申している。

8. モニタリング ○廃棄物処理法や処分場の許可条件を踏まえ、処分場に受入れ可能な廃棄物の種類と量を把握して
いる。

○廃棄物の性状や危険性について、理解している。

○水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法等を理解し、周辺地域への影響を低減するそれぞ
れの管理方法を把握している。

○処分場周辺の環境基準を定める各法令を理解し、埋立て処分基準を把握している。

③保全の評価

①日常点検・清掃

①保全作業の理解と段取り

１．清掃、点検に関わる社内基準
・対象施設
・清掃、点検管理における管理項目
・頻度
・清掃、点検方法
・目視方法
・測定器、水準器等の種類と活用方法

２．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

３．設備関連知識
・機械一般
・電気一般
・機械系の保全方法
・電気系の保全方法

１．設備管理における設備保全の意義
・設備管理
・自主保全の必要性

２．設備保全の役割
・事後保全と予防保全

３．設備の劣化
・設備劣化のとらえ方
・設備劣化とその損失
・設備劣化の抑制

４．設備保全の制度と手続き
・日常保全
・設備検査
・設備修理
・データベース

５．機械一般
・機械の種類、構造、機能及び用途

６．電気一般
・電気用語、電気機械器具の使用方法
・電気制御装置の基本回路

７．機械保全一般
・機械保全計画、機械の修理及び改良

８．材料一般
・金属材料の種類、性質及び用途
・金属材料の熱処理

９．安全衛生
・安全衛生に関する詳細な知識

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　

概要：処分場の機能を保全
し、事故を未然防止するため
に、設備の点検を実施し、必
要に応じて、修復及び部品交
換等のメインテナンスを行う
能力

概要：埋立て廃棄物、浸出
水、埋立てガス等についてモ
ニタリングを実施し、周辺環
境への影響がないことを確認
する能力

②定期点検

①処分場に求められる環境対
策の理解

概要：設備の点検。補修及び
部品交換を指示するなど、設
備保全計画を実行する能力

②保全の実施
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○最終処分場に要求される水質、ガス等検査・分析の方法を知っている。

○水質、ガス等検査・分析機器の操作方法を知っている。

○指示、マニュアル等に基づき、検査・分析を必要な期間に実施し、環境基準等に照らし、分析結
果を適切に判定している。

○検査・分析結果を整理・保存し、公的に要求される資料としてまとめている。

③環境対策の実施 ○基準を超える検査・分析結果が出た際に、上司及び関係部署に連絡している。

9. 施設管理 ○廃棄物処理法や処分場の許可条件を踏まえ、処分場に受入れ可能な廃棄物の種類と量を把握して
いる。

○廃棄物の性状や危険性について、理解している。

○水質汚濁防止法、大気汚染防止法、臭気防止法等を理解し、周辺地域への影響を低減するそれぞ
れの管理方法を把握している。

○廃棄物の飛散、流出、悪臭、騒音等の予防措置を講じている。

○公共の水域及び地下水汚染の予防措置を講じている。

○基準を超える検査・分析結果が出た際に、水処理施設等の改善を立案している。

○場内を定期的に巡回し、主要施設（貯留構造物等）、管理施設（計量設備等）、関連施設（飛散
防止設備等）、水処理施設等の施設に異常がないかどうか点検している。

○維持管理記録に必要事項を記載している。

１．廃棄物処理法の概要
・廃棄物の定義
・処理の委託
・処理基準

２．特別管理産業廃棄物の概要
・特別管理産業廃棄物の種類と性状
　
３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

３．業務管理知識
・委託契約
・マニフェスト制度の仕組み
・WDSのしくみ
・帳簿の作成
・処理困難通知

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．最終処分
・処分場の構造指針
・埋立て処分技術
・施設整備技術
・埋立て構造物の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

７．関連知識
・土木工学基礎知識
・化学用語基礎知識
・建設機械に関する知識
・処理施設に関する知識
・電気に関する知識

８．水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法の概要

③維持管理

概要：処分場の環境対策、ま
たそのための施設設備につい
て、立案、実行し、適切な環
境維持を図る能力

①関連知識の理解

②環境対策の実施

②水質等各種検査の実施
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○各作業、または設備ごとに維持管理のためのマニュアル、チェックリストを作成している。

○行政の求めによる実績報告、検査に際し、適切に資料を準備し対応している。

10. 環境への対応 ○自社施設に関わる有害物資や大気、水質、土壌汚染、騒音、悪臭等に関する法的関連事項を把握
している。

○廃棄物処理、環境に関わる広域、地域の法的要求事項を把握している。

○遵守すべき法的要求事項に対し、自社が適合しているかどうか定期的に評価している。

○処理施設に求められる環境管理項目（排ガス、排水、ダイオキシン類等）を把握し、それぞれの
計測方法を理解している。

○自社の計測設備を使い、定められた手順に沿って、各種計測を実行している。

○分析結果を記録表に取りまとめ管理している。

○定期的に自社の施設を巡回し、現場の確認を行い、担当者と密なコミュニケーションをとってい
る。

○法的要求事項の変化、排出者の廃棄物排出動向を踏まえ、自社の施設、処理方法に対し、改善す
べき点、対応すべき点を明確にしている。

○自社の施設、処理方法の改善すべき点、対応すべき点について、検討すべきテーマを設定し、関
係者とともに検討している。

○事故、トラブルの要因となる改善点について、先手の対策を打ち、リスクを早い段階でつぶして
いる。

○自社の施設、処理方法の改善点、対応手法について、その事業性を評価し、設備改善や新規設備
の導入の是非を判断している。

○工程の抱える問題点を的確にとらえ、具体的な設備改善を検討している。

○設備改善案について、投資回収の試算をしている。

○社内外のエンジニアリングの専門家と意見交換を行い、設備改善を具体化している。

概要：法令や各種基準等、廃
棄物処理をとりまく規制に対
し、自社の処理工程、設備の
改善等を通じて対応していく
能力

②環境計測

③事業環境への対応方法の立
案

④設備改善

１．環境に関する知識
・地球温暖化、オゾン層の破壊、生物多様性の減少等の地球環境問題
・公害問題
・持続可能な社会（循環型社会、低炭素社会、自然共生社会）
・省エネ、省資源、資源・エネルギー回収
・環境物品等の調達、環境配慮契約

２．環境マネジメントに関する知識
・環境アセスメント
・環境マネジメントシステム（ISO14001、エコアクション等）
・環境報告書
・環境に関する教育訓練
・環境汚染に関する緊急事態
・環境に関する近隣対応

３．環境に関係する法令に関する知識
・環境基本法
・循環型社会形成推進基本法
・廃棄物処理法、資源有効利用促進法
・建設リサイクルその他のリサイクル法
・騒音規制法、振動規制法
・大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法
・ダイオキシン特別措置法
・PCB特別措置法
・放射性物質汚染対処特別措置法
・地球温暖化対策推進法

４．安全衛生管理
・作業時の安全衛生対策
・事故発生時の措置

５．最終処分
・処分場の構造指針
・埋立て処分技術
・施設整備技術
・埋立て構造物の維持管理、点検方法
・廃棄物の物理的化学的性質
・危険物取扱いに関する知識

６．自社事業に関連する知識
・許可品目の種類
・作業標準マニュアル
・技術管理者や法に定める取扱い責任者
・自社顧客情報
・自社協力会社

７．関連知識
・土木工学基礎知識
・化学用語基礎知識
・建設機械に関する知識
・処理施設に関する知識
・電気に関する知識

８．水質汚濁防止法、大気汚染防止法、悪臭防止法の概要

①法令、基準の動向把握
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平成 27 年 12 月 24 日 
公益社団法人全国産業廃棄物連合会

収集運搬部会長・同部会運営委員 様

中間処理部会長・同部会運営委員 様

最終処分部会長・同部会運営委員 様

医療廃棄物部会長・同部会運営委員 様

建設廃棄物部会長・同部会運営委員 様

公益社団法人全国産業廃棄物連合会

専務理事 森谷 賢

産業廃棄物の処理において人材育成のニーズの高い業務と

必要な能力・知識（案）に対する意見照会

日頃から当連合会の活動にご協力ご尽力いただき誠にありがとうございます。 

去る 11 月にまとまりました「産業廃棄物処理業の業法を含めた振興策の検討

に関するタスクフォース報告書」（第 1 段階）では、6 つの重要な提言がされて

います（http://www.zensanpairen.or.jp/federation/02/06/index.html）。 

このうち、「資格制度の創設」と「研修等による人材育成」に関しましては、

今年度の環境省受託事業である、「人材育成方策検討調査」により詳細な検討を

10 月から始めています。この調査のために、当連合会内に「人材育成方策調査

検討会」を設置し、1.産業廃棄物業界等における人材育成の把握、2.人材育成の

ニーズの高い業務及び当該業務に求められる資質・能力の特定、3.人材育成促進

のための枠組みの検討（資格制度の創設を視野に入れて）、その他モデル研修会

等を検討しております（別添 1、別添 2 参照）。 

これまで 2 回の人材育成方策調査検討会での検討を経て、別添のとおり、「産

業廃棄物の処理において人材育成のニーズの高い業務と必要な能力・知識（案）」

の業務項目（別添 3）及び能力・知識表（別添 4）を整理しました。これらは、

「包括的職業能力評価制度整備委員会（産業廃棄物処理業）活動報告書 平成

19 年 9 月中央職業能力開発協会」を踏まえて作成したもので、収集運搬、中間

処理、最終処分の業態ごとに、中小企業では社内教育が難しくなる主任レベル

相当を対象としています。そして今後新たに検討を行う資格制度や研修等にお

＜10-＞3
＜10-＞3

＜10-＞3
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いて、重要な要素とすることを想定しています。

つきましては、別添 3 および別添 4 の内容が、人材育成のニーズの高い業務

項目と当該業務に求められる能力・知識を適切に示しているかどうかを、部会

の分野の立場からご覧いただきたく存じます。そして、別添 3 および別添 4 へ

の加除修正に関するご意見を頂戴したいと考えます。次回の人材育成方策調査

検討会が平成 28 年 2 月 8 日に開催予定ですので、年末年始のお忙しいところ真

に恐縮ですが、平成 28 年 1 月 25 日までに電子メールによりご意見を頂戴でき

れば幸いです。

（本事項担当：日浦、河﨑）
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平成 27 年度人材育成方策検討調査（環境省受注業務）の概要 

1. 産業廃棄物業界等における人材育成の現状把握

2. 人材育成のニーズの高い業務及び当該業務に求められる資質･能力の特定

並びに研修内容の検討

3. 人材育成促進のための枠組みの検討（資格制度の創設を視野に入れて）

4. 検討会の開催（委員長：田中勝・公立鳥取環境大学 客員教授）、第 1 回は 10 月 20 日午後。 

5. モデル研修の実施（３回）

6. 報告会の開催（１回）

平成 27 年度事業実施スケジュール（平成 27 年 9 月 25 日現在） 

平成 27年 平成 28年 

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

上

旬 

中

旬 

下

旬 

上

旬 

中

旬 

下

旬 

上

旬 

中

旬 

下

旬 

上

旬 

中

旬 

下

旬 

上

旬 

中

旬 

下

旬 

上

旬 

中

旬 

下

旬 

上

旬 

中

旬 

下

旬 

1. 産業廃棄物業界等における人材育成の現状把握

（1）産廃協会における人材育成に係る取組に

関する情報の収集

（2）産廃処理業者等における人材育成に係る

取組の状況ヒアリング

（3）産業廃棄物処理業界と類似の他の業界

における人材育成の現状調査

2. 人材育成のニーズの高い業務及び当該業務に求められる資質･能力の特定並びに研修内容の検討

（1）人材育成のニーズが高い業務特定･当該

業務に求められる資質及び能力整理
  

（2）産業廃棄物処理業者に対するアンケート

調査/排出事業者･行政に対するヒアリング調

査（（1）で整理した内容確認）

（3）研修内容の検討/カリキュラム案作成     
 

 

3. 人材育成促進のための枠組みの検討

（1）資格制度導入に向けた検討（課題と内容）

（2）資格制度活用方策にかかる基礎的な検

討

4. 検討会の開催 ● ● ● ● 

5. モデル研修の実施

案内・資料・アンケート・記録の作成 ● 

6. 報告会の開催 ● 

必要に応じ継続 

必要に応じ継続 

第 1次 

第 1次 第 2次 

第 1次 第 2次 第 3次 

第 1次 第 2次 
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人材育成方策調査検討会 委員名簿

氏名 所属

委員長 田中 勝 公立鳥取環境大学 客員教授

委員

下田健人 麗澤大学大学院  教授

高橋 潤 高俊興業株式会社  代表取締役社長

東浦知哉 アサヒプリテック株式会社  代表取締役社長

白旗保光 株式会社クレハ環境 人事部長

中條寿一 リマテックホールディングス株式会社 専務取締役

斉藤雅博
株式会社市原ニューエナジー

事業推進部 兼プラント管理部 次長

オブザーバー
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

産業廃棄物課

別添 2
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産業廃棄物の処理において人材育成のニーズの高い業務と

必要な能力・知識（案）

「包括的職業能力評価制度整備委員会（産業廃棄物処理業）活動報告書 平成 19 年

9 月中央職業能力開発協会」を踏まえ、重点対象とするレベルを、中小企業では社内教

育が難しくなる L2（主任レベル相当）とし、収集運搬、中間処理、最終処分の業態ご

とに、産業廃棄物の処理において人材育成のニーズの高い業務の項目を以下のとおりと

する。

また、付属表において、当該業務において必要な能力・知識（案）を具体的に示す。 

（注）L2 とは社内が以下のような職層になっている場合におけるものとする。 

L4：部長、部門長 

L3：課長 

L2：主任 

L1：担当 

別添 3 
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表１ 収集運搬で人材育成のニーズの高い業務の項目（案）

業態 収 集 運 搬

レベル L2（主任レベル相当） 

共通 1.廃掃法及び業界の基礎知識

①廃棄物処理法の理解（マニフェストを含む。）、②業界の構造の理解、③

情報の収集

2.安全衛生及び諸ルールの遵守

①諸ルールの遵守、②事故・緊急事態発生時の対応、

③一層の安全確保の推進

3.環境保全の取り組み

①環境保全の理解、②環境保全の実施、③環境保全の評価及び改善

4.顧客対応

①接客、②顧客関係の維持

5.トラブル対応・予防策

①トラブル予防、②トラブル対応

個別 1.収集

①収集品確認、②積込み、③積下ろし

2.運搬

①車両の運転、②進行管理、③トラブルの予防と対応

3.車両点検

①点検の目的の理解、②日常点検、③保全と整備

4.マニフェスト確認

①マニフェスト確認

5.積替え・保管

①積替え、②保管、③保管施設の管理

（注１）「3.環境保全の取り組み」において、低炭素化、廃棄物から資源とエネルギーの回

収を盛り込む。
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表２ 中間処理で人材育成のニーズの高い業務の項目（案）

業態 中 間 処 理

レベル L2（主任レベル相当） 

共通 1.廃掃法及び業界の基礎知識

①廃棄物処理法の理解（マニフェストを含む。）、②業界の構造の理解、③

情報の収集

2.安全衛生及び諸ルールの遵守

①諸ルールの遵守、②事故・緊急事態発生時の対応、

③一層の安全確保の推進

3.環境保全の取り組み

①環境保全の理解、②環境保全の実施、③環境保全の評価及び改善

4.顧客対応

①接客、②顧客関係の維持

5.トラブル対応・予防策

①トラブル予防、②トラブル対応

個別 1.マニフェスト確認

①マニフェスト確認

2.検査・分析

①台貫・計測、②検査・分析

3.受入れ

①受入れ検討、②受入れ判断、③受入れ作業、④搬入場所指示

4.分類・保管指示

①分類・保管、②保管、③保管施設の管理

5.操業前工程（段取り）

①前工程の理解、②操業前工程（段取り）、③リスク対策、④問題解決

6.選別

①選別、②選別ラインの管理

7.プラント運転

①プラント運転、②プラント運転管理

8.搬出作業

①搬出選別、②搬出作業、③その他

9.マニフェスト交付

①マニフェスト確認、②二次マニフェストの記入・交付

10.清掃日常点検

①日常点検・清掃、②定期点検

11.改善・保守・補修
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①保全作業の理解と段取り、②保全の実施、③保全の評価

12.環境への対応

①法令、基準の動向把握、②環境計測、③事業環境への対応方法の立案、

④設備改善

（注１）「3.環境保全の取り組み」において、低炭素化、廃棄物から資源とエネルギーの回

収を盛り込む。

（注２）中間処理においては、扱う廃棄物の種類、処理方法・行程等の幅が大きいので、

少なくとも、焼却、中和等、破砕の三分類に分けて、それぞれに応じた能力及び知識を

更に検討する必要がある。
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表３ 最終処分で人材育成のニーズの高い業務の項目（案）

業態 最 終 処 分

レベル L2（主任レベル相当） 

共通 1.廃掃法及び業界の基礎知識

①廃棄物処理法の理解（マニフェストを含む。）、②業界の構造の理解、③

情報の収集

2.安全衛生及び諸ルールの遵守

①諸ルールの遵守、②事故・緊急事態発生時の対応、

③一層の安全確保の推進

3.環境保全の取り組み

①環境保全の理解、②環境保全の実施、③環境保全の評価及び改善

4.顧客対応

①接客、②顧客関係の維持

5.トラブル対応・予防策

①トラブル予防、②トラブル対応

個別 1.マニフェスト確認

①マニフェスト確認

2.検査・分析

①台貫・計測、②検査・分析

3.受入れ管理

①受入れの検討、②受入れにあたっての確認と不適合への対応、③受入れ

にあたっての基礎的知識

4.受入れ作業管理

①受入れ作業管理、②受入れにあたっての確認と不適合への対応、③受入

れにあたっての基礎的知識

5.埋立作業管理

①埋立てにあたっての基礎的情報の入手、②埋立て、覆土作業管理、③作

業中の安全確保、④埋立て箇所の維持管理

6.清掃日常点検

①日常点検・清掃、②定期点検

7.改善・保守・補修

①保全作業の理解と段取り、②保全の実施、③保全の評価

8.モニタリング

①処分場に求められる環境対策の理解、②水質等各種検査の実施、③環境

対策の実施

9.施設管理

<12-9>



①関連知識の理解、②環境対策の実施、③維持管理

10.環境への対応

①法令、基準の動向把握、②環境計測、③事業環境への対応方法の立案、

④設備改善

（注１）「3.環境保全の取り組み」において、低炭素化、廃棄物から資源とエネルギーの回

収を盛り込む。

（注２）管理型処分場に係る能力・知識を中心とし、必要に応じ安定型処分場に係る能力・

知識を補足する。
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産業廃棄物処理業者へ送付した別添４は、本資料の添付資料⑩と同一。 



必要な能力・知識（案）に対する意見照会について

共通項目 L2として活躍するには

能力要件
1、理解・判断(実行）力
情報を選択、比較、職別評価、分析したりして状況や条件に適合した
手段方法を決めたり変化や仕事への対応を効果的におこなうための
正しく判断しうる能力

2、企画・立案（創意・工夫）力
与えられた目的を達成するために、その方法および手順を効果的に
計画しうる能力
または新しい業務、施工方法など具体的に発案しうる能力

3、折衝・調整（表現）力
仕事を進めるうえで、他人と折衝して自己の意思もしくは目的に合った
ように相手に影響を与える能力

4、指導・統率力
部下に対して仕事を効果的に行うように指導するとともに、その能力
特性にそって育成しうる能力

5、精神力・ストレス耐性
あらゆる困難な状況・環境下において、強い意志を持って円滑に
業務を遂行しうる能力

習得要件
仕事をこなすために、必要な知識・技術・資格・書籍）

意見
能力要件は各社施設の条件等が違うであろうから、細部に当たり検討
L2（主任）クラスでは、経験年数に応じて（事務系・専門系）で能力の差が
大きく変わっているので、主任クラスでも(ライン・専門）ではまた違いが
出るのではないか。
最終学部でも、違いがあり（中卒・高卒・専門卒・大卒・院卒）で最初から
差が出てしまう、それを一律能力要件とするといささか問題でもある。

各等級制にすれば、若干ではあるが職能用件で研修及び学習要綱が
出来るのではないか。

L2クラスとして、要件を満たすには各部門での能力条件を満たすのか
全体的に、すべてを網羅することを条件とすると学習要件が違ってくる。

今回は、収集運搬・中間処理・最終処分と３部門ではあるが、計量部門
が無いのは、いかがですか。
台貫とあるが、計量業務としてMF・電子MF・各種MFの扱いに関して
スペシャリストが必要で、一つの部門として考えた方が良い、
その背景には、営業が契約締結のち廃棄物が搬入されたときMFの処理
をスムーズに行うために、能力開発が必要で他の業務と併用するのは
少し考える方が良いと思います。
各部門で、MFの流れ等大まかな要件は理解程度で良いと思います。

資格については、最低でも一年以上各部門で経験を積み取得する。
公的資格（国家資格）及び技能講習・特別講習等は部門で必要なもの
を随時取得さす。
中小にとって、資格制度を充実させるような計画を援助することが
必要になる。（年間経費も非常にかかるため）
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運行管理者・乗務員・主任計量者・車両管理者・配車と区分けしては
L2共通

1、運行管理者
乗務員の運行前点呼（アルコールチェック・服装・KYT・挨拶・運行指示）
運行終了時点呼（アルコールチェック・運行管理記録チェック　・翌日配車）
マナー向上に向けての研修会開催

2、乗務員
当日配車確認・車両点検・MFチェック・顧客先車両確認

3、主任計量者
計量業務・MF管理（電子含む・建設系MF・汚染土壌管理票等）
計量機点検・乗務員に荷下ろし指示

4、車両管理者
日常点検チェック・車検満了日チェック・タイヤチェック等

5、配車
受注チェック・各乗務員への配車依頼・顧客管理・営業依頼確認・コンテナ管理

環境・安全には配慮する事

L2個別 乗務員の観点から
1、収集運搬（基本車両乗務員）
車両乗務員が配車確認・顧客先車両及びコンテナ確認
（入れ替え・積み込み・吸引等）特殊作業については指示をもらう
顧客現場
（挨拶・MFチェック・清掃・契約外廃棄物チェック・荷姿状況チェック）
運行手順により、運搬を行い荷下ろし後（コンテナチェック・車両清掃）
安全運行上、事故対応マニュアルに沿って手順を踏む

2、車両点検
乗務員は所定の手順に伴いチェックを行う
点検後運行管理者及び車両管理者に報告
異常があれば、運行停止及び車両修理を行う（ディーラーにて）

積替え及び保管・施設管理については、業務管理となりますのでL２が管理する
乗務員は指示をもらう

収集運搬も上記に示したように５部門に分かれると思います。各部門での業務育成が必要
必要な知識は最低限網羅する必要があるが、L2クラスの経験則で決まるのではないか

必要な経験は、工場系・建設系・自治体系・医療系等各現場での経験が必須条件で
運行経路・コンテナの種類・配車・顧客管理・各案件に応じての現場確認等経験が必要で
緊急事態対応手順を確実にマスターする。

計量では各持ち込み（一般及び収集運搬業者）との対応能力（営業契約の手順等）

共通事項
1、廃棄物が飛散し,流出しないようにすること
2、収集運搬に伴う悪臭・騒音または振動によって生活環境の保全上支障が無いように
必要な措置を講ずる
3、廃棄物の収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずる

おそれのないよう必要な措置を講ずる

収集運搬
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積替え保管
1、周囲に囲いが設けられ、廃棄物の積替えの場所であることの表示がある事
2、積替えの場所から飛散・地下浸透・悪臭が発散しないように必要な措置を講ずる
3、積替えの場所にはネズミが生息し・蚊・ハエその他の害虫が発生しないようにすること

4、積替えを行う場合（基準に適合する場合に限る）を除き行ってはならないこと
ただし　廃PCB・PCB汚染物・PCB処理物は除く
あらかじめ積替えを行った後の運搬先が定められていること
廃棄物の量が積替え場所において適切に保管できる量を超えてはならない
廃棄物の性状に変化が生じないように搬出すろこと

保管基準
1、周囲に囲いが設けられていること
保管する廃棄物の荷重が直接囲いにかかる構造である場合は、構造耐圧上安全である事
2、保管場所の掲示版を設置する事
掲示版　 60cm*60cm以上
表示事項 場所・種類・管理者氏名　連絡先・最大積み上げ高さ等
3、飛散・流出・地下浸透・悪臭が発散しないようにすること
4、保管に汚水が生ずるおそれがある場合、地下浸透の防止のため排水溝等設備を設ける
5、ネズミ・蚊・ハエ・害虫が派生しないようにする
6、屋外の場合（容器を用いずに保管）高さ制限（保管基準参照）

個別
産業廃棄物
運搬車・運搬容器は飛散・流出・悪臭が漏れるおそれのないもの
特別管理産業廃棄物
人の健康・生活環境の係る被害が生じないようにする
その他の物と混合するおそれがないように区別して収集する
感染性産廃・感染性一廃とが混合している場合で当該感染性廃棄物以外のものが混入
するおそれがない場合はこの限りではない
収集運搬を行うものは
特別管理産業廃棄物の種類
取扱う際に注意すべき事項
運搬容器に該当事項が表示されている場合はこの限りではない
感染性産業廃棄物
密閉できること
収納しやすこと
損傷しにくいこと

積替え保管
　 特別管理産業廃棄物

廃油・PCB汚染物・PCB処理物
容器に入れて密封する揮発防止のために必要な措置　高温にさらされない為の必要な措置
廃酸・廃アルカリ
容器に入れ密封する腐食防止のために必要な措置
PCB汚染物・PCB処理物
腐食防止のために必要な措置
廃石綿等
梱包する飛散防止のために必要な措置
腐敗するおそれのあるもの
容器に入れ密封する腐敗防止のために必要な措置
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焼却・破砕選別・中和・リサイクル（金属回収・燃料化・食リ）・無害化施設

L2共通 各プラントの運転管理・保全・点検

個別 リサイクル率の向上に向けての研修
焼却　
熱回収・処理量・定期保全の計画・日常点検項目の把握・非定常対応
定期測定の項目把握・プラント説明
受け入れ品目の把握処理能力の確認

破砕選別
プラント管理・保守点検・重機点検・安全管理（保安点検）選別強化
受け入れ品目の把握・有価物の選定　処理能力の確認（受け入れ量）
中間処理後の処理委託経路把握

中和
プラント管理・保守点検・保全・廃棄物の物性把握・処理後の受け入れ先の確認

リサイクル
プラント管理・保守点検・保全・製品化された分析把握・受け入れ先の確認

無害化施設 （焙焼炉・溶融炉）
プラント管理・保守点検・保全・処理後の確認
廃棄物の品目把握

中間処理
焼却
構造
燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で産業廃棄物を焼却できる物である事
各種プラントの構造理解ができていること
定期修理に関して日程・補修材料・機材・人員等を把握
プラント管理
中央制御・各種薬剤管理・廃棄物投入制御・日量投入量把握・焼却灰管理
廃棄物の特性を考えミキシングによりカロリー調整の有無を把握

破砕
構造
プラントの能力を考え産業廃棄物を選別し破砕を行うために作業員に指示する能力
廃棄物の種類・性状を把握
リサイクル・減容・燃料化等
プラント点検・保全・重機管理（機械オイル・ギアーオイル等）の管理
日常管理（搬入量・搬出量等）
廃棄物の処理工程管理（MFの内容把握　処理困難物に対しての指示）
粉塵・騒音・飛散・漏えいに関する知識・対策の指示把握

中間処理
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最終処分場（管理型（安定型）　（遮断型）
廃棄物の種類（受け入れ品目の把握）
1、受け入れ条件を把握し廃棄物の分析項目を確認し 廃棄物の組成に関する情報把握
判定依頼書から情報をWDS・SDS・CAS等の 関係法令の最新情報の入手
諸条件を満たしている廃棄物であるか検討する。
MF・契約書の内容確認を行い、搬入される廃棄物の
埋立計画を策定する。

2、受け入れ（産業廃棄物・特別産業廃棄物）
朝礼時当日の搬入量及び搬入台数を報告、当日の 廃棄物の搬入に関して営業との連携を図る

埋立職員に指示 廃棄物の状況を常に観察し変化を把握する

当日天候により埋立区画変更の場合指示 区画管理の重要性を指示

最終処分場の区画管理により埋立誘導
を指示する。
廃石綿・石綿含有・汚染土壌（法対象）区画別
埋立へ指示

3、受け入れ作業
搬入された廃棄物を効率よく埋立処理を行う。 廃棄物の組成を指示し埋立管理を推進できる

飛散・粉塵・臭気に対して注意深く見る。 搬入計画を理解し維持管理を推進できる

廃棄物の物性を確認し埋立作業員に指示する
（無線も可）

４、埋立作業管理
廃棄物の埋立に対して重機を選定し作業を行う。 埋立計画と雨水排除計画を立案できる

荷下ろし時飛散・粉塵・臭気対策を立案し作業を行う 安全管理を最重点に考え緊急時対応および事故

搬入された廃棄物の荷下ろし時許可品目以外の廃棄物 対応マニュアルの整備を立案できる

の混入の有無を確認 資格取得計画を立案できる

契約外及び許可品目外は除去し、返却等の指示を出す。残余容量の把握と測量・積算がおおむね理解

荷下ろし時誘導員に指示を出し、安全確保に努める している

埋立高さの設定（覆土を含めた） 安定型・管理型・遮断型の埋立構造理解と維

廃棄物の混合埋立になるので、法面 持管理計画の指示が出来る

（遮水シート側に対しては十分な保護する） 遮水シートの特性を理解している

維持管理に伴う日常管理項目の把握 各作業標準書の理解と改訂が出来る

各管理帳票の記載項目の把握
（廃石綿・石綿含有・汚染土壌等）

5、清掃・日常点検・改善・保守・補修
最終処分場の維持管理と水処理の日常管理を把握 日常管理

維持管理（日常点検項目）把握と説明能力 巡廻目視点検
水質・湧出ガスのモニタリングで処分場の内部状況の把握 　 騒音・臭気・風向・飛散状況

保守点検がおおむね把握でき一定の処置能力がある 貯留構造物・遮水シート・固定溝・

異常気象への対応手順を理解できている 雨水排水溝

（台風・地震・豪雨等）

最終処分
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水処理 （管理型）
日常点検項目
施設管理　２９項目

日常点検項目
電気室内制御盤データ確認 定常・非定常の点検
施設薬品残量確認 左記の項目に定常・非定常とあり今回細かくは

薬注ポンプ確認 記載しませんが主任クラスは把握するべき項目

ブロワ室内ブロワ等点検 と思います
脱臭塔
脱水機室
各槽ORP計PH確認
排砂槽
第一汚水計量槽
凝集沈殿設備確認
中和槽
生物槽
中間処理槽
第二汚水計量槽
第二凝集沈殿処理
第二中和槽
ろ過原水槽
砂ろ過塔
活性炭塔
キレート原水槽
処理水中和槽
消毒槽
UV計
汚泥貯留槽
汚泥脱水機
エアー弁制御盤
調整槽
集水ピット

チェック ７３項目

すべての項目の把握（定常・非定常）とあるが必須条件として覚える

モニタリング（定期点検項目）

絶縁抵抗測定・フロート点検・定期採水・給水ユニット

各機器電動機（絶縁抵抗値　異常ポンプ・交換）
フロート交換・フルートリレー交換・
生物槽点検
調整池点検及び水質測定
湧水採水及び測定
湧水採水孔清掃
浸出水採水
地下水採水
タンク内清掃
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収集・中間処理・最終処分
マニフェスト管理（電子）については、計量業務に入るが基本は把握が原則
MFの流れ等は説明できることが必須
環境関連
ISO14001シリーズ・エコアクション21等は総合理解が原則
京都議定書からパリ議定書（COP21）に変更
どの取り組みに属しているかで指示項目が違うが、環境配慮義務があることを把握
課員に教育する能力は必須である
事業所の周辺地域及隣接する地域への配慮
車両については排ガス規制等の基本法令（条例）等も把握
エネルギー使用量の把握・コスト管理
施設建設に関しての関係法令
安全管理
区分
   安全衛生・重機・車両・危険・有害作業・有害物質・設備・その他
  各区分に規定の整備
労働安全衛生法の変更内容等基本事項は習得する。

（メンタルヘルス・ストレスチェック等）研修を受講する。
顧客対応
各施設の説明および今後の取り組みについて一連の流れを網羅する
営業が説明できる範囲はすべて確認しお客様のニーズに答えられるように準備ができる
チェックシート（監査）事項に対しての受け答えができる

３業種（収集・中間処理・最終処分）の中ですべてに関連する部門
（MF・環境管理・顧客管理・安全管理）は基本専任が必要となると思います。

各業種においても、共通項目はあると思いますが、前段で書かしていただき
ましたが部門の中の細部では分けて業務を行うことになると思いますので、
たとえば収集運搬の中に（配車・運行管理・計量・車両管理・乗務員）
各スペシャリストを育てる意味で出来る限り部署として見るのも候補入れては
いかがですか
最終処分については、水処理は付帯施設にはなりますが処分場の要
となるところでもあり、課員のスキルを上げるために、化学分野の
スペシャリスト（分析も含む）を育てることも重要
埋立については、廃棄物の組成・種類・埋立工法・維持管理・計画を
立てれるリーダーを育てる

総合意見
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モデル研修テキスト縮小版

廃掃法及び環境保全の取り組み

公益社団法人 全国廃棄物連合会
人材育成方策検討調査

禁無断転載Ⓒ 2016 全産廃連 All Rights Reserved.  1

日時：平成28年3月15日（火）～17日（木）

場所：公益社団法人 全国産業廃棄物連合会
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